
荒
蒔
の
神
社
祭
祀
と
社
会
構
造

宮
座
・
家
族
・
村
落
組
織
を
中
心
と
し
て

上
　
野
　
和
　
男

六五　四　三　ニー

問
　
　
題

村
落
組
織
の
構
造

直
系
型
家
族
の

構
造

宮
座
組
織
と
そ
の
変
化

結
　
　
論

荒
蒔
宮
座
関
係
資
料

荒蒔の神社祭祀と社会構造

論
文
要
旨

　
本
稿
は
「
日
本
歴
史
に
お
け
る
地
域
性
の
総
合
的
研
究
」
の
う
ち
「
民
俗
の
地
域
差
と

地
域
性
」
班
の
一
調
査
と
し
て
、
一
九
八
六
年
以
降
調
査
研
究
を
試
み
て
き
た
奈
良
県
天

理
市
荒
蒔
の
社
会
構
造
、
と
く
に
村
落
組
織
、
家
族
、
宮
座
に
関
す
る
調
査
報
告
で
あ

る
。
荒
蒔
は
日
本
の
中
央
部
の
村
落
社
会
の
構
造
的
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
村
落
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
区
有
文
書
、
村
神
主
文
書
な
ど
文
書
記
録
も
数
多
く
の
こ
さ
れ
て

お

り
、
村
落
の
社
会
変
化
を
民
俗
調
査
と
文
書
調
査
を
併
用
し
て
明
ら
か
に
す
る
に
ふ
さ

わ

し
い
村
落
と
し
て
選
定
し
た
。

　
本
縞
の
目
的
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
は
荒
蒔
に
お
け
る
宮
座
組
織
の
構
造
と
そ

の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
典
型
的
な
中
央
部
日
本
の
村
落
と
考

え
ら
れ
る
荒
蒔
の
家
族
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
は
株
座
的
な
宮
座
組
織
を
も
つ
荒
蒔
が
、
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
村
落
構
造
を
特

質
と
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
本
縞
で
は
荒
蒔
の
村
落
組
織
、
家
族
構
造
、
宮
座
組
織
と
そ
の
変
遷
を
分
析
し
て
、
次

の

よ
う
な
結
論
を
得
た
。
荒
蒔
の
宮
座
が
株
座
的
性
格
を
依
然
と
し
て
保
持
し
な
が
ら

も
、
昭
和
初
期
に
制
度
改
正
を
行
っ
て
メ
ン
バ
ー
を
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
性

格

を
や
や
緩
和
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
荒
蒔
の
家
族
は
家
族
構
成
の
類
型
と
し
て
直
系

家
族
が
多
く
、
相
続
は
長
男
相
続
が
基
本
で
あ
る
。
ま
た
婚
姻
は
嫁
入
婚
を
基
盤
と
し
て

お

り
、
典
型
的
な
直
系
型
家
族
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
荒
蒔
の
村
落
組
織
は
今
日

で
は
平
準
化

さ
れ
た
階
層
を
基
礎
と
し
て
、
区
長
な
ど
の
役
職
や
、
伊
勢
講
や
庚
申
講
な

ど
の
講
組
織
に
お
い
て
も
、
き
わ
め
て
対
等
的
な
構
造
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
総
体
的
に

み
れ
ぽ
、
荒
蒔
の
村
落
社
会
構
造
は
基
本
的
に
は
株
座
的
な
宮
座
を
基
盤
と
す
る
当
屋
制

村
落
で
あ
る
が
、
昭
和
初
期
以
来
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
は
、
荒
蒔
の
社
会
が
村
座
的
な
宮

座
を

基
盤
と
す
る
当
屋
制
村
落
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
過
程
と
し
て
理
解
し
う
る
と
考
え

ら
れ
る
。
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一　
問

題

　

こ
の
報
告
は
一
九
八
六
年
以
降
調
査
を
試
み
て
き
た
奈
良
県
天
理
市
荒
蒔
の
社
会

構
造
、
と
く
に
村
落
組
織
、
家
族
、
宮
座
に
関
す
る
調
査
報
告
で
あ
る
。
荒
蒔
は
奈

良
盆
地
の
中
央
部
に
位
置
す
る
水
田
稲
作
を
中
心
と
す
る
典
型
的
な
平
地
農
村
で
あ

り
、
宮
座
組
織
を
は
じ
め
と
し
て
、
各
種
の
講
な
ど
の
当
屋
制
を
現
在
に
い
た
る
ま

で

よ
く
保
持
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
日
本
の
中
央
部
の
村
落
社
会
の
構
造
的

特
徴
を

よ
く
示
し
て
い
る
村
落
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
九
八
六
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
特
定
研
究
「
日
本
歴

史
に
お
け
る
地
域
性
の
総
合
的
研
究
」
の
う
ち
「
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
」
班
で

は
、
日
本
各
地
の
代
表
的
な
村
落
を
対
象
と
し
て
長
期
的
な
定
点
調
査
を
試
み
た
が
、

荒
蒔
は
こ
の
う
ち
日
本
の
中
央
部
を
代
表
す
る
村
落
と
し
て
選
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

（
1
）

る
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ぽ
荒
蒔
を
選
定
し
た
理
由
は
つ
ぎ
の
二
つ
で
あ
る
。
ひ
と

つ
は
荒
蒔

に
は
伝
統
的

に

明
確
な
宮
座
組
織
が
存
在
し
、
し
か
も
『
宮
座
中
間
年
代

記
』
（
天
正
元
年
～
天
保
六
年
、
全
四
巻
）
と
題
す
る
約
二
五
〇
年
に
わ
た
る
宮
座
記

録
が
残

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
代
記
は
基
本
的
に
は
宮
座
の
当
番
帳
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
各
年
の
荒
蒔
村
の
状
況
が
か
な
り
克
明
に
記
録
さ
れ
て
お

り
、
荒
蒔
の
宮
座
と
村
落
社
会
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
う
る
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

こ

の

ほ

か
に

も
区
有
文
書
、
村
神
主
文
書
な
ど
に
荒
蒔
の
宮
座
の
記
録
が
数
多
く
残

さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
株
座
か
ら
村
座
へ
の
変
化
を
含
め
て
荒
蒔
の
宮
座
組
織
と

村
落
の

変
化
を
文
献
的
に
も
明
ら
か
に
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
の
理
由

は
、
奈
良
県
の
村
落
と
り
わ
け
平
野
部
の
村
落
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
総
合
的
な
民

俗
誌
調
査
が
一
部
を
の
ぞ
い
て
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
く

に

こ
の
荒
蒔
周
辺
の
地
域
の
村
落
の
家
族
や
社
会
組
織
に
つ
い
て
は
全
く
研
究
が
進

ん

で

い

な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
調
査
は
民
俗
調
査
と
文
書
調
査
を

併
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
荒
蒔
の
村
落
の
歴
史
と
構
造
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら

明
ら
か
に
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
。

　
荒
蒔
の
調
査
は
岩
井
宏
實
、
上
野
和
男
の
二
名
で
開
始
し
、
の
ち
に
橋
本
裕
之
が

加
わ
っ
た
が
、
本
稿
は
荒
蒔
の
調
査
の
成
果
の
う
ち
、
社
会
組
織
と
く
に
村
落
組
織
、

家
族
、
宮
座
に
関
す
る
調
査
報
告
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

第
一
は
荒
蒔
に
お
け
る
宮
座
組
織
の
構
造
と
そ
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。
荒
蒔
の
宮
座
は
か
つ
て
は
き
わ
め
て
株
座
的
な
性
格
が
強
く
み
と
め
ら
れ
た
が
、

現
在
は
宮
座
の
構
成
メ
ン
バ
ー
も
拡
大
さ
れ
、
そ
の
構
造
を
か
な
り
変
化
さ
せ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
宮
座
組
織
の
変
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
ま
ず
基

本
的
な

荒
蒔
の
問
題
で
あ
る
。
と
く
に
昭
和
初
期
に
お
い
て
荒
蒔
の
宮
座
は
劇
的
な

変
貌
を
遂
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
時
点
に
注
目
し
て
そ
の
背
景
に
も
配
慮

し
な
が
ら
、
聞
書
と
文
書
の
両
面
か
ら
そ
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
第

二

は
、
統
計
的
に
見
れ
ば
、
奈
良
県
の
家
族
は
日
本
の
平
均
を
上
回
る
規
模
と
複
雑

な
構
成
を
特
徴
と
し
て
い
る
が
、
典
型
的
な
中
央
部
日
本
の
村
落
と
考
え
ら
れ
る
荒

蒔
の
家
族
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

荒
蒔
の
家
族
の
問
題
を
別
の
側
面
か
ら
と
ら
え
れ
ぽ
、
強
固
な
宮
座
組
織
の
基
礎
と

な
っ
て
い
る
荒
蒔
の
家
族
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

も
あ
る
。
第
三
は
株
座
的
な
宮
座
組
織
を
も
つ
荒
蒔
が
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
村
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落
構
造
を

特
質

と
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
中
央
部
日
本
の
村

落
の
最
大
の
特
徴
は
対
等
性
と
排
他
性
を
特
徴
と
す
る
宮
座
組
織
を
も
つ
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
宮
座
に
は
大
き
く
分
け
て
「
株
座
」
と
「
村
座
」
と
が
あ
り
、

そ

れ
ぞ

れ
に
村
落
構
造
が
異

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
の
問

題

は
、
宮
座
を
も
つ
村
落
を
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は

宮
座
を

も
つ
村
落
の
構
造
を
多
様
に
と
ら
え
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て

は
蒲
生
正
男
（
一
九
八
一
）
の
奈
良
県
東
北
部
の
村
落
を
事
例
と
す
る
分
析
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
荒
蒔
を
事
例
と
し
て
こ
の
問
題
に
接
近
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　

こ
れ
ま
で
の
荒
蒔
の
社
会
組
織
の
研
究
と
し
て
は
、
吉
村
公
男
・
羽
田
野
由
憲

（
一
九

八

七
）
と
澤
井
浩
一
（
一
九
九
〇
）
が
注
目
さ
れ
る
。
吉
村
公
男
・
羽
田
野

由
憲
（
　
九
八
七
）
は
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
文
禄
期
に
お
け
る
奈
良
盆
地
荒
蒔
村
の

景

観
」
が
示
す
よ
う
に
、
江
戸
時
代
初
期
に
お
け
る
荒
蒔
の
集
落
景
観
を
主
題
と
し

て

い

る
が
、
検
地
帳
や
年
代
記
そ
の
他
の
分
析
に
よ
っ
て
荒
蒔
の
集
落
形
成
を
問
題

と
し
、
宮
座
当
屋
と
名
請
人
の
不
一
致
、
東
西
の
大
宮
の
存
在
な
ど
重
要
な
指
摘
を

し
て
い
る
。
澤
井
浩
一
（
一
九
九
〇
）
は
吉
村
公
男
・
羽
田
野
由
憲
（
一
九
八
七
）

を

前
提

と
し
な
が
ら
、
宮
座
儀
礼
の
分
析
に
よ
っ
て
荒
蒔
の
神
社
祭
祀
が
東
西
の
双

分
制
的

な
区
分
を
基
本
と
し
て
形
成
さ
れ
、
神
社
合
祀
に
よ
っ
て
変
容
し
て
き
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
主
と
し

て

江
戸
時
代
初
期
で
あ
る
が
、
本
稿
が
問
題
と
す
る
の
は
、
昭
和
初
期
を
中
心
と
す

る
最
近
の
荒
蒔
の
神
社
祭
祀
組
織
と
そ
の
変
化
、
お
よ
び
こ
れ
に
関
連
す
る
諸
問
題

で
あ
る
。

　
な
お
荒
蒔
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
荒
蒔
の
村
の
方
々
、
と
く
に
長
年
に
わ
た
っ

て

区
長
を
務
め
ら
れ
て
い
る
荒
井
貫
司
氏
、
村
神
主
・
寺
内
肇
信
氏
、
岡
田
忠
洋
氏
、

中
田
楢
太
郎
氏
お
よ
び
天
理
市
教
育
委
員
会
参
与
の
古
澤
龍
介
氏
に
は
た
い
へ
ん
お

世
話

に
な

っ

た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
あ
げ
た
い
。

二
　
村
落
組
織
の
構
造

O
　
荒
蒔
の

概
況

　
荒
蒔
は
天
理
市
の
中
心
部
か
ら
ほ
ぼ
真
西
に
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
自
動
車
で
約

五
分
の
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
水
田
稲
作
を
主
た
る
生
業
と
し
て
き
た
奈
良
盆
地
東
部

の

典
型
的
な

村
落
で

あ
る
。
荒
蒔
の
中
心
部
の
集
落
（
現
在
は
こ
れ
を
ホ
ン
ム
ラ
と

呼
ん

で
い

る
）
は
、
東
西
に
の
び
る
中
央
の
通
り
（
布
留
街
道
と
よ
ぽ
れ
る
）
の
両

側
に
家
々
が
集
中
し
て
お
り
、
ホ
ン
ム
ラ
の
東
と
東
北
に
は
荒
蒔
の
所
有
す
る
二
つ

の

溜
池
が

あ
る
。
奈
良
盆
地
の
こ
の
地
域
に
は
あ
ち
こ
ち
に
溜
池
が
点
在
し
て
お
り
、

こ
の
点
で
も
荒
蒔
は
こ
の
地
域
の
典
型
的
な
村
落
景
観
を
示
し
て
い
る
。

　
現
在
の
荒
蒔
の
戸
数
は
お
よ
そ
三
三
〇
戸
を
数
え
る
が
、
こ
の
う
ち
ホ
ン
ム
ラ
の

戸
数
は
四

五
戸
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
二
一
戸
は
近
世
の
荒
蒔
村
の
構
成
戸
で
あ
る
。

明
治
以
後
の
荒
蒔
は
二
階
堂
村
大
字
荒
蒔
と
な
り
、
若
干
の
増
減
は
あ
っ
た
が
ほ
ぼ

四

〇
戸
前
後
の
村
落
規
模
を
維
持
し
て
き
た
。
こ
の
四
五
戸
の
ほ
か
の
家
々
は
一
五
、

六
年
前
か

ら
始
ま
っ
た
宅
地
開
発
に
よ
る
団
地
も
し
く
は
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
荒

蒔
の
北
に
は
徒
歩
約
一
五
分
の
と
こ
ろ
に
近
鉄
天
理
線
の
二
階
堂
駅
と
前
栽
駅
が
あ

り
、
荒
蒔
周
辺
は
近
年
と
く
に
大
阪
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
が
急
速
に
進
行
し
て
い
る
。
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7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

ホ

ン

ム

ラ
の
北
と
西
に
住
宅
団
地
が
あ
り
、
ま
た
一
九
九
〇
年
に
も
ホ
ン
ム
ラ
の
北
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荒蒔の神社祭祀と社会構造

側
に
戸

数
一
七
五
戸
の
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
が
完
成
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
さ
ら
に
現

在
、
東
側
に
も
う
ひ
と
つ
の
高
層
大
型
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
設
中
で
あ
る
。
こ
う
し
た

宅
地
化
の

波
は
今
後
も
ま
す
ま
す
活
発
化
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
荒
蒔
の
総
耕
地
面
積
は
お
よ
そ
三
三
町
歩
で
、
そ
の
大
部
分
は
水
田
（
二
毛
作
）

で

あ
る
。
荒
蒔
の
土
地
の
う
ち
、
平
等
坊
、
岩
室
、
上
之
庄
な
ど
周
辺
の
村
落
の
地

主
の

所
有
す
る
土
地
も
か
な
り
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
ま
た
荒
蒔
の
地
主
が
周
辺
の

村
落
に
所
有
す

る
土
地
も
少
な
く
と
も
五
町
歩
は
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
荒
蒔
で
は

「
失
作
」
（
し
っ
さ
く
）
と
よ
ん
で
い
る
。
ま
た
、
荒
蒔
で
は
村
の
領
域
を
指
示
す
る

「
荒
蒔
領
」
「
荒
蒔
の
領
土
」
と
い
う
言
葉
が
し
ぼ
し
ば
使
わ
れ
る
。
こ
の
言
葉
で
表

写真1　荒蒔の集落

現

さ
れ
る
よ
う
に
、
村
の
領
域
は
明
確
で
あ
る
が
、
こ
の
付
近
の
村
落
に
お
け
る
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

地
の

所
有
関
係
は
村
落
の
領
域
を
こ
え
て
か
な
り
入
り
く
ん
で
い
た
と
い
え
よ
う
。

現
在
の
作
付
け
面
積
は
お
よ
そ
二
〇
町
歩
で
あ
る
。
近
年
は
イ
チ
ゴ
・
ス
イ
カ
．
マ

メ
な
ど
へ
の
転
作
が
目
だ
っ
て
い
る
が
、
戦
争
中
ま
で
は
裏
作
と
し
て
大
麦
．
小
麦

を

作
っ
て
い
た
。
畑
は
水
を
い
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
カ
ラ
ケ
（
空
毛
）
と
い
い
、

全

体
で
は
わ
ず
か
に
二
町
歩
ほ
ど
で
あ
る
。
夏
は
ス
イ
カ
・
マ
ッ
カ
、
秋
冬
は
白

菜
・
大
根
・
疏
菜
類
を
栽
培
し
て
い
る
。
ま
た
戦
前
ま
で
は
冬
期
の
副
業
と
し
て
縄

な
い
、
ム
シ
ロ
作
り
、
俵
編
み
が
行
れ
て
い
た
。
し
か
し
い
ず
れ
も
自
家
用
で
あ
り
、

ま
た
荒
蒔
で
は
出
稼
ぎ
も
行
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
現
金
収
入
の
道
は
ほ
と
ん
ど

写真2　荒蒔の民家

閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
現
在
は
在
来
戸
も
大
半
が
兼
業
農
家
で
あ
り
、
壮

年
層
は
勤
め
人
に
な
っ
て
い
る
例
が
多
い
。
専
業
農
家
は
五
、
六
戸
、

非
農
家

は
一
〇
戸
ほ
ど
で
あ
る
。

　
戦
前

ま
で
の
荒
蒔
は
三
戸
ほ
ど
の
大
地
主
が
水
田
の
大
部
分
を
独
占

し
て
お
り
、
こ
れ
と
自
作
の
五
戸
を
除
け
ば
、
大
半
が
土
地
も
屋
敷
も

も
た
な
い
雰
細
な
小
作
農
で
あ
っ
た
。
地
主
の
な
か
で
も
と
く
に
荒
蒔

の

＝
戸
は

他
村
の
土
地
を
含
め
て
約
一
〇
町
歩
の
土
地
を
所
有
し
、
荒

蒔
で

も
そ
の
土
地
を
小
作
に
出
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
地
主
の
土
地
を

小
作

し
て
い
た
家
々
は
経
営
規
模
も
五
、
六
反
程
度
で
、
収
量
の
六
、

七
割

に
達
す

る
小
作
料
を
納
め
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
荒

蒔
は
少
な
く
と
も
昭
和
初
期
ま
で
、
土
地
の
所
有
配
分
の
格
差
の
大
き

い
村
落

で

あ
り
、
こ
の
こ
と
が
株
座
的
な
宮
座
組
織
の
構
造
と
密
接
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拠

関
連
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
昭
和
初
期
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
地
主
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層
の
没
落
に
よ
っ
て
、
荒
蒔
の
村
落
構
造
は
大
き
く
変
化
し
、
株
座
的
な
宮
座
も
再

編
成

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
わ
ぽ
農
地
改
革
を
先
取
り
す
る
形
で
、
荒
蒔
で
は

昭
和
初

期
に
村
落
構
造
の
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て

は
、
宮
座
と
の
関
連
で
の
ち
に
詳
し
く
分
析
す
る
。

　
荒
蒔
の
現
在
の
集
落
景
観
は
図
1
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
荒
蒔
の
周
囲
は
一
面
水

田
で
囲
ま
れ
て
お
り
、
付
近
に
は
大
き
な
河
川
も
丘
陵
地
も
な
い
全
く
の
平
坦
地
で

あ
る
。
集
落
東
側
に
あ
る
東
池
と
そ
の
北
側
の
北
池
は
荒
蒔
の
最
も
重
要
な
共
有
財

産
で

あ
り
、
荒
蒔
の
用
水
は
す
べ
て
両
池
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
。
荒
蒔
の
集
落

は
東
西
に
走
る
通
り
に
沿
っ
て
細
長
く
集
村
状
に
発
達
し
て
お
り
、
家
々
の
多
く
は

こ
の
通
り
に
面
し
て
屋
敷
を
構
え
て
い
る
。
村
の
中
央
は
現
在
、
薬
師
堂
・
会
所
寺

な

ど
が
あ
る
付
近
で
あ
り
、
か
つ
て
は
こ
こ
に
札
場
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
辻

を

境
と
し
て
荒
蒔
は
東
西
に
二
分
さ
れ
て
お
り
、
東
側
を
東
ガ
イ
ト
、
西
側
を
西
ガ

イ
ト
と
呼
ん
で
い
る
。
東
西
の
垣
内
は
地
理
的
に
区
分
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
村

落
の
社
会
組
織
の
区
分
と
し
て
も
重
要
で
あ
り
、
東
西
の
対
抗
意
識
が
現
在
で
も
強

く
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
荒
蒔
の
歴
史
的
な
集
落
形
成
に
関
連
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
（
吉
村
公
男
・
羽
田
野
由
憲
　
一
九
八
七
、
九
一
－
九
二
）
。
荒
蒔
は
い
わ

ぽ

歴
史
的

に
も
現
在
的
に
も
双
分
制
的
な
村
落
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

氏
神

で
あ
る
勝
手
神
社
は
中
央
通
り
に
沿
っ
た
西
ガ
イ
ト
に
位
置
し
て
お
り
、
境
内

に

は
観
音
堂

と
ジ
ュ
ウ
ラ
ク
サ
マ
と
呼
ば
れ
る
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
西
に

は
的
場
大

明
神
と
呼
ぼ
れ
る
神
が
あ
る
。
ま
た
中
央
通
り
の
東
端
に
は
野
神
が
祀
ら

れ
て

い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
つ
て
は
東
西
の
垣
内
の
神
で
あ
っ
た
大
宮
、
小
宮

は

別
々
の
場
所
に
祀
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
現
在
の
位
置
に
移
転
し

て

合
祀

さ
れ
た
の
は
、
『
宮
座
中
間
年
代
記
』
な
ど
の
記
述
か
ら
元
禄
年
間
の
こ
と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
50

と
さ
れ
て
い
る
（
吉
村
公
男
・
羽
田
野
由
憲
　
一
九
八
七
、
澤
井
浩
一
　
一
九
九
〇
　
2

参
照
）
。
こ
の
事
実
も
双
分
制
的
な
荒
蒔
の
特
質
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

札
場
の
南
に
は
現
在
荒

蒔
の
唯
一
の
寺
で
あ
る
融
通
念
仏
宗
の
誠
福
寺
が
あ
り
、
境

内
に
は
寺
墓
と
呼
ぽ
れ
る
古
い
墓
が
あ
る
。
荒
蒔
の
共
同
墓
地
は
村
の
北
側
の
二
階

堂
高
校
の
近
く
に
あ
り
、
村
の
中
央
の
札
場
か
ら
バ
カ
ミ
チ
が
の
び
て
い
る
。

⇔
　
住
民
構
成
と
村
の
内
部
区
分

　
す
で
に

の

べ
た

よ
う
に
、
現
在
の
荒
蒔
の
戸
数
は
約
三
三
〇
戸
で
あ
る
。
正
確
な

数
が

つ
か
め

な
い
の
は
流
動
的
な
住
宅
団
地
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
戸
数
を
区
と
し
て
も

確
認
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
荒
蒔
に
は
ホ
ン
ム
ラ
の
ほ
か
に
、
現
在
二
つ
の
住
宅

団
地
と
一
つ
の
大
型
マ
ン
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
二
つ
の
住
宅
団
地
は
ホ
ン
ム

ラ
の
四
五
戸
と
と
も
に
荒
蒔
区
を
構
成
し
て
い
る
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
は
従
来
の
荒
蒔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の

戸
数
を

大
幅
に
し
の
ぐ
戸
数
で
あ
る
の
で
、
別
の
自
治
会
を
構
成
し
て
い
る
。
つ

ま
り
新
住
民
に
対
し
て
荒
蒔
で
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
こ
と
な
っ
た
対
応
を
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
以
下
で
は
ホ
ン
ム
ラ
を
中
心
に
荒
蒔
の
村
落
組
織
に
つ
い
て
分
析
す

る
こ
と
に
し
た
い
。

　
表
1
は
現
在
の
荒
蒔
の
ホ
ン
ム
ラ
を
構
成
す
る
四
五
戸
の
一
覧
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
表
に
よ
っ
て
ま
ず
現
在
の
家
々
の
歴
史
を
み
て
み
る
と
、
現
在
の
四
五

戸
の

う
ち
明
治
一
〇
年
戸
籍
に
記
載
の
家
は
、
確
認
さ
れ
た
限
り
で
一
九
戸
（
四

二
・

二
％
）
で
あ
る
。
可
能
性
の
あ
る
二
戸
を
加
え
て
も
半
数
以
下
に
す
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
荒
蒔
で
は
戸
数
の
上
で
は
四
〇
戸
前
後
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
約
一
〇
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表
1
　
現
在
の
荒
蒔
の
家
族
一
覧

ニニニニニニニニニニー一一一一一一一一一
九八七六五四三ニー〇九八七六五四三ニー〇九八七六五四三ニー

番
号

西西西西西西西西西東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東 垣
内

五三三三五五五五五二二二二二ニー二二二ニー一一一一一一一一 班

四三三三三 三三三二二二二二ニー二二二ニー一一一一一一一一 班葬
式

四ニー九 g三　三三一　　　　　　　　一　一二’八　　一五二　　　　　　　八六三　　八一　　　　　　五

西 一明
治

○○○○○ ○○○　　　○○○○○　○○○ ○○○○○○
昭
和

●○○ ●　○●○　　　　　○●●○　○○○　　○ ○●○
宮
座

AABAACAAABCBBBAAACAACCCBABACB 家

｝本
分

家

三 一　　　　　一一一一三　　　　　二　　　　四一二二 三　　四二
代
数

墾華？墾誓讐竃鱒誓華難繋葦1繋誓雛墾 寺

伊
勢

伊伊伊　　　　　　　　庚伊庚　　　　　庚　　　庚勢勢勢　　　　　　　　甲勢甲　　　　甲　　　甲 庚伊
申勢
講講

四四四四四四三三三三三三三三三三
五四三ニー〇九八七六五四三ニー○

西西西西西西西西西西西西西西西西

六六六六三四三四四三三三三四四五

四四四四三四四四四三三三三四四四

二
八

9
・〇九五四

三
二

○○○○○○○○○○

○●○●●○

CCCBBACAABAABABA
二
八
の
分
家

三
〇
の
分
家

本
家

二
六
の

分
家

本
家

本
家

二
六
の
分
家

本
家

本
家

（転
入
）

本
家

三
四

の

分
家

三
八
の

分
家

（転
入
）

（転
入
）

（転
入
）

　

光
蓮
寺

四　

光
蓮
寺

一　

城
福
寺

　

城
福
寺

一　

城
福
寺

　

光
蓮
寺

　

城
福
寺

二　

光
蓮
寺

　

光
蓮
寺

二　
　
？
・

　

光
蓮
寺

　

城
福
寺

　

城
福
寺

　
　
9
・

　
　
9
・

　
　
9
・

伊
勢

伊伊
勢勢

伊伊
勢勢

伊
勢

伊
勢

　
　
註
：
「
明
治
」
欄
の
番
号
は
明
治
一
〇
年
戸
籍
記
載
の
番
戸
番
号
、
「
昭
和
」
欄
の
○
印
は
昭
和
二
五
年

　
　
　

戸
籍
記
載
の
家
、
「
宮
座
」
欄
の
●
は
旧
座
、
○
は
新
座
。
「
家
欄
」
の
A
は
明
治
一
〇
年
戸
籍
に

　
　
　

記
載
の
家
、
B
は
明
治
以
後
の
A
の
分
家
、
C
は
明
治
以
降
の
転
入
戸
。

○
年
の
間
に
そ
の
半
数
は
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
は
安
定
的

に

み

え
る
荒
蒔
も
か
な
り
流
動
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
昭
和
二
五
年
戸
籍
に
記
載
の

三
七
戸

と
比
較
し
て
み
る
と
、
四
五
戸
の
う
ち
三
二
戸
（
七
一
・
一
％
）
が
こ
の
時

点
で
荒
蒔
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
荒
蒔
の
四
五
戸
を
歴
史
的
に
、

A
明
治
以
前
か
ら
継
続
し
て
い
る
家
、
B
明
治
以
降
の
A
の
分
家
、
C
明
治
以
降
の

転
入
戸
に
区
分

し
て
み
る
と
、
A
は
二
一
戸
（
四
五
・
七
％
）
、
B
は
＝
三
　
（
二

八
・
九
％
）
、
C
は
一
＝
　
（
二
四
・
四
％
）
と
な
り
、
こ
こ
で
も
荒
蒔
の
家
々
の
流

動
性

を
再
確
認
で
き
る
。
荒
蒔
の
宮
座
を
構
成
す
る
の
は
現
在
に
お
い
て
も
A
の
家

々

が

主
体
で
あ
る
。
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一
方
、
明
治
以
降
も
荒
蒔
で
は
数
多
く
の
分
家
が
分
出
さ
れ
て
い
る
。
荒
蒔
で
は

本
家
を

ホ

ソ

ケ
、
分
家
を
イ
ン
キ
ョ
も
し
く
は
シ
ン
タ
ク
と
呼
ぶ
が
、
本
家
分
家
を

総
称
す

る
集
団
名
称
は
な
い
。
荒
蒔
の
四
五
戸
を
姓
別
に
み
る
と
、
西
本
姓
が
六
戸
、

西

岡
姓
が
四
戸
、
荒
井
姓
、
寺
内
姓
、
中
野
姓
が
三
戸
、
岡
田
姓
、
西
谷
姓
、
植
田

姓
が
二
戸
と
な
っ
て
お
り
、
残
る
一
八
戸
は
同
姓
戸
を
も
っ
て
い
な
い
。
同
姓
の
家

々

の

ほ

と
ん
ど
は
本
家
分
家
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
が
、
な
か
に
は
同
姓
の
す
べ
て

が
本
家
分
家

関
係
に
な
い
場
合
も
あ
る
。
ま
た
本
家
分
家
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
姓

が

同
一
で
な
い
例
も
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
あ
る
。
こ
れ
は
智
養
子
が
旧
姓
を
名
乗
る

た
め

で
あ
る
。
ま
た
、
転
入
戸
の
多
く
は
、
天
理
市
内
か
ら
の
転
入
で
あ
り
、
し
か

も
荒
蒔
出
身
の
女
性
と
結
婚
し
た
場
合
が
多
く
、
全
く
荒
蒔
の
家
々
に
関
係
の
な
い

転
入
戸
は
わ
ず
か
に

＝
戸
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
な
お
荒
蒔
の
家
々
に
は
屋
号
は

な

い
。
人
々
は
家
々
を
呼
び
あ
う
時
に
は
姓
や
名
を
用
い
る
。

　
荒
蒔
は
集
落
中
央
の
札
場
を
境
と
し
て
東
西
二
つ
の
垣
内
に
分
れ
て
い
る
。
西
ガ

イ
ト
は
さ
ら
に
通
り
の
北
側
の
イ
ヌ
イ
ガ
イ
ト
、
南
側
（
一
部
）
の
タ
ツ
、
ミ
ガ
イ
ト

に

区
分
さ
れ
て
お
り
、
勝
手
神
社
の
西
側
の
地
区
は
こ
れ
ら
に
含
ま
れ
な
い
デ
ガ
イ

ト
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
現
在
東
ガ
イ
ト
は
二
〇
軒
、
西
ガ
イ
ト
は
二
五
軒
で
、
戸

数
は
ほ
ぼ

均
衡

し
て
い
る
。
垣
内
の
区
分
は
古
く
か
ら
の
も
の
と
さ
れ
、
月
番
、
葬

式
の
手
伝
い
、
伊
勢
講
、
庚
申
講
な
ど
が
現
在
で
も
垣
内
単
位
に
行
わ
れ
て
い
る
。

正
月
の
ト
ン
ド
が
東
西
の
垣
内
で
別
々
に
行
わ
れ
て
い
る
の
も
、
垣
内
の
意
味
を
よ

く
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
東
の
ト
ン
ド
は
薬
師
堂
の
北
で
、
西
の
ト
ソ
ド
は
勝

手
神
社
の
前
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
垣
内
と
は
別
に
集
落
全
体
が
五
つ
の
班
に
分
れ
て

い

る
（
最
近
デ
ガ
イ
ト
地
区
に
六
班
を
設
け
た
）
。
こ
の
班
は
戦
時
下
の
配
給
制
度
、

隣
組
制
度
の
導
入
に
と
も
な
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
、
現
在
も
こ
の
班
分
け
を
踏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
2

襲
し
て
い
る
。
当
初
は
各
班
に
班
長
が
い
て
配
給
や
連
絡
を
と
り
し
き
っ
て
い
た
が
、
2

現
在
は
順
番
に
当
番
を
務
め
る
。
こ
の
ほ
か
に
近
隣
組
織
と
し
て
リ
ョ
ウ
ド
ナ
リ

（
両
隣
り
）
が
あ
る
。
葬
儀
の
際
の
穴
掘
り
（
オ
ン
ボ
）
と
棺
担
ぎ
は
リ
ョ
ウ
ド
ナ
リ
に

頼
む

と
い
い
、
ま
た
普
段
か
ら
風
呂
の
行
き
合
い
や
珍
し
い
到
来
物
の
や
り
と
り
な

ど
を
し
て
親
し
く
つ
き
あ
う
。
な
お
、
葬
儀
の
手
伝
い
に
つ
い
て
は
、
最
近
東
西
の

垣
内
を
そ
れ
ぞ
れ
二
分
し
て
四
つ
の
班
（
葬
式
の
時
だ
け
の
班
）
を
作
っ
て
行
っ
て

い

る
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
リ
ョ
ウ
ド
ナ
リ
の
関
係
も
一
部
に
変
更
が
生
じ
て
い
る
。

⇔

　
村
落
組
織

　
荒
蒔
区
に
は
現
在
、
区
長
、
副
区
長
、
会
計
、
実
行
組
合
長
、
実
行
組
合
会
計
、

水
利
組
合
長
、
社
会
教
育
担
当
役
員
の
計
七
名
の
役
職
老
が
い
る
。
い
ず
れ
も
任
期

一
年
で
、
毎
年
一
月
四
日
（
現
在
は
第
一
日
曜
日
）
の
初
集
会
で
札
入
れ
に
ょ
っ
て

選
出
さ
れ
る
。
選
出
方
法
は
ま
ず
区
長
を
選
び
、
つ
い
で
役
員
六
名
を
選
出
し
て
区

長
が
各
役
員
に
担
当
を
割
振
る
形
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
戦
前
か
ら
同
じ
で
あ
る
が
、

当
時
の
組
織
は
区
長
の
下
に
会
計
、
実
行
組
合
長
、
水
利
係
を
お
く
と
い
っ
た
よ
り

単
純
な

組
織
で
あ
っ
た
。
区
長
は
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
し
ば
ら
く
は
宮
座
の
座

衆
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
そ
の
限
定
も
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
役
員
の
下
に
は
戦
前
ま
で
は
ア
ル
キ
（
ま
た
は
ガ
チ
）
と
称
す
る
用
務
員
が
い
た
。

こ
れ
は
区
長
の
使
い
番
や
各
戸
へ
の
フ
レ
、
村
の
集
会
の
下
働
き
な
ど
を
す
る
も
の

で
、
下
層
の
も
の
が
半
年
か
一
年
交
替
で
つ
と
め
て
若
干
の
手
当
を
受
取
っ
て
い
た
。

し
か
し
こ
れ
も
次
第
に
な
り
手
が
い
な
く
な
っ
た
の
で
、
現
在
で
は
そ
の
仕
事
を
月
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番
が

受
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
月
番
は
東
西
の
カ
イ
ト
に
各
一
名
ず
つ
で
、
一
定
の

順
番

（
家
順
で
は

な
い
）
で
一
か
月
交
替
に
務
め
る
。
広
報
や
行
政
上
の
通
知
文
書

の

配
布
、
村
の
集
会
の
伝
達
や
使
い
走
り
、
集
会
の
時
の
茶
菓
の
接
待
や
ヒ
マ
チ
講

の

食
事
の
用
意
、
会
所
（
公
民
館
）
の
掃
除
な
ど
が
そ
の
役
割
で
、
月
末
に
会
所
を

掃
除

し
て
次
の
月
番
と
交
替
す
る
。
交
替
す
る
時
に
は
ト
ウ
バ
ン
フ
ダ
を
受
け
渡
す
。

こ
れ
は
現
在
で
も
行
っ
て
い
る
。

　
月
番
以
外
に
も
荒
蒔
に
は
水
番
、
イ
ケ
モ
リ
、
ト
ン
ド
番
な
ど
の
当
番
が
あ
る
。

当
番
の
多
さ
は
荒
蒔
の
村
落
組
織
の
大
き
な
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
水
番
と
イ
ケ

モ

リ
は
東
池
・
北
池
の
管
理
の
当
番
で
、
水
利
係
の
管
轄
で
あ
る
。
水
番
［
は
田
の
水

写真3　水番の順序（1991年）

の

管
理
を
す

る
当
番
で
、
毎

年

田
植
え
前
の
「
水
の
寄
合

い
」

に
全
戸
で
く
じ
を
引
い

て

担
当
の
池
と
順
番
を
決
め

る
。
荒
蒔
の
中
央
の
農
業
倉

庫
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
一
九

九
一
年
の
水
番
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。
田
植
え
の
出
水

の

日
取
り
が
決
ま
る
と
、
水

番
は
交
替
で
そ
れ
ぞ
れ
の
池

が

か

り
の
田
に
順
番
に
水
を

入
れ
て

い

く
。
そ
の
後
も
土

用
ま
で
は
水
が
必
要
な
の
で

田
に
水
を
入
れ
て
お
き
、
土
用
に
一
度
水
を
切
る
（
修
理
水
）
。
土
用
す
ぎ
に
は
ま
た

水
を
入

れ
、
以
後
彼
岸
す
ぎ
（
九
月
ご
ろ
）
ま
で
半
日
交
替
で
田
水
の
管
理
を
す
る
。

と
く
に
盆
前
の
ホ
バ
ラ
ミ
水
、
八
月
末
の
ホ
ダ
シ
水
は
絶
対
に
必
要
と
さ
れ
、
ま
た

ピ
ア
ケ
（
日
照
り
）
の
時
に
は
ワ
リ
水
を
し
て
水
の
配
分
に
不
公
平
の
な
い
よ
う
に

し
た
。
イ
ケ
モ
リ
は
池
水
の
管
理
を
す
る
役
で
あ
る
。
冬
期
に
は
ま
わ
り
の
田
が
し

け
ら
な
い
よ
う
に
池
の
水
位
を
下
げ
て
お
き
、
田
植
え
前
ま
で
に
満
水
に
な
る
よ
う

に
調
節
す

る
。
現
在
は
毎
年
家
の
並
び
順
に
五
人
ず
つ
交
替
で
務
め
て
い
る
が
、
昔

は
水
み
ち

の

よ
く
わ
か
っ
た
や
り
手
の
人
達
が
請
負
い
で
や
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
　
　
　
平
成
三
年
池
水
番
順

〇九八七六五四三ニー
西北中中寺西寺中寺岡
本島田村内岡内野内田北
昌隆善　肇昭昌忠　忠池
平雄義勇信一克明茂洋

＿一 〇九八七六五四三ニー
井片荒中西東中西西安植西
上側川野本城野岡谷田田谷東
　重裕幸重博正重寿逸秀良池
眸利和治一通一雄一次夫尋
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ト
ン
ド
番
は
二
月
七
日
の
ト
ン
ド
の
世
話
を
す
る
当
番
で
、
西
ガ
イ
ト
で
二
名

（
イ
ヌ
イ
ガ
イ
ト
一
名
、
、
ミ
ナ
、
ミ
ガ
イ
ト
一
名
）
、
東
ガ
イ
ト
で
一
名
が
そ
れ
ぞ
れ
一

年
交
替
で
順
番
に
務
め
て
い
る
。
ト
ン
ド
は
正
月
の
注
連
縄
や
立
松
、
古
く
な
っ
た

お
札
を
各
戸
か

ら
持
寄
り
、
各
戸
か
ら
集
め
た
藁
一
束
と
と
も
に
や
ぐ
ら
に
組
ん
で

も
や
す
行
事
で
あ
る
。
も
と
は
勝
手
神
社
前
と
バ
カ
、
ミ
チ
の
脇
の
二
か
所
で
行
っ
て

い
た
が
、
現
在
は
東
池
の
堤
の
上
で
行
っ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
荒
蒔
の
定
例
の
村
寄
合
い
と
し
て
は
、
一
月
四
日
（
現
在
は
第
一
日
曜
日
）

の
初
集
会
、
田
植
え
前
の
水
の
寄
合
い
、
春
秋
の
日
待
講
が
あ
り
、
一
月
と
八
月
に

は
村
の

イ
リ
ョ
ヨ
セ
（
サ
ン
ヨ
ウ
の
ヨ
リ
）
が
行
わ
れ
る
。
初
集
会
で
は
役
員
の
改

選
が
行
わ

れ
、
年
間
の
活
動
経
過
と
会
計
報
告
が
行
わ
れ
る
。
水
の
寄
合
い
は
池
の

出
水
の
日
取
り
と
当
番
（
前
述
し
た
水
番
）
を
決
め
る
寄
合
い
で
、
か
つ
て
は
六
月

一
五

日
の
田
植
え
の
開
始
日
に
先
立
っ
て
六
月
一
〇
日
頃
に
開
か
れ
て
い
た
。
現
在

は
水
利
担
当
者
の
判
断
に
よ
っ
て
開
催
時
期
が
決
定
さ
れ
る
。
日
待
講
は
春
秋
の
彼

岸
の
中
日
に
行
わ
れ
、
春
日
大
社
と
伊
勢
神
宮
の
掛
軸
を
か
け
て
お
参
り
し
飲
食
す

る
。
そ
し
て
春
ヒ
マ
チ
に
は
奈
良
（
春
日
）
参
り
の
、
秋
ヒ
マ
チ
に
は
伊
勢
参
り
の

く
じ
を
引
き
、
そ
れ
ぞ
れ
五
名
ず
つ
の
代
参
人
を
選
ぶ
。
代
参
人
は
村
か
ら
費
用
を

も
ら
っ
て
お
参
り
に
い
く
。

　
ま
た
村
の
村
費
（
イ
リ
ョ
ウ
）
を
よ
せ
る
イ
リ
ョ
ヨ
セ
は
年
二
回
、
上
半
期
と
下

半
期
に

一
回

ず
つ
開
か
れ
る
。
上
半
期
は
一
月
一
〇
～
一
七
日
こ
ろ
、
下
半
期
は
八

月
三
～
一
〇
日
こ
ろ
で
あ
る
。
イ
リ
ョ
ヨ
セ
は
各
家
の
徴
収
額
を
算
定
す
る
カ
キ
ダ

シ

と
、
各
家
が
支
払
い
に
集
ま
る
ト
リ
タ
テ
の
二
日
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
。
カ

キ
ダ

シ

の

日
に
は
役
員
が
会
所
に
集
り
、
各
家
に
徴
収
額
を
通
知
す
る
札
を
書
く
。

村

の
仕
事
を

し
て
人
足
札
（
後
述
）
を
も
ら
っ
た
も
の
は
こ
の
時
に
役
員
に
届
出
る
。
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各

家
に
札
が
配
ら
れ
て
か
ら
一
週
間
ほ
ど
す
る
と
ト
リ
タ
テ
（
よ
せ
る
日
）
に
な
る
。
2

午
前
中
は
各
自
が
会
所
に
支
払
い
に
訪
れ
、
午
後
か
ら
は
人
足
札
や
イ
ケ
モ
リ
な
ど

へ
の

支
払
い

（
清
算
）
を
行
う
。
以
上
の
よ
う
な
定
例
の
集
会
以
外
に
区
長
の
判
断

で
臨
時
の
集
会
を
開
く
こ
と
も
あ
る
。

　
村
寄
合
い
や
イ
リ
ョ
ヨ
セ
は
す
べ
て
会
所
（
現
在
は
公
民
館
）
で
ひ
ら
か
れ
る
。

月
番
は
各
戸
に
集
会
の
連
絡
を
す
る
ほ
か
当
日
の
昼
食
や
ア
テ
（
肴
）
、
茶
菓
子
等
の

準
備
も
す
る
。
戦
前
は
寄
合
い
の
席
で
も
区
長
・
役
員
と
地
主
が
上
座
に
す
わ
り
小

作
は
下
座
と
い
っ
た
序
列
が
あ
っ
た
。
し
か
し
現
在
は
役
員
以
外
は
ほ
ぼ
年
齢
順
で
、

年
寄

り
を
上
座
に
す
わ
ら
せ
若
い
者
は
遠
慮
し
て
下
に
す
わ
る
と
い
う
。

四
　
村
仕
事

と
共
有
財
産

　
荒
蒔
の

全
戸
が

出
て
行
う
作
業
と
し
て
は
、
一
月
末
の
池
さ
ら
い
、
田
植
え
前
の

カ
ワ
ハ
リ
（
川
掘
り
）
、
九
月
の
道
作
り
な
ど
が
あ
る
。
池
さ
ら
い
は
池
の
底
土
を

さ
ら
っ
て
堤
に
あ
げ
、
と
め
土
に
す
る
作
業
で
、
年
一
回
一
月
末
か
ら
二
の
正
月
に

か
け
て

行

う
。
カ
ワ
ハ
リ
は
農
業
用
水
路
や
村
の
中
の
下
水
な
ど
の
溝
さ
ら
い
で
、

や
は

り
年
一
回
五
月
四
日
前
後
に
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
田
植
え
前
に
川
に
水
を
通
す

た

め

に

行
わ
れ
る
と
い
わ
れ
、
川
か
ら
さ
ら
っ
た
泥
は
道
の
凸
凹
を
な
ら
す
の
に
使

っ

て

い

た
。
現
在
は
道
路
が
舗
装
に
な
っ
て
い
る
の
で
泥
は
投
棄
し
て
い
る
。
道
作

り
は
収
穫
前
の
道
路
補
修
で
、
年
一
回
、
九
月
二
三
日
（
日
待
の
時
）
に
行
わ
れ
る
。

現
在
は
農
道
の
補
修
が
中
心
で
あ
る
。
こ
の
道
作
り
に
先
立
っ
て
九
月
中
に
各
家
で

川

の

両
バ
ラ
や
池
の
堤
の
草
刈
り
を
す
る
。
荒
蒔
に
は
山
が
全
く
な
い
の
で
田
の
ノ
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ミ
チ
（
畔
道
）
の
草
や
池
の
堤
の
草
（
茅
）
は
か
つ
て
は
大
切
な
肥
料
、
燃
料
だ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
草
は
田
の
持
主
の
権
利
と
さ
れ
、
村
仕
事
と
し
て
道
路
の
草
刈
り

を

す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
な
お
墓
地
の
掃
除
は
現
在
婦
人
会
の
奉
仕

活
動
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

　
こ

う
し
た
共
同
作
業
に
は
村
の
全
戸
か
ら
各
戸
一
名
（
ふ
つ
う
は
男
）
が
参
加
す

る
の
が
原
則
で
あ
る
。
現
在
は
非
農
家
も
増
え
て
い
る
の
で
、
農
道
や
用
水
な
ど
農

家
だ
け
で
行

う
作
業
と
、
公
道
や
神
社
境
内
の
清
掃
、
下
水
の
掃
除
な
ど
非
農
家
も

出
て
自
治
会
と
し
て
行
う
作
業
の
二
本
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
出

席
者
に

日
当
を
支
払
う
こ
と
は
な
く
、
ジ
ュ
ー
ス
や
パ
ン
等
の
茶
菓
を
出
す
程
度
で

写真4フフタ

あ
る
。
欠
席
の
場
合
も
出
不

足
金
を

と
く
に
徴
収
す
る
こ

と
は
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
村
仕
事
と
は
別

に
、
荒
蒔
で
は
ブ
フ
ダ
（
歩

札
1
1
人
足
札
と
も
い
う
）
の

支
払
わ
れ

る
仕
事
が
あ
る
。

ブ

フ

ダ

は
村
だ
け

に

通
用
す

る
紙
幣
の
よ
う
な
も
の
で
、

四

合
札
、
二
合
札
、
一
合
札
、

一
升
札
な
ど
の
等
級
が
あ
る
。

普
段
は
区

長
が
保
管

し
て
お

り
、
村
の
仕
事
を
し
た
人
に

は

そ

の

程
度
に
応
じ
て
こ
の
ブ
フ
ダ
を
渡
し
て
お
く
。
そ
し
て
村
の
イ
リ
ョ
ヨ
セ
の

さ
い
に
現
在
の
米
価
換
算
で
清
算
す
る
。
ブ
フ
ダ
を
出
す
仕
事
に
は
区
長
の
使
い
番

（
隣
村
や

石
上
神
宮
へ
の
届
け
物
な
ど
）
、
ト
ン
ド
番
（
一
人
七
合
）
、
モ
グ
ラ
捕
り

（
一
匹
に

つ
き
四
合
）
、
石
上
神
宮
の
祭
り
の
人
足
（
チ
ョ
ウ
チ
ン
タ
テ
）
な
ど
が

あ
る
が
、
全
戸
が
で
る
村
仕
事
に
は
ブ
フ
ダ
は
渡
さ
な
い
。
ま
た
イ
ケ
モ
リ
に
は
イ

リ
ョ
ヨ
セ
の
時
に
直
接
現
金
で
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
荒
蒔
の

共
有
財
産

と
し
て
は
ノ
イ
ケ
（
東
池
、
北
池
）
、
会
所
（
現
在
の
公
民
館
）
、

宮

田
・
ケ
イ
チ
ン
田
（
現
在
は
な
い
）
、
神
社
の
境
内
・
建
物
、
薬
師
堂
な
ど
が
あ

る
。
共
有
山
の
な
い
荒
蒔
で
は
と
り
わ
け
池
が
重
要
な
共
有
財
産
と
な
っ
て
お
り
、

水
利
だ
け

で

な
く
池
の
周
囲
の
堤
防
も
採
草
地
や
開
墾
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。

池
の

ま
わ
り
の
茅
は
か
つ
て
は
燃
料
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
、
希
望
者
の
間
で
入

札
、
ま
た
は
く
じ
び
き
は
し
て
い
た
。
ま
た
堤
防
（
二
間
幅
）
を
開
墾
し
て
小
作
地

と
し
て
各
戸
に
貸
し
、
麦
・
さ
つ
ま
い
も
・
桃
・
柿
な
ど
を
作
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
小
作
料
を
イ
ケ
バ
タ
ネ
ン
グ
と
い
っ
て
各
戸
か
ら
村
に
納
め
て
い
た
。
い
ず
れ

も
現
在
は
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
池
の
漁
業
権
も
村
の
管
理
下
に
あ
り
、
現

在
東
池
は

養
魚
屋
に
売
っ
て
村
の
収
入
に
し
て
い
る
。
北
池
は
売
り
に
出
す
こ
と
も

あ
る
が
、
売
り
に
出
さ
ず
に
一
〇
月
す
ぎ
に
ニ
ゴ
シ
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ニ
ゴ
シ

と
は
池
の
水
を
切
っ
て
村
総
出
で
ジ
ャ
コ
捕
り
を
す
る
も
の
で
、
ヨ
ツ
デ
ア
ミ
・
ト

ァ

ミ
・
ゴ
ッ
カ
リ
ァ
ミ
な
ど
を
各
自
持
寄
っ
て
と
り
あ
い
を
す
る
。
宮
田
（
八
畝
と

二
畝
）
と
ケ
イ
チ
ン
田
（
一
五
坪
）
は
宮
座
の
座
衆
の
田
で
あ
っ
た
が
戦
後
の
農
地

解
放
で
な

く
な
っ
た
。
な
お
伊
勢
講
な
ど
に
は
田
は
な
い
。

　

こ
こ
で
村
の
会
計
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
各
戸
か
ら
村
費
（
協
議
費
）
と

255
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し
て
徴
収
す
る
額
は
以
前
は
平
等
割
（
均
等
割
）
と
資
産
割
の
二
種

類
が

あ
っ
た
。
資
産
割
は
各
家
の
資
産
に
応
じ
て
徴
収
す
る
も
の
で
、

当
時
は
戸
数
割
（
ど
の
家
は
「
何
戸
も
た
せ
る
」
と
い
う
）
で
等
級

づ
け

し
て
い
た
。
し
か
し
等
級
づ
け
が
難
し
く
な
っ
た
の
で
数
年
前

に
廃
止

さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
ほ
か
に
戦
前
ま
で
は
ク
ル
ミ
マ
イ
と
称

し
て
各
戸
か
ら
米
も
集
め
て
い
た
と
い
う
。
現
在
は
自
治
会
費
（
各

戸

二
五
〇
〇

円
）
、
宅
地
坪
数
割
（
坪
当
り
五
〇
円
）
、
実
行
組
合
費

（
平
等
割
、
反
別
割
）
と
生
活
改
善
費
（
農
地
を
宅
地
化
し
た
場
合

の

負
担
金
）
を
徴
収
し
て
お
り
、
水
利
関
係
で
は
吉
野
川
分
水
の
分

担
金
が
集
め

ら
れ
て
い
る
。
一
方
支
出
の
内
訳
は
、
各
種
団
体
（
老

人

会
・
婦
人
会
・
子
供
会
）
へ
の
補
助
金
、
校
区
費
、
神
社
費
、
電

気
・
ガ
ス
・
水
道
代
、
公
民
館
維
持
費
、
役
員
報
酬
な
ど
で
、
実
行

組
合
関
係
で
は
農
道
整
備
費
、
精
米
所
管
理
費
、
イ
ケ
モ
リ
・
水
番

や
役
員
の
報
酬
と
な
っ
て
い
る
。

岡

寺

堂

と
講

　
荒
蒔
の

在
来
戸
の
宗

旨
は
融
通
念
仏
宗
（
大
念
仏
）
と
浄
土
真
宗
（
西
本
願
寺
興

正
寺
派
）
で
あ
る
。
融
通
念
仏
の
家
は
二
五
戸
ほ
ど
で
、
全
戸
村
内
に
あ
る
誠
福
寺

（
無
住
）
の
檀
家
で
あ
る
。
誠
福
寺
は
現
在
無
住
と
な
っ
て
い
る
た
め
南
菅
田
の
普

賢
寺
住
職
が
法
要
そ
の

他
を

執

り
行
っ
て
い
る
。
一
方
浄
土
真
宗
の
家
は
一
〇
余
戸

で
そ

の

大
部
分
は

田
井
ノ
庄
に
あ
る
光
蓮
寺
の
檀
家
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
田
村
の

興
照
寺
の

檀
家

も
二
、
三
戸
あ
る
。
会
所
脇
に
あ
る
会
所
寺
は
浄
土
真
宗
の
説
教
所

写真5　会所寺

写真6墓地

で
、
行
事
は
主
と
し
て
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
。
本
家
分
家
は
す
べ
て
宗
派
を
共
通

に

し
て
い
る
。
大
念
仏
の
行
事
と
し
て
は
、
三
月
一
五
日
の
ネ
ハ
ン
サ
ン
、
三
月
十

七

日
の
彼
岸
講
、
五
月
八
日
の
ア
マ
チ
ャ
、
八
月
三
日
の
バ
カ
マ
イ
リ
（
セ
ガ
キ
）
、

八
月
一
三
・
一
四
・
　
五
日
の
盆
、
九
月
一
七
日
の
彼
岸
講
、
一
一
月
の
ニ
ョ
ラ
イ

サ

ン
、
一
二
月
一
四
日
の
オ
ジ
ュ
ウ
ヤ
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
毎
月
の
先
祖
の
命

日
（
現
在
は
一
五
日
）
に
は
住
職
の
エ
コ
ウ
マ
イ
リ
が
あ
る
。
檀
家
の
役
職
は
総
代
二

名
と
年
番
二
名
で
、
年
番
は
一
年
交
替
で
順
番
に
務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
現

在
寺
が

無
住
に

な
っ
て
い
る
た
め
、
年
番
の
役
割
は
特
に
多
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

浄
土
真
宗
の

行
事

と
し
て
は
、
三
月
一
七
日
の
彼
岸
、
八
月
一
〇
日
の
バ
カ
マ
イ
リ
、
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八
月
一
二
日
の
修
道
、
九
月
一
七
日
の
彼
岸
、
　
一
二
月
一
三
・
一
四
日
の
報
恩
講
、

二
月
一
〇
日
の
サ
ン
ニ
ョ
ウ
な
ど
が
あ
る
。

　
誠
福
寺
の
境
内
に
は
寺
バ
カ
と
呼
ば
れ
る
墓
が
あ
る
。
こ
こ
は
石
塔
が
立
つ
の
み

の

墓
と
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
こ
こ
に
も
埋
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
荒
蒔
の
共
同
墓
地
は
ホ
ン
ム
ラ
の
北
川
の
高
等
学
校
の
近
く
の

バ
ッ

タ
ギ
リ
と
よ
ぼ
れ
る
場
所
に
あ
り
、
こ
こ
に
死
体
が
埋
葬
さ
れ
て
き
た
。
共
同

墓
地
は
大
正
末
期
に
こ

れ
を

分
割

し
て
、
ホ
ン
ム
ラ
の
住
民
に
分
け
た
。
平
均
し
て

一
坪
か

ら
一
坪
半
の
面
積
で
あ
っ
た
。
個
人
に
分
割
し
て
か
ら
こ
こ
に
も
石
塔
が
建

て

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
つ
て
は
荒
蒔
で
は
土
葬
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
ほ
と

写真7　墓地の一区画

ん

ど
火
葬
に
な
っ
た
。
現
在
は
墓
参
り
は
こ
の
共
同
墓
地
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。　

ま
た
札
場
の
所
に
あ
る
薬
師
堂
で
は
二
月
二
一
日
と
四
月
二
一
日
に
オ
ダ
イ
シ
サ

マ

の

お

ま
つ
り
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
日
は
希
望
者
が
キ
リ
コ
（
か
き
餅
）
を
供
え
、

そ

の

お
下
が

り
を
子
供
達
に
配
る
。
堂
の
守
り
は
近
所
の
家
が
引
受
け
て
い
る
。
こ

の

行
事
は
今
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　
荒
蒔
で
は
現
在
、
伊
勢
講
（
一
組
）
と
庚
申
講
（
一
組
）
が
行
わ
れ
て
お
り
、
さ

ら
に
ア
タ
ゴ
サ
ン
、
サ
ン
ジ
ョ
ウ
サ
ン
（
大
峰
さ
ん
）
な
ど
も
信
仰
さ
れ
て
い
る
。

現
在
伊
勢
講
は

西
ガ

イ
ト
だ
け
で
行
わ
れ
て
お
り
、
東
ガ
イ
ト
に
は
か
つ
て
は
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
が
、
い
ま
は
な
い
。

写真8　薬師堂

写真9　オダイシサマのマツリ

西
の

伊
勢
講
は
一
一

戸
で

構

成
さ
れ
、

正
・
五
・
九
の
一
五

日
に
講
員
が
順
番
に

オ

ヤ

（宿
）
に
な
っ

て

講
を
開
い
て
お
り
、

掛
軸
と
サ
ン
ヨ
ウ
チ

ョ

ゥ
を
順
番
に
回
し

て

い

る
。
庚
申
講
は

現
在
東
ガ
イ
ト
の
一

二
戸
で
行
っ
て
お
り
、

　

　

　

　

　

　

　

　
　
5
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

西
ガ

イ
ト
に
も
か
つ
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て

は
あ
っ
た
が
、
東
ガ
イ
ト
よ
り
後
に
で
き
た
の
で
、
間
も
な
く
廃
止
に
な
っ
た
と

い

う
。
現
在
東
ガ
イ
ト
で
行
わ
れ
て
い
る
庚
申
講
は
、
明
治
三
〇
年
頃
か
ら
続
い
て

い

る
庚
申
講
だ
と
い
う
。
伊
勢
講
や
庚
申
講
の
組
織
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

東
西
の

垣
内
ご
と
に
講
が
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
当
番
制
に
よ
っ
て
講
が
行
わ

れ
て

い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
の
講
と
し
て
、
ア
タ
ゴ
サ
ソ
は
火
を
と
も
す
ト

ウ
ロ
ウ
を
一
日
交
替
で
ほ
ぼ
全
戸
に
回
し
て
い
る
。
こ
れ
が
回
っ
て
く
る
と
夕
方
勝

手
神
社
境
内
の
ア
タ
ゴ
サ
ン
に
お
参
り
し
て
灯
籠
に
火
を
と
も
し
て
拝
み
、
翌
朝
次

の

家
に
回

す
。
サ
ン
ジ
ョ
ウ
サ
ン
マ
イ
リ
は
「
男
に
生
れ
た
ら
一
度
は
行
く
も
の
」

と
い
わ
れ
、
先
達
に
連
れ
ら
れ
て
何
人
か
の
仲
間
で
お
参
り
す
る
形
が
多
か
っ
た
。

た
だ

し
荒
蒔
に
は
講
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
戦
前
ま
で
は
五
重
（
伝
法
）
を
し
た
オ

バ
ァ

サ
ン

た
ち

が
念
仏
講

（
尼
講
）
を
つ
く
っ
て
毎
月
一
回
集
ま
っ
て
い
た
。
し
か

し
現
在
は
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
分
析
し
て
き
た
荒
蒔
の
村
落
組
織
の
構
造
を
要
約
す
れ
ば
、
以
下
の
諸

点
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
は
荒
蒔
の
内
部
に
お
け
る
東
西
の
垣
内
の
区

分
が
、
村
落
組
織
の
構
成
に
お
い
て
基
本
的
な
区
分
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

か

つ
て

は
東
西
に
神
社
が

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
伊
勢
講
や
庚
申
講

も
東
西
で
別
々
に
組
織
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
戦
時
中
か
ら
組
織
さ
れ
た
班
や
最
近
つ

く
ら
れ
た
葬
式
班
も
、
基
本
的
に
は
東
西
の
区
分
を
前
提
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
実
か
ら
荒
蒔
は
き
わ
め
て
双
分
制
的
特
質
を
も
っ
た
村
落
と
規
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
第
二
は
、
荒
蒔
の
家
々
の
構
成
を
み
る
と
、
村
落
規
模
が
近
世
か

ら
ほ
ぼ
四
〇
戸
前
後
と
安
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
構
成
す
る
家
々
の
変
動

は
か
な

り
激
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
荒
蒔
は
か
な
り
の
流
動
性
を
特

徴

と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
一
五
、
六
年
前
か
ら
の
住
宅
団
地
の
建
設
や

最
近
に
お
け

る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
に
よ
っ
て
、
新
住
民
は
今
後
ま
す
ま
す
増
加
す

る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
荒
蒔
は
新
住
民
に
対
し
て
、
こ
れ
を
受
容
す
る
方
向
で

対
応

し
て
き
た
が
、
最
近
の
マ
ン
シ
ョ
ン
住
民
と
は
別
の
自
治
会
を
構
成
す
る
な
ど
、

従
来

と
は
異
な
っ
た
対
応
が
と
ら
れ
始
め
て
い
る
。
新
し
い
事
態
に
対
し
て
、
今
後

ど
の
よ
う
な
対
応
が
取
ら
れ
る
か
が
、
荒
蒔
の
流
動
的
性
格
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ

る
。
第
三
は
、
荒
蒔
は
か
つ
て
は
き
わ
め
て
階
層
差
の
激
し
い
社
会
で
あ
っ
た
が
、

昭
和
初

期
か
ら
の
上
層
の
地
主
家
の
退
転
に
よ
っ
て
、
階
層
差
が
縮
小
し
て
き
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
変
化
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
る
の
が
昭
和
初
期
に
お
け
る
宮
座
組

織
の
再
編
成
で
あ
り
、
荒
蒔
の
宮
座
の
構
成
戸
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ

て

現
在
の
荒
蒔
は
、
伝
統
的
な
講
の
当
屋
制
と
と
も
に
区
費
の
徴
収
方
式
や
各

種
の
当
番
制
な
ど
、
階
層
差
の
縮
小
に
と
も
な
う
変
化
に
よ
っ
て
、
対
等
性
を
よ
り

強
調
す
る
社
会
構
造
を
特
徴
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

三
　
直
系
型
家
族
の
構
造

　

こ
こ
で
は
荒
蒔
の
家
族
構
成
と
婚
姻
形
態
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
資
料
か
ら
分
析

を

進
め
て

お

き
た
い
。
宮
座
は
株
座
に
せ
よ
村
座
に
せ
よ
、
対
内
的
な
対
等
性
と
対

外
的

な
排
他
性
を
特
質
と
す
る
神
社
祭
祀
組
織
で
あ
り
、
対
内
的
対
等
性
を
実
現
す

る
具
体
的
な
制
度
が
交
替
で
当
屋
を
つ
と
め
る
当
屋
制
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

対
等
性
は

家
々
が
長
期
的
に
安
定
し
て
存
続
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に

は
世
代
を
越
え
て
存
続
す
る
家
族
構
造
を
形
成
す
る
こ
と
が
宮
座
に
と
っ
て
必
要
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表
2
　
荒
蒔
家
族
一
覧
（
明
治
一
〇
年
）

番
号ニー八七六五四三ニー〇九八七六五四三六五四三ニー○〇九

氏

名
一
家
屋

鯵
攣
繭

森
杉
　
楢
吉

山
本
　
多
七

中
村
椿
之
吉

井
上
久

四
郎

東
田
惣
五
郎

中
野
　
喜
平

吉

川
弥
平
治

南
　
竹
治
郎

山
田
　
宇
八

森
口
　
亀
吉

吉
川
　
新
七

中
野
梅
三
郎

中
尾
徳
治
郎

中
田
弥
八
郎

西
谷
新
三
郎

西
谷
　
友
蔵

森
杉
伊
之
吉

寺
内
又
三
郎

寺
内
　
又
七

中
村
　
楢
蔵

本
田
　
平
八

中
西
惣
三
郎

西
本

由
太
郎

西

田
新
十
郎

山

本
　
精
作

●●●

丁在

翫

●●●●

1五1四五

●●●●●●
二
一

三
一
三

一
一

●●

五四

●●●●●●

1八七llO
八五四五六一四二三六五四六六三六五四四六五六五四四四六

男
五二二二二三一ニー一三二二四二ニー二　　　　　　　　　　　三　　　　　　　　　　二　　　　　　　　三　　　　　　　二　　　　　　二　　　　三　　　三　一二

女

　
　
　
　

類
型
一
数

直直

二二三三〇ニー二三三二二四一五三
直夫夫直単直直直夫直夫直直夫夫直

二五二三三ニー二三
夫直直夫夫夫夫夫直

三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　　　　　　　　　　　　　　　　　三　　　　　　　　　　　　　　　三　　　　　　　　　　　　　　二　　　　　　　　　　　　　二　　　　　　　　　　　二　　　　　　　　　　二　　　　　　　　二　　　　　　　三　　　　　一　　　　三　　　二　二二　　　　　　　　　　　三　　　　　　　　　　二　　　　　　　　二　　　　　　　二　　　　　　二　　　　二　　　三　三二

㌶ニーニー一一〇一〇〇一一一一一一一一一一一一一一一一 〇

家

族

構

成

甜
帯
亙
男
姜
嘉
の
示

弟
　
妹
　
父

母

丁
下
豊
介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　一　　　　一　　　一　一一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　一　一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　一　　　　一　　　　　一一 　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　一　　　　一　　　一　一一一

三一　　　　　　　一　　　　　一　　　　三　　　一　一一一　　　二　一一　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　二　　　　一　　　一　二一一

一四一　一二二一　　　一　二一一 二一二二一 二

一

一一 一一

→一 一

一一　　　　一　　　一　一一一一一

一

主世
年帯

　
　

婚
　
　
　
姻

年
齢
差

居
住

通

婚
圏

四ニー三四三四三一　二三三四一三二三四四三二三三三三
四九九七〇一二九五　四四九〇八七二八三八〇五一九七五　八八

　　　　一　 一 △1　△　　 一
一一 二九〇五一ニ　ー二四四六　三

　　　△
　△1　－△△△　　一
二＿一ニーニー二二七六

XVXXVVVV　　UVVVV　　X UVVVUVVVVVV
添
上
郡

上
之
庄
村

平
群
郡

河
内
国

上
仁
奥
村

山

城
国

上
之
庄
村

式
下
郡

荒
蒔

十
市
郡

山

城
国

高
市
郡

高
市
郡

式
下
郡

山

城
国

丹
波
市
村

式
下
郡

六
条
村

中
村

上
之
庄
村

荒
蒔

河
内
国

豊
井
村

神
社

勝勝
手手

勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝
手手手手手手手手手手手手手手手手

勝勝勝勝勝勝勝勝勝
手手手手手手手手手

寺鷺城
福
寺

城
福
寺

城
福
寺

城
福
寺

城
福
寺

城
福
寺

城
福
寺

城
福
寺

法
林
寺

城
福
寺

興
照
寺

城
福
寺

城
福
寺

光
蓮
寺

城
福
寺

城
福
寺

城
福
寺

興
照
寺

興
照
寺

城
福
寺

城
福
寺

城
福
寺

興
照
寺

法
林
寺

城
福
寺
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　四三三　三三三三三三三三二二二1番
註一九八　七六五四三ニー〇九八七1　　　　　　　　　　　　　　　　号

氏

名

谷
口
　
長
平

荒
井
　
彦
六

荒
井
伝
治
郎

南
　
藤
三
郎

西
本
源
太
郎

安
田
平
四
郎

南
　
　
寅
市

巽
　
　
武
平

東
城
亀
太
郎

駒
井
弥
十
郎

安
田
幸
三
郎

植
田

幸
八
郎

吉
川
甚
次
郎

岡
田
忠
八
郎

●●●●●彊●●●●●

一 　　四二　二三　1現
　llO三1八〇川＿在

二
五

二
九

貢人
員六五六六二四五四 一　　山

／、　／、六五〇
男
　
女

，
1
寸

四三七　一一二ニー三二三二三二

家
族　

世
代

類
型
一
数

五四四四一一三一四三一
直直直　直直直直直夫直直直夫夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　　　　　　　　　　　　　　　　三　　　　　　　　　　　　　　　三　　　　　　　　　　　　　三　　　　　　　　　　　　二　　　　　　　　　　　二　　　　　　　　　三　　　　　　　　三　　　　　　三　　　　　三　　　三　三三
組夫
数婦ニー一〇一一… 礫1
〒仔，

家

族

構

成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　一　　一　一一

妻

璽
女
子
殼
亙
弟
旦
父
」
喜
父

　　　　　　　一　　　　　一▲　　　　一　　　一　一一　　　　　　　　　『　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　一　　一　一一

　一二　　　一　一二○○〇四二二

二二一一一一二〇

一一

「二一一一

一　　　一　一一

一一　　　　　一　　　　一　　　一　一一一

一
伯
母

厄
介

世
帯

主
年六七七

二三二三二三三三三五四
九五四四二七一二四八三

婚

姻

…年
齢
青
住
三
婚
圏

七一三六三七

VUUVVV
九〇〇三一二四八

VVVVVVVV
荒
蒔

添
上
郡

添
下
郡

六
条
村

荒
蒔

六
条
村

添
上
郡

宇
智
郡

平
群
郡

小
路
村

平
群
郡

式
下
郡

小
路
村

　
？
・

神
社

勝勝勝　勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝
手手手　手手手手手手手手手手手

　
寺

興
照
寺

興
照
寺

興
照
寺

城
福
寺

城
福
寺

興
照
寺

城
福
寺

城
福
寺

城
福
寺

城
福
寺

興
照
寺

光
蓮
寺

興
照
寺

城
福
寺

　
　
　
…
「
家
屋
」
の
●
印
は

　
　
　
社
。

と
な
る
。
こ
の
点
か
ら
み
れ
ぽ
、
長
男
相
続
を
は
じ
め
と
し
て
父
子
関
係
を
基
本
と

す

る
直
系
型
家
族
が
、
宮
座
の
基
礎
を
な
す
家
族
と
し
て
最
も
適
合
的
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
滋
賀
県
の
い
く
つ
か
の
宮
座
を
も
つ
村
落
の
家
族
に
つ
い
て

分
析

し
、
そ
の
直
系
家
族
的
な
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
（
上
野
和
男
　
一
九
八

七
）
が
、
こ
こ
で
は
荒
蒔
の
家
族
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
分
析
し
た
い
と

思

う
。
荒
蒔
に
は
家
族
の
構
造
を
分
析
し
う
る
資
料
と
し
て
、
区
有
文
書
の
な
か
に

『
明
治
一
つ
年
荒
蒔
村
戸
籍
』
『
明
治
一
〇
年
建
家
台
帳
』
『
昭
和
二
五
年
戸
籍
簿
』
な

ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
と
く
に
『
明
治
一
〇
年
荒
蒔
村
戸
籍
』
は
、
当
時
の
荒
蒔
の
家

『
建
家
台

帳
』
（
明
治
一
つ
年
）
記
載
の
家
屋
。
〈
現
在
〉
は
現
在
、
荒
蒔
に
居
住
す
る
家
。
居
庄
形
態
の
V
は
夫
方
居
住
、
U
は
妻
方
居
庄
、
X
は
両
方
と
も
養
子
。
神
社
の
「
勝
手
」
は
勝
手
神

族
構

成
・
婚
姻
・
職
業
・
神
社
・
旦
那
寺
な
ど
を
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
、
荒
蒔
の
伝
統
的
な
家

族

と
婚
姻
の
構
造
を
分
析
し
て
み
ょ
う
。
明
治
一
〇
年
当
時
の
荒
蒔
は
、
表
2
に
示

す

よ
う
に
戸
数
四
一
戸
、
人
口
二
〇
一
人
で
あ
っ
た
。
各
家
に
は
「
第
○
番
屋
敷
」
の

よ
う
に
、
第
一
番
屋
敷
か
ら
第
四
一
番
屋
敷
ま
で
、
四
一
の
屋
敷
番
号
が
記
載
さ
れ
て

い

る
（
二
〇
番
屋
敷
は
二
軒
。
四
〇
番
屋
敷
は
欠
）
。
こ
の
四
一
戸
の
う
ち
、
現
在
ま

で
荒
蒔
に
存
続
し
て
い
る
家
族
は
、
確
認
さ
れ
た
限
り
で
は
約
半
数
の
一
九
戸
（
四

六
・
三
％
）
で
あ
る
。
残
り
の
二
二
戸
は
こ
の
一
〇
〇
年
の
間
に
絶
家
も
し
く
は
転
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表

3
　
明
治
初
期
の
荒
蒔
の
家
屋
状
況

番
　
戸
　
番
　
　
地

一 〇九八七六五四一〇九八七六六五四三ニー〇八七六五四三ニー
　　　　　　　　　　　　　内

一一一 五一一一一一一一一一一一七一一　一一　一　一一二
五五五三六六六六五五二六五五五八五五七六五七七七七七七七七
四四三＿六五三三九六一〇七八八ニー二七三九六〇五一二五三二

地
　
　
主
　
　
持
　
　
主

井
上
権

三
郎

井
上
権
三
郎

東
本
　
倉
造

山
本
　
多
七

井
上
久
四
郎

東

田
　
石
松

中
野
　
喜
平

吉

川
　
新
七

巽
　
　
サ
ヨ

東
城
亀
太
郎

吉
川
　
新
七

片
岡
　
安
平

中
尾
徳
治
郎

中
尾
徳
治
郎

東
城
亀
太
郎

東
城
亀
太
郎

森
杉
伊
之
吉

中
尾
徳
治
郎

荒
井
　
楢
吉

寺
内
亀
太
郎

中
尾
徳
二
郎

西
本

由
太
郎

西

田
新
十
郎

山
本
　
楢
吉

谷
口
　
長
平

荒
井
藤
治
郎

荒
井
藤
治
郎

西
本
源
太
郎

西
本
源
太
郎

井
上
久
治
郎

井
上
権
三
郎

東
本
　
倉
造

山
本
　
多
七

井
上
久
四
郎

東
田
　
石
松

中
野
　
喜
平

吉
村
弥
平
治

巽
　
　
サ
ヨ

森
口
亀
太
郎

吉
川
　
新
七

中
野
梅
三
郎

中
尾
徳
治
郎

中
尾
　
　
晴

西
谷
　
友
蔵

西
谷
新
二
郎

森
杉
伊
之
吉

中
村
　
楢
蔵

中
西
惣
三
郎

寺
内
亀
太
郎

本
田
　
平
八

西
本
由
太
郎

西

田
新
十
郎

山
本
　
楢
吉

谷
口
　
長
平

荒
井
　
捨
吉

荒
井
藤
治
郎

南
　
　
サ
ワ

西
本
源
太
郎

本
　
家
　
面
　
積
　
　
屋
　
根

九九八四〇一四五一七七八八
・ 　・　・　・ ・ ・ ・ ・ ・ …　　　．坪

二八五一八五六三八〇　三八
　　　λλλ云圭云葛

一一 ＿一一 三四ニー三　一一　一
九七九二八〇一八六五八三〇八二

五五七八　　四九　一四七八二四

　五〇八　　　八　〇　五　五

藁藁藁瓦藁瓦藁藁藁藁瓦瓦瓦藁藁藁瓦瓦瓦藁藁藁藁藁瓦藁瓦瓦

八七六五四三二

　
一
四
六

　
一
四
七

　
一
四
八

　
一
四
九

　
一
五
〇

　
一
五
〇

一
⊥ハ
山ハ一

二

岡
田
　
忠
八

植

田
幸
八
郎

植

田
幸
八
郎

安
田
幸
三
郎

吉
川
　
新
七

東
城
亀
太
郎

東
城
亀
太
郎

岡
田
　
忠
八

安

田
　
直
吉

植

田
幸
八
郎

安

田
幸
三
郎

北
嶋

儀
八

東
城
亀
太
郎

東
城
亀
太
郎

六六五一四一三

九二二　九五三

〇　　　 四　二

藁藁瓦藁藁藁藁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
資
料
‥
「
建
家
台
帳
」
〔
明
治
一
〇
年
？
〕
）

出
に
よ
っ
て
姿
を
消
し
た
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
表
1
で
示
し
た
よ
う
に
現
在
の
荒

蒔
の

四

五
戸
の

う
ち
、
『
明
治
一
〇
年
戸
籍
』
に
記
載
の
家
族
は
一
九
戸
（
四
二
．
二

％
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
約
半
数
近
く
の
家
が
こ
の
間
に
交
替
し
て
い
る
こ

と
に
な
り
、
戸
数
の
う
え
で
は
安
定
的
に
思
え
る
荒
蒔
も
、
か
な
り
の
流
動
性
を
も

っ

て

い

る
と
い
え
よ
う
。
荒
蒔
の
四
一
戸
の
平
均
の
家
族
人
員
は
四
・
九
〇
人
で
あ

る
。
こ
れ
は
日
本
の
家
族
の
平
均
家
族
人
員
（
た
と
え
ば
一
九
二
〇
年
の
第
一
回
国

勢
調
査
に

よ
る
普
通
世
帯
の
平
均
人
員
四
・
八
九
人
）
に
ほ
ぼ
等
し
い
規
模
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
員
数
別
の
家
族
数
を
み
る
と
、
荒
蒔
で
は
単
身
世
帯
は
一
戸
で
、
一
〇
人
家

族
が
最

も
お
お
き
い
家
族
で
あ
っ
た
が
、
大
部
分
の
家
族
は
四
人
か
ら
六
人
の
間
に

集
中
し
て
い
る
（
表
4
）
。
さ
ら
に
家
族
の
規
模
を
同
居
家
族
の
世
代
数
で
み
る
と
、

全
体
的

に
は
二
世
代
家
族
が

五
一
・
二
％
、
三
世
代
家
族
が
四
六
・
三
％
で
、
こ
の

両
者
が

約
半
数
ず

つ
を

占
め
て
い
る
。
三
世
代
家
族
が
約
半
数
を
し
め
て
い
る
こ
と

は
、
荒
蒔
の
家
族
の
基
本
形
態
が
直
系
家
族
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
（
表
5
）
。
そ
こ
で
家
族
類
型
別
に
荒
蒔
の
家
族
を
み
る
と
（
表
6
）
、
や
は
り

直
系
家
族
が
六
〇
・
九
％
に
及
ん
で
お
り
、
こ
の
家
族
類
型
が
荒
蒔
の
家
族
の
基
本

類
型
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
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1
2
1
1
9

0

1
　
　
2
　
　
3
　
　
4

41計

数

数族家型類

1
1
5
2
5

身

婦

系

単

夫

直

計

に

荒
蒔
の
家
族
の
内
部
構
成
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
表
7
は
家
族

成
を

千
分
率
に
よ
っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
表
8
は
続
柄

れ
を

示

し
た
も
の
で
あ
る
。
比
較
と
し
て
掲
げ
た
数
値
は
、
一
九

査
の
結
果
に
も
と
つ
い
て
戸
田
貞
三
（
一
九
三
七
）
が
示
し
た
全

あ
る
。
全
体
的
に
み
れ
ぽ
荒
蒔
の
家
族
は
戸
主
夫
婦
と
そ
の
子
供

核
家
族
的
構
成
者
の
比
率
は
七
八
・
一
％
で
、
家
族
構
成
は
全
国

ぽ
、
や
や
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
よ
り
詳
細

荒
蒔
の
家
族
の
続
柄
構
成
の
特
徴
は
つ
ぎ
の
三
点
に
要
約
で
き
る

比
率
が

極
め
て

高
い
（
父
母
と
も
全
国
平
均
の
約
二
・
四
倍
）
が

孫
は
皆
無

で

あ
り
、
直
系
家
族
を
基
本
に
し
な
が
ら
も
家
族
の
縦

偶父れ較つ数国し柄　　表5世代別家族数
者母ぽすま値勢て別つ　　　 1

・の’れりで調こ構ぎ1員数…家族数1％
2．5

51．2

46．3

0．0

100．0

表6　家族類型別家族

％

2．5

36．6

60．9

4111…！

表4　員数別家族数

1員数・家族数　　％

　｜
1　　1
212
3…3

‘41　10‘

5　　9
6　 14

171　0
18　1

9　　0
10i1

2．4

4．9

7．3

24．4

22．0

34．2

0．0

2、4

0．0

2．4

、∋41i・…

量享募援勇9畢；莫合1続
表7続柄構成

　
戸

配

　
1
　
　
2

の

続
分
類

年
の

均
の

合
、と

比
討
す

一
は

の

配
代
的

柄　実数1千分率全国

ナ

子

孫

孫
曽
父
母
兄
姉
兄
甥
祖
伯

4
｜
5
6
7
8
9
㎞
U
辺
B
㎏
脂
賄
叩

な
広
が
り
が
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

く
な
い
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
第
二
は
兄

の

比
率
が
か
な
り
高
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
家
族
の
横
の
広
が
り

の

配
偶
者
の
血
族
が
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
こ

族
に
は
家
族
員
で
は
な
い
が
厄
介
が
二
人
含
ま

同
一
家
族
内
に
お
け
る
複
数
夫
婦
の
同
居
を
み

（
一
二

・

二
％
）
、
一
組
が
三
三
戸
（
八
〇
・
τ

と
な
っ
て
お
り
、
二
組
以
上
の
夫
婦
の
同
居
は

居
は
す
べ
て
親
と
子
供
夫
婦
の
同
居
で
あ
る
。

　　主
　配偶者
3　配偶者の血族

4子
　の配偶老

　の配偶老

弟姉妹の配偶者

甥　姪
　父母

叔父母
伯叔父母の配偶者

　
　
　
　
　
　
　
　
L

あ
る
。
こ
れ
は
四
世
代
家
族
が
全

姉
妹
・
伯
叔
父
母
な
ど
傍
系
親
族

が

ら
甥
姪
が
全
く
い
な
い
こ
と
か

限
定
的

で

あ
る
。
第
三
は
、
家
族

で
あ
る
。
な
お
荒
蒔
の
当
時
の
家

て

い

た
。
続
柄
構
成
に
関
連
し
て
、

と
、
夫
婦
を
欠
く
家
族
が
五
戸

〃
）、

二
組
が

三
戸
（
七
・
三
％
）

わ
め
て

少

な
い
。
複
数
夫
婦
の
同

19　甥姪の配偶者

20姪　孫
21従祖祖父母
22　兄弟姉妹の配偶者の血族

23その他

1
6
0
0
0
0
0
0
7
9
4
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2

∠
1
3
　
8
　
　
　
　
　
　

1
　
1

1000．0

878．0

0．0

1951．2

0．0

0．0

0．0

0．0

170．7

463．4

97．5

243．9

0．0

α0

0．0

48．8

0．0

0．0

0．0

0．0

0．0

0．0

48’8

1000．0

799．0

1α7

1892、0

122．3

240．0

2．7

3．1

69．9

194．5

59．5

52．8

6．7

27．1

14．8

5．9

0．3

2．2

0．4

0．5

0．1

0．1

十一三
ロ

12・149・2．4

（全国平均および都市平均の数値は1920年，戸田貞三1937に

よる）
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以
上
の
家
族
構
成
の
分
析
か
ら
、
荒
蒔
の
家
族
は
四
～
六
人
で
構
成
す
る
二
世
代

な
い
し
三
世
代
の
、
比
較
的
規
模
が
限
定
さ
れ
た
直
系
家
族
が
そ
の
基
本
的
形
態
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

つ
ぎ
に
荒
蒔
の
婚
姻
形
態
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
よ
う
。
明
治
一
〇
年
当
時
、
夫

妻

と
も
健
全
な
三
九
組
の
夫
婦
に
つ
い
て
、
ま
ず
そ
の
婚
姻
の
地
域
的
範
囲
を
み
て

み

る
と
、
荒
蒔
の
村
内
ど
う
し
で
結
婚
し
た
夫
婦
は
四
例
（
一
〇
・
三
％
）
で
、
村

内
婚
の
比
率
は
き
わ
め
て
低
く
、
荒
蒔
で
は
村
内
婚
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
と
い

え
よ
う
（
表
9
）
。
こ
れ
に
対
し
て
山
辺
郡
内
の
通
婚
や
、
大
和
国
内
の
通
婚
は
そ
れ

ぞ
れ
三
〇
・
八
％
、
三
八
・
五
％
と
き
わ
め
て
高
い
比
率
を
示
し
て
い
る
。
山
辺
郡

内
の
通
婚
で
は
と
く
に
近
隣
の
上
之
庄
村
、
六
条
村
、
小
路
村
な
ど
と
の
通
婚
が
め

荒蒔の神社祭祀と社会構造

表8　続柄構成（大分類）

続 柄 戸数　％i全国
1

2

3

4

5

戸主夫婦とその子供

①以外の直系親とその配偶者

傍系親族とその配偶者

配偶者の血族

そ　の　他

157

26

16

　0

　2

　　1
78．1…

12．9

8．0，

0．0

1．0

81，9

14，4

3，5

合 計 201　100．0　100，0

（全国平均の数値は1920年，戸田貞三1937による）

％

表9　通婚圏

分1実数区

103

30、8

38．5

12、8

7、7

4
1
2
1
5
5
3

391
100、0

荒蒔内
山辺郡内

大和国内

大和国外

（不　明）

合　　計

表10　婚姻居住形態

　　　　　区　　分　1実数　％

30

5
1

　4

76．9

12．8

10．3

391100．0

夫方居住婚

妻方居住婚

両養子
合　　計

だ

つ
。

こ
れ
に
対
し
て
荒
蒔
に
隣
接
す
る
平
等
坊
、
岩
室
、
稲
葉
な
ど
と
の
通
婚
は

皆
無
で

あ
る
。
つ
ま
り
隣
接
の
村
落
で
は
な
く
、
や
や
離
れ
た
村
落
と
の
通
婚
が
荒

蒔
で

は

多
い
と
い
え
よ
う
。
総
じ
て
荒
蒔
の
通
婚
圏
は
、
奈
良
盆
地
の
範
囲
内
に
限

定

さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
婚
姻
居
住
形
態
に
つ
い
て
み
る
と
、

夫
方
居
住
婚
が

七

六
・
九
％
で
最
も
多
く
、
妻
方
居
住
婚
、
す
な
わ
ち
聾
養
子
は
一

二
・

八
％
、
夫
妻
と
も
養
子
ど
う
し
の
結
婚
が
一
〇
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
（
表
1
0
）
。

こ
の
こ
と
か
ら
荒
蒔
の
婚
姻
居
住
形
態
は
基
本
的
に
夫
方
居
住
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
葺
養
子
や
両
養
子
も
か
な
り
多
い
。
と
く
に
両
養
子
は
子
供
が
で
き

な
い
場
合
に
親
族
の
女
性
を
養
子
と
し
て
迎
え
、
こ
の
女
性
に
さ
ら
に
聾
を
迎
え
る

形
で
あ
り
、
こ
れ
が
荒
蒔
で
は
家
の
世
代
的
連
続
に
あ
た
っ
て
か
な
り
認
め
ら
れ
る
。

％数

表11夫婦年齢差

分　　年齢差i実区

0．0

5．1

7．7

20．5

43．6

3．9

15．4

2．6

0．4

0
　
　
∩
∠
　
3
　
　
8

17

2
6
1
3

21歳以上
16－20歳
11－15歳

6－10歳
1－　5歳

　1

　6

11

5歳

10歳

15歳

夫年上

同　年
妻年上

100．039計A口

こ
う
し
た
場
合
、
智
養
子
の
姓
が
そ
の
後
の
姓

と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
多
い
。
し
た
が
っ
て

荒
蒔
で

は
本

家
分
家
で
も
姓
が
異
な
る
例
が
あ

る
。
さ
ら
に
夫
婦
の
年
齢
差
に
つ
い
て
み
る
と
、

夫

よ
り
も
妻
の
方
が
年
齢
が
高
い
姉
女
房
婚
の

比
率

は
、
三
〇
・
八
％
と
か
な
り
高
い
数
値
を

示

し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
（
表
1
1
）
、

こ
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
以
上
に
見
た

よ
う
に
荒
蒔
の
婚
姻
は
、
婚
姻
形
態
と
し
て
は

嫁
入
婚
を

基
本
と
し
な
が
ら
も
、
農
家
と
し
て

の

世
代
的
連
続
性
の

必
要
か

ら
、
男
子
が
出
生
　
6
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

し
な
い
場
合
に
智
養
子
や
両
養
子
が
か
な
り
取
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．
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、

　

　

父
の
一
字
を
と
っ
て
命
名
　
＼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

死
亡
（
位
牌
を
祀
っ
て
い
る
）
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図2　荒蒔の家族の事例1

入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
64

　

『
明
治
十
年
荒
蒔
村
戸
籍
』
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
　
2

荒
蒔
の
家
族
と
婚
姻
の
構
造
を
分
析
し
て
き
た
が
、

結
論
的
に
い
え
ぽ
、
荒
蒔
の
家
族
は
嫁
入
婚
を
基
本

と
す
る
直
系
型
家
族
の
特
徴
を
典
型
的
に
も
つ
家
族

で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
直
系
型
家
族

は
安
定
的

な
世
代
的
連
続
を
確
保
し
う
る
構
造
の
家

族
で
あ
り
、
こ
う
し
た
家
族
は
長
期
的
な
対
等
性
を

め

ざ
す
、
宮
座
の
基
礎
を
な
す
家
族
と
し
て
最
も
相

応

し
い
家
族
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
荒

蒔
の

家

族
の
構
造
を
現
在
の
二
つ
の
家
族
の
事
例
に

即

し
て
さ
ら
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
第
一
の
事
例
（
図
2
）
は
、
現
在
の
世
帯
主
の
父

の

世
代
で
分
家
し
た
事
例
で
あ
る
。
荒
蒔
で
は
一
般

に
本

家
を
オ
モ
ヤ
、
分
家
を
イ
ン
キ
ョ
と
よ
ぶ
。
本

家

か

ら
財
産
を
分
与
し
て
成
立
す
る
分
家
が
イ
ン
キ

ョ

で

あ
り
、
こ
の
家
は
イ
ン
キ
ョ
と
よ
ぽ
れ
て
い
る
。

し
か
し
財
産
を
分
与
し
な
い
分
家
は
イ
ン
キ
ョ
と
区

別
し
て
ド
ク
リ
ツ
と
呼
ぼ
れ
る
。
荒
蒔
で
は
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
本
家
分
家
関
係
は
最
大
五
戸
、
多

く
は
二
～
三
戸
の
関
係
で
あ
り
上
下
関
係
に
乏
し
く
、

姓
が
異
な
る
例
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
本
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図3　荒蒔の家族の事例2

家
分
家
関
係
は
、
上
下
的
な
同
族
組
織
と
は
異
質
の

も
の
で
あ
り
、
本
家
分
家
関
係
独
自
の
機
能
も
も
た

な
い
。
こ
の
家
族
の
場
合
も
本
家
分
家
の
関
係
に
あ

る
の
は
、
直
接
の
本
家
の
み
で
あ
る
。

　

図
2
に
示
す
家
族
は
、
現
在
世
帯
主
夫
婦
、
息
子

夫
婦

と
孫
の
六
人
で
構
成
さ
れ
る
典
型
的
な
三
世
代

直
系
家
族
で
あ
る
。
世
帯
主
の
出
生
時
の
家
族
は
た

ま
た
ま
夫
婦
家
族
で
あ
っ
た
が
、
荒
蒔
で
は
す
で
に

み
た

よ
う
に
直
系
型
家
族
が
家
族
の
基
本
形
態
で
あ

る
。
こ
の
家
族
の
婚
姻
で
は
オ
ジ
メ
イ
婚
と
第
ニ
イ

ト
コ
婚
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
オ
ジ
メ

イ
婚
は
か
つ
て
東
北
地
方
の
農
村
に
お
い
て
か
な
り

頻
繁
に
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、

荒
蒔
で

も
こ
の
一
例
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
オ
ジ
メ

イ
婚
は
本
家
を
相
続
し
た
兄
の
娘
と
結
婚
し
た
例
で

あ
り
、
こ
の
夫
婦
は
そ
の
の
ち
荒
蒔
に
分
家
し
て
い

る
。
荒
蒔
で
は
村
内
婚
の
比
率
は
低
い
が
こ
の
よ
う

な
血
縁
婚
は
し
ぽ
し
ぽ
行
わ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
家
族
に
お
け
る
個
人
名
の
命
名
法
で
注
目

さ
れ
る
の
は
、
世
帯
主
と
そ
の
息
子
、
お
よ
び
孫
が
、

父
の

名
前
の
一
字
も
し
く
は
祖
父
の
名
前
の
一
字
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

継
承

し
て
命
名
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
「
嫁
名
」
の
存



国立歴史民俗博物館研究報告　第43集　（1992）

在
で

あ
る
。
父
や
祖
父
か
ら
の
名
前
の
継
承
は
父
系
的
な
祖
名
継
承
法
の
一
種
で
あ

り
、
こ
れ
も
直
系
型
家
族
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
「
嫁
名
」
は
婚
入
し
た
嫁
の
名
を

婚
家
の

方
で
変
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
荒
蒔
で
は
か
つ
て
こ
の
よ
う
な
例
が
し
ぽ
し

ぽ

見

ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
こ
の
嫁
の
名
が
婚
家
の
近
い
親
族
に
い
て
類
別

の

必
要
上
変
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
結
婚
後
、
父
が
名
前
を
変
え
た
ら
し
い
。

嫁
名
が
使
わ
れ
る
の
は
婚
家
と
そ
の
関
係
者
の
間
で
あ
り
、
嫁
の
実
家
で
は
「
○
○

チ
ャ

ン

よ
う
帰
っ
て
き
た
な
あ
」
な
ど
と
元
の
名
で
呼
ぶ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
嫁

名
は
滋
賀
県
の
農
村
に
も
見
ら
れ
る
（
上
野
和
男
　
一
九
八
二
）
が
、
や
は
り
嫁
や
嫁

の

実
家
の
地
位
の
低
さ
や
、
嫁
が
夫
の
家
に
婚
入
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
命
名
法

で

あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
直
系
型
家
族
の
特
徴
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
家
族
の
祖

先
祭
祀
を
み
る
と
、
こ
の
家
族
で
は
一
九
五
二
年
に
始
め
て
仏
壇
を
買
っ
た
と
い
う
。

こ

れ
は
親
戚
の
人
が
「
お
ま
え
の
と
こ
仏
壇
が
な
い
の
は
け
し
か
ら
ん
」
と
い
っ
て
、

買
わ
せ
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。
　
こ
こ
に
は
、
「
家
に
は
先
祖
が
祀
ら
れ
て
い
な
け
れ

ぽ

な
ら
な
い
」
と
い
う
観
念
が
強
く
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
当
時
は
幼
い
時
に
死
ん
だ

世
帯
主
の

姉
妹
の

位
牌
だ

け
を

祀
っ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
父
母
・
姉
妹
・
子
の
四

人
の

位
牌
を

祀
っ
て
い
る
。
墓
は
共
同
墓
地
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
家
族
は
家

族
構

成
、
祖
名
継
承
法
、
祖
先
祭
祀
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
直
系
型
家
族
の
特
徴

を

強

く
保
持
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

図
3
に
示
す
家
族
も
基
本
的
に
同
じ
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
家
族
の
世
帯
主

の

出
生
時
（
一
九
一
五
年
）
の
家
族
構
成
は
父
母
、
祖
父
母
、
本
人
の
五
人
で
あ
り
、

ま
た
現
在
の
家
族
構
成
は
世
帯
主
夫
婦
、
子
供
夫
婦
、
孫
の
六
人
で
あ
っ
て
、
い
ず

れ

も
典
型
的
な
直
系
家
族
で
あ
る
。
こ
の
家
族
と
同
姓
の
家
は
荒
蒔
に
二
戸
あ
り
、

こ
の
家
が
本
家
で
二
軒
は
こ
の
家
か
ら
の
分
家
で
あ
る
。
分
家
は
こ
の
家
の
西
に
位

置

し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
本
家
よ
り
も
東
に
分
家
を
出
し
た
ら
本
家
が
没
落
す
る
か

ら
」
だ
と
い
う
。
こ
の
家
族
の
婚
姻
に
は
イ
ト
コ
メ
オ
ト
と
よ
ば
れ
る
イ
ト
コ
婚
が

二
例

あ
る
。
ひ
と
つ
は
父
の
兄
弟
の
娘
と
の
婚
姻
で
あ
り
、
分
家
が
本
家
の
娘
と
結

婚
す

る
形
態
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
父
の
姉
妹
の
娘
と
の
婚
姻
で
あ
り
、
婚
出
し

た
女
性
の

娘
と
の
結
婚
で
あ
る
。
図
2
に
示
し
た
家
族
に
も
二
例
の
血
縁
婚
が
あ
っ

た
か

ら
、
荒
蒔
で
は
イ
ト
コ
婚
も
か
な
り
行
わ
れ
て
き
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
家

族
に
お
け

る
命
名
法
に
も
「
嫁
名
」
が
認
め
ら
れ
る
が
、
祖
名
継
承
法
は
な
い
。
ま

た

こ
の
家
族
は
浄
土
真
宗
興
正
寺
派
に
属
す
る
の
で
、
位
牌
は
祀
ら
れ
て
い
な
い
。

全
般
的
に
み
て

こ
の
家
族
も
直
系
型
家
族
の
特
徴
を
濃
厚
に
も
つ
家
族
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

四
　
宮
座
組
織
と
そ
の
変
化

⇔
　

勝
手
神
社

　
荒
蒔
の
現
在
の
氏
神
は
ホ
ン
ム
ラ
の
西
部
に
あ
る
勝
手
神
社
で
あ
る
。
『
神
社
明

細
帳
』
に
よ
れ
ば
、
勝
手
神
社
に
は
覧
受
命
と
少
彦
名
命
が
祀
ら
れ
、
氏
子
数
は
四

一
人
、
祭
儀
は
一
〇
月
一
三
日
の
ほ
か
に
、
二
七
の
年
中
恒
例
祭
儀
が
あ
る
。
境
内

神
社
に
は
石
上
神
社
（
祭
神
・
石
上
大
神
）
、
葛
神
社
（
祭
神
・
葛
大
神
）
の
二
つ
が

あ
り
、
ま
た
境
内
の
主
要
建
物
と
し
て
観
音
堂
、
じ
ゅ
う
ら
く
堂
が
あ
る
と
記
さ
れ

て

い

る
。
勝
手
神
社
の
境
内
は
現
在
ほ
ぼ
図
4
に
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
正
面

左
右
二
つ
の

部
分
か

ら
な
る
拝
殿
の
奥
に
本
殿
が
あ
る
。
本
殿
中
央
に
は
、
左
に
西

266
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○○

図4　勝手神社略図

の

大
宮

と
さ
れ
る
子
守
社
、
右
に
東
の
大
宮
と
さ
れ
る
勝
手
社
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の

脇
に

は
末
社
と
さ
れ
る
葛
神
社
（
西
）
と
石
上
社
（
東
）
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
拝
殿

左
に
は
観
音
堂
が

あ
り
、
石
の
観
音
が
祀
ら
れ
、
ま
た
右
側
の
手
前
に
は
じ
ゅ
う
ら

く
と
よ
ば
れ
る
堂
が
あ
る
。
拝
殿
は
十
年
程
前
に
た
て
ら
れ
た
新
し
い
建
物
で
あ
る
。

　
現
在
は

こ
の
よ
う
な
構
成
を
し
め
す
荒
蒔
の
氏
神
も
近
世
中
期
、
一
八
世
紀
初
頭

ま
で
は
か
な
り
事
情
が
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
吉
村
公
男
・
羽
田
野
由
憲

（
一
九
八

七
）
に
よ
れ
ば
、
現
在
勝
手
神
社
の
あ
る
地
は
か
つ
て
は
観
音
堂
の
場
所

で

あ
り
、
こ
の
観
音
堂
も
一
六
六
七
年
（
寛
永
七
年
）
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
も
の
だ

鯵
、

難

写真11勝手神社

写真10勝手神社燈籠

　　（文政13年）

と
い
う
。
東
西
の
大
宮
は
か
つ

て

は
そ

れ
ぞ
れ
東
西
の

垣
内
に

別
々

に
祀

ら
れ
て
い
た
が
、
一

七

〇
一
年
（
元
禄
四
年
）
か
ら

一
七
〇
九
年

（
宝
永
六
年
）
に

か
け

て
、
最
初
に
東
の
大
宮
が

観
音
堂
の

東
に
移
転
し
、
つ
づ

い
て

西
の

大
宮
が
お
な
じ
く
観

音
堂
の

西
に
移
転

し
て
、
観
音

堂
の

境
内
に
東
西
の
両
社
が
集

　
　
　
　
　
（
4
ン

め

ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、

東
西
の

大
宮
が
現
在
の

よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

さ
ら
に
ま
と
め
ら
れ
て
合
祀
さ
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れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
移
転
前
の
西
の
大
宮
は
、
現
在
の
勝
手
神
社
か
ら
や
や

西
の

「
西

ノ
宮
」
と
い
う
字
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
ま
た
東
の
大
宮
は
ホ
ン
ム
ラ

　
　
　
　
（
5
）

の

東

端
の
野
神
の
位
置
に
あ
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
現
在
の
地
に
集
合

さ
せ
ら
れ
る
以
前
は
、
東
西
の
垣
内
ご
と
に
氏
神
が
祀
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ

の

点
に
お
い
て
荒
蒔
は
、
か
つ
て
村
落
組
織
と
同
様
に
神
社
祭
祀
に
お
い
て
も
双
分

制
的
な

構
造
を

も
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
集
合
直
前
の
一
六
八
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

年
（
天
和
四
年
）
ま
で
、
『
宮
座
年
代
記
』
に
記
載
の
当
屋
が
毎
年
二
名
で
あ
っ
た
こ

と
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
（
吉
村
公
男
・
羽
田
野
由
憲
　
一
九
八
七
‥
九
一
）
。
し

か

し
な
が
ら
、
現
在
の
荒
蒔
の
宮
座
組
織
に
は
双
分
制
的
構
造
は
ま
っ
た
く
見
る
こ

写真13的場社

と
が
で
き
な
い
。
現
在
双
分
制
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
の
は
、
子
守

社
・
葛
社
（
西
）
と
勝
手
社
・
石
上
社
（
東
）
の
祭
神
の
配
置
の
み
で
あ
る
。

⇔
　
宮
座
組
織

い

た

家
々
を
い

を

指

し
て
い
る

な
が
ら
荒
蒔
の
現
在
の
戸
数
は
四
五
戸
を
数
え
る
か
ら
、

加
わ
っ

て

い

な
い
こ
と
に
な
る

し
い
分
家
と
転
入
戸
で
あ
る
。

い
た
る
ま
で
、

座

は
一
貫
し
て
株
座
と
し
て
組
織
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

　
座
衆
の
な
か
の
役
と
し
て
は
現
在
、
当
家
、
後
当
家
、
ケ
イ
チ
ン
当
番
、
村
神
主

の

四

つ
が

あ
り
、
こ
の
ほ
か
に
五
人
衆
が
あ
る
。
座
衆
の
な
か
で
そ
の
年
一
年
間
当

　
宮
座
は
基
本
的
に
は
村
落
を

構
成
す

る
家
族
を
単
位
と
す
る
祭
祀
組

織
で
あ
る
が
、
当
屋
を
つ
と
め
る
の
は
そ
の
家
族
の
な
か
の
特
定
の
個

人
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
宮
座
の
構
成
員
に
つ
い
て
は
、
家
族
と
個
人

の

二
つ
の

レ

ベ

ル
か

ら
こ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

①
現
在
の
宮
座
組
織

　
表

1
に
示
し
た
よ
う
に
、
荒
蒔
の
宮
座
（
こ
れ
を
荒
蒔
で
は
「
座
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

（
ザ
ア

シ

ュ

ウ
）
」
と
い
う
）
を
構
成
す
る
の
は
、
現
在
二
四
戸
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
旧
座
は
九
戸
、
新
座
は
一
五
戸
で
あ
る
。
「
旧
座
」
と
は
一

九
三
六
年

（
昭
和

＝
年
）
の
制
度
改
正
以
前
か
ら
宮
座
を
構
成
し
て

　

い
、
「
、
新
座
」
と
は
そ
の
後
、
漸
次
新
た
に
宮
座
に
加
わ
っ
た
家
々

　
。
い
ず
れ
も
ホ
ン
ム
ラ
の
住
民
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

未
だ
に
二
一
戸
が
宮
座
に

　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
　
　
　
　

。

宮
座
に
加
わ
っ

て

い

な
い
家
々
は
、
主
と
し
て
新

　
　
　
　
　
　

す

な
わ
ち
荒
蒔
の
宮
座
は
確
認
し
得
る
限
り
今
日
に

　
村
の
す
べ
て
の
家
々
を
組
織
し
て
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
荒
蒔
の
宮
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写真14　当家廻り氏名（勝手神社）

番
［
を
つ
と
め
る
家
を

当
家
（
ト
ー
ヤ
）
と

い

い
、
翌
年
当
家
を

つ
と
め
る
家
を
後
当

家

（
ア

ト
ド
ー
ヤ
）

と
い
う
。
い
ず
れ
も

毎
年
一
軒
ず
つ
が
こ

れ
に

あ
た
る
。
後
当

家

は
当
家
が
親
族
の

死
亡
な
ど
に
よ
っ
て

当
家
を
つ
と
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合

に

は
、
か
わ
っ
て
当

　
　
　
　
（
9
）

家
を

つ
と
め
る
。
ケ

イ
チ
ン
当
番
は
一
月

十
二
日
に
行
わ
れ
る

ケ

イ
チ
ン
と
呼
ば
れ

る
行
事
の
当
番
で
あ

り
、
こ
の
当
番
は
当

家

と
は
別
の
順
序
で

座
衆
の
中
を
ま
わ
る
。

村
神
主
は
荒
蒔
の
神

社
祭
祀
の

総
括

者
で
あ
り
、
祭
祀
の
全
般
的
な
執
行
に
あ
た
る
と
と
も
に
、
文
書
を

保
管

し
神
社
の
会
計
を
管
理
す
る
。
一
年
交
替
を
原
則
と
し
て
い
る
が
、
現
在
の
村

神
主
は
五
年
以
上
村
神
主
の
役
を
つ
と
め
て
い
る
。
祭
礼
に
来
る
石
上
神
社
の
職
業

神
主

と
区
別
し
て
、
村
の
神
主
と
い
う
意
味
で
村
神
主
と
呼
ば
れ
る
。
村
神
主
は
た

と
え
ば
秋
祭
に
あ
た
っ
て
は
、
当
家
と
も
に
水
取
り
に
で
か
け
、
ま
た
当
家
の
家
の

前
に
神
の
お
旅
所
で
あ
る
ヤ
カ
タ
や
し
め
縄
を
作
る
。
五
人
衆
は
座
衆
の
な
か
の
年

齢
の

上
の

者
五
人
を

い

う
。
秋
祭
に
は
一
般
の
座
衆
の
紋
付
・
羽
織
・
袴
と
異
な
っ

て

麻
の
素
袴
を
着
る
。
こ
れ
が
荒
蒔
の
現
在
の
宮
座
組
織
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
う

し
た
組
織
に
い
た
る
ま
で
に
、
と
く
に
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
か
な
り

劇
的

な
変
化
を
と
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
時
期
を
中
心
に
、
荒
蒔
の
宮
座
組
織
の

変
容
を
つ
ぎ
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
②
　
旧
　
　
座

　
荒
蒔
の
座
衆
の
う
ち
、
一
九
三
六
年
以
前
か
ら
座
衆
で
あ
っ
た
家
が
旧
座
で
あ
る
。

『
明
治
四
三
年
改
冊
荒
蒔
村
宮
座
営
帳
』
に
「
座
主
家
統
ノ
譲
渡
ハ
ス
ベ
カ
ラ
ス
ベ

シ

」

と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
独
占
的
祭
祀
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

か

つ
て

は

旧
座
が
勝
手
神
社
の
祭
祀
を
特
権
的
に
独
占
し
て
い
た
。
旧
座
は
一
〇
戸

な
い
し
九
戸
で
あ
る
か
ら
、
荒
蒔
の
ほ
ぼ
四
分
の
一
の
家
々
の
み
が
座
衆
を
構
成
し

て

い

た

こ
と
に
な
る
。
　
い
ま
『
宮
座
営
帳
』
『
村
社
勘
定
帳
』
な
ど
の
資
料
か
ら
、

一
九

二
二
年
（
大
正
二
年
）
以
降
、
今
日
に
至
る
ま
で
の
荒
蒔
の
当
家
、
ケ
イ
チ
ン

当
家
、
村
神
主
を
示
せ
ぽ
表
1
2
の
通
り
で
あ
る
（
村
神
主
に
つ
い
て
は
一
部
し
か
記

載
が
な
い
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
当
家
に
つ
い
て
ま
ず
み
れ
ば
、
一
九
三
六
年
の
当
家
ま
で
が
旧
座
で
あ
る
。
順
序
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は
一
九
一
七
年
の
中
尾
徳
郎
左
衛
門
に
は
じ
ま
り
一
九
二
六
年
の
西
本
由
太
郎
で
終

わ

る
一
〇
戸
、
一
九
二
七
年
の
中
尾
徳
郎
左
衛
門
に
は
じ
ま
り
一
九
三
六
年
の
西
本

富
太
郎
で
終
わ
る
一
〇
戸
の
順
序
に
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
回
の
順
序

は

ほ
ぼ

同
じ
で
あ
る
。
こ
の
一
〇
年
間
で
当
家
は
一
巡
す
る
こ
と
に
な
る
。
新
座
の

加
入

が
一
九
三
七
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
の
は
旧
座
の
一
巡
を
待
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

っ

た
。
一
〇
戸
の
当
家
の
順
序
は
、
規
則
性
を
も
っ
て
回
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
た

だ

し
一
九
二
二
年
の
例
に
み
る
よ
う
に
、
当
家
に
不
測
の
事
態
（
お
そ
ら
く
家
族
の

死

亡
）
が
あ
っ
た
と
き
に
は
後
当
家
が
当
家
を
つ
と
め
る
か
ら
、
順
序
は
や
や
前
後

す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
当
家
は
忌
み
が
あ
け
た
翌
年
に
、
つ
と
め
ら

写真16宮座書類入に記載の座衆名

ら
五
〇
等
級
ま
で
細
分
さ
れ
て
い
る
。

分
布

し
て
い
る
。
こ
の
表
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、

で

に
含

ま
れ
る
家
が
五
戸
を
数
え
る
一
方
、

階
層
分
化
が
か
な
り
著
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
る

景
と
し
て
荒
蒔
で
は
株
座
的
な
宮
座
組
織
が
維
持
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
は
旧
座
と
新
座
と
を
対
比
し
な
が
ら
各
家
の
等
級
を
み
る
と
、
旧
座
は
一
等
級

か

ら
三
五
等
級
の
家
々
で
あ
り
、
新
座
は
四
七
等
級
か
ら
五
〇
等
級
の
家
々
で
あ
っ

て
、
旧
座
と
新
座
の
階
層
差
が
明
確
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
旧
座
が
新
座
の
等
級
を

下
回

る
例
は
皆
無
で
あ
り
、
旧
座
は
い
わ
ば
荒
蒔
の
上
層
の
家
で
あ
り
、
新
座
は
下

れ

な
か
っ
た
期
間
だ
け
当
家
を
つ
と
め
る
。
こ
の
方
法
は
現

在
で

も
同
じ
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
順
番
で
当
家
を
つ
と
め
る
と

き
は
、
元
の
順
序
に
戻
る
。
こ
の
よ
う
に
一
〇
戸
の
旧
座
の

順

序
は
規
則
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
の
順
序
に
決
定
さ
れ

た
根
拠
は

明
ら
か
で
な
い
。
家
の
並
び
順
で
は
な
い
し
、
あ

る
い
は
ま
た
当
主
の
年
齢
順
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
旧
座
一

〇

戸
の
う
ち
、
中
尾
は
そ
の
後
転
出
し
て
座
衆
を
ぬ
け
た
の

で
、
以
後
旧
座
は
九
戸
と
な
っ
て
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。

　
旧
座
を
構
成
す
る
家
々
は
ど
の
よ
う
な
家
で
あ
ろ
う
か
。

表
13

は

『
明
治
二
七
年
山
辺
郡
二
階
堂
村
貧
富
等
級
表
』
に

よ
っ
て
、
旧
座
と
新
座
が
ど
の
よ
う
な
等
級
の
家
で
あ
っ
た

か
を

見
た

も
の
で
あ
る
。
等
級
表
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
を
何
戸

分
の
家
で
あ
る
か
を
換
算
し
て
し
め
し
て
お
り
、
一
等
級
か

　
　
　
　
　
　
荒

蒔
の
当
時
の
三
〇
戸
は
表
に
み
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
↓
に
荒
蒔
に
は
一
〇
等
級
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
四

九
、
五
〇
等
級
の
家
も
九
戸
を
数
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
こ
の
よ
う
な
著
し
い
階
層
差
を
背
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表
12

　
荒
蒔
宮
座
当
屋
・
村
神
主
・
ケ
イ
チ
ン
当
屋

年

次

九九九九九九九九九九

ニー〇九八七六五四三
　　　 　　　 　　　 　　 　　 　　 　
大大大大大大大大大大
正正正正正正正正正正

一 〇九八七六五四三二
）　 ）　 ）　）　 ）　 ）　）　）　）　）

一
九
二
三

（
大
正
一
二
）

一
九
二
四

（
大
正
一
三
）

一
九
二
五

（
大
正
一
四
）

一
九
二
六

（
大
正
一
五
）

一
九
二
七

（昭
和
　
二
）

一
九
二
八

（
昭
和
　
三
）

一
九
二
九

（昭
和
　
四
）

一
九
三
〇

（
昭
和
　
五
）

一
九

三
一
（
昭
和
　
六
）

一
九
三
二

（
昭
和
　
七
）

一
九
三
三

（
昭
和
　
八
）

一
九

三
四

（
昭
和
　
九
）

一
九
三
五

（
昭
和
一
〇
）

一
九
三
六

（
昭
和
一
一
）

一
九
三
七

（
昭
和
一
二
）

一
九
三
八

（昭
和
＝
二
）

当

家

中
　
野
　
保
　
蔵

東
　
城
　
　
　
東

井
　
上

西
　
本
　
芳
太
郎

中
尾
徳
郎
右
衛
門

植西井東中岡植寺中西中西井中秀（東東（岡植寺中西
　　　　　　　　　　尾　　　太九　）九
田本上城野田田内野田徳本上野郎月城　月田田内野田
　　　　　　　　　　郎　　　 ） よ　　よ

巳富誠　保秀由繁留新左由辰保　り　　り秀芳亀留久
之太一　太太一衛太　岡東太太次吉郎郎東蔵郎松郎吉郎門郎造造　田東　城郎松郎吉郎

（後
当
家
の
み
寺

内
正
春
）

中
　
村
楢
次
郎

村
　
　
神
　
　
主

ケ
　
イ
　
チ
　
ン

寺上西

田田田

久
四
郎

由
　
松

西井中

本上野

芳辰円
太

郎造口

中
　
尾

西
　
本

芳
太
郎

西
　
本
　
芳
太
郎

西
　
本
　
芳
太
郎

上
　
田
　
由
松

植寺西吉岡西

田内田川田本
増
太
郎

秀
太
郎

亀
太
郎

由
　
松

中井東

尾上城

　辰

　三束

西
　
本
　
芳
太
郎

中
　
野
　
留
　
吉

中
　
野
　
保
　
三

荒西岡中中西井東植寺

井田田野野本上城田内

藤新秀保留富誠　由繁
次一太　　　一　　太
郎郎郎蔵吉蔵郎東松郎

片
　

川
浅
次
郎

一
九
三
九

（
昭
和
一
四
）

一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）

一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）

一
九
四

二

（
昭
和
　
七
）

一
九
四

三

（
昭
和
一
八
）

一
九
四
四

（
昭
和
一
九
）

一
九
四

五

（
昭
和
二
〇
）

一
九
四

六

（
昭
和
二
一
）

一
九
四
七

（
昭
和
二
二
）

一
九
四
八

（
昭
和

二
三
）

一
九
四
九

（
昭
和
二
四
）

一
九

五
〇

（
昭
和

二
五
）

一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）

一
九

五
二

（昭
和
二
七
）

一
九
五
三

（
昭
和
二
八
）

一
九
五
四

（
昭
和
二
九
）

一
九
五
五

（
昭
和
三
〇
）

一
九
五
六

（
昭
和
三
一
）

一
九
五
七

（
昭
和
三
二
）

一
九
五
八

（
昭
和
三
三
）

一
九

五
九

（
昭
和
三
四
）

一
九
六
〇

（
昭
和
三
五
）

一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）

一
九
六
二

（
昭
和
三
七
）

一
九
六
三

（
昭
和
三
八
）

一
九
六
四

（
昭
和
三
九
）

一
九
六
五

（
昭
和
四
〇
）

九九九九
エ　よ　ふ　よノ　　ノヘ　ノ　　ノへ

九八七六
　　 　　 　　　
昭昭昭昭
和和和和
四四四四
四三ニー
））））

森森北岡郎（片中中植中西井東岡植寺中西荒西寺西西西森安森北岡中片中
　　　　）欠
杉口島田　川田村田野本上城田田内野田井谷内岡谷本杉田口島田村川田
　　　　中
元走口忠村重楢　紋正利栄堅忠槌肇留新秀寿正藤由　光市由儀作民浅留
　　　　民太太　　　　　一　　一次　治太三次次次治吉口洋次利郎勇郎一雄一治見松信吉郎一一春郎郎　治郎郎郎郎郎郎吉

寺安西西西岡北森西中植中中森荒

内田谷谷谷田島杉本村田村村口井
楢
　
解

由
太
郎

民
次
郎

楢
次
郎

巳
之
吉

留
　
吉

武
　
之

文
　
口

儀
三
郎

作
次
郎

徳
太
郎

由
次
郎

徳
太
郎

壱
治
郎

正
　
春

森片荒西岡中中西井東

口川井田田野野本上城

走重裕新忠正行利栄堅

吉利和郎見一雄雄一治

中
　
村
　
民
次
郎

中
　
村
　
　
　
勇

植
　
田
　
紋
太
郎

中
　
田
　
楢
太
郎

271



国立歴史民俗博物館研究報告　第43集　（1992）

九
七
〇

（
昭
和
四
五
）

九
七
一
（
昭
和
四
六
）

九
七

二

（
昭
和
四
七
）

九
七
三

（
昭
和
四
八
）

九
七
四

（
昭
和
四
九
）

九
七
五

（
昭
和
五
〇
）

九
七
六

（
昭
和
五
一
）

九
七
七

（
昭
和

五
二
）

九
七
八

（
昭
和
五
三
）

九
七
九

（
昭
和
五
四
）

九
八
〇

（
昭
和
五
五
）

九
八
一
（
昭
和
五
六
）

九
八
二

（
昭
和
五
七
）

九
八
三

（
昭
和
五
八
）

九
八
四

（
昭
和
五
九
）

九
八
五

（
昭
和
六
〇
）

九
八
六

（
昭
和
六
一
）

九
八
七

（昭
和
六
二
）

西寺西荒西西西安森北岡片中中植中西井東岡植寺中西寺西荒西西安

田内岡井谷谷本田口島田川田村田野本上城田田内野田内岡井谷谷田

　正藤裕寿良武逸芳義忠重楢　　正利栄堅忠槌肇行新正藤裕口口逸
　　一　　　　　　　　　　太　　　　　　　　　　　一　一
弘勝郎和一裕雄次治雄洋利郎勇茂一雄一治見松信雄郎春郎和□□治

寺西安西西岡北西中植中森片荒西岡中井東植寺寺西安西西岡北森西

内岡田谷谷田島本田田村口川井田田野上城田内内岡田谷谷田島杉本

正藤逸寿良忠義武楢　　芳重裕　康正栄堅槌肇正藤逸寿由忠義元武
　一　　　　　　太　　　　　　　　　　　　　一　　次
勝郎次一裕洋雄雄郎茂勇治利和弘弘一一治松信春郎治一郎洋雄治雄

年

次

当

家

村

神
主
一
ケ
イ
チ
ン

表13荒蒔宮座のメンバーと階層

馴換司戸副宮　座 等級　換　算　戸数　　宮　　　座

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7

戸

0
5
0
0
0

り

0

9
8
7
6

1

0
5
0
6
4

5
」
4
4
3
3
　
　
5
5
5

1
0
7
5
3

3
3
2
2
9
一

5
5
　5

1
0
0
0
ゾ
9

9
一
2
∩
∠
1
1 5
5
5
　
5

8
7
6
ρ
0
5

1
1
1
1
1

5
F
D

4
り
0
1
1

紗（●

●
△

●

△

●
　
●
●
△
△

1
0
1
1
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
2

8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5

　
53

2
2

1
↓
1
1 5

　
5
　
に
∨

1
1
α
0
9

1
1
1
1
1 　

5
　
F

O
　
　
5
　
5
　
5
　
　
5
　5

9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2

0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
2
0
6
3

●

△

△

△

○△

○○○○△△
○○○

合　計　　30
註：等級はr明治27年度山辺郡二階堂村貧富等級表』による。●旧座，○新座，△は絶家・

　転出。

註
‥

一
九
一
三
年
～
一
九
二
七
年
は
『
大
正
甲
寅
参
年
壱
月
五
日
調
村
社
勘
定
帳
』
、
　
一
九
二
八
年
～

一
九
四
八
年
は
『
昭
和
拾
壱
年
拾
戴
月
改
冊
荒
蒔
村
宮
座
営
帳
』
、
　
一
九
四
九
年
～
一
九
五
九
年

は

『
昭
和
拾
壱
年
拾
二
月
改
正
座
主
営
事
』
、
一
九
六
〇
年
以
降
は
『
当
家
廻
り
氏
名
』
に
よ
る
。

中東岡寺中

野城田内野

栄博康肇行

一 通弘信雄

中西井東寺

野本上城内

行利栄博肇

雄雄一通信
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荒蒔の神社祭祀と社会構造

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

層
の
家
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
荒
蒔
の
宮
座
は
上
層
の
家
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

た

こ
と
が
こ
の
表
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
旧
座
に
混
じ
っ
て
、
あ
る
い
は
旧
座
と
新

座
の

間
に
か
な
り
の
転
出
戸
が
位
置
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
家
々
は
い
つ
転
出
し
た
か
は
す
べ
て
に
つ
い
て
明
ら
か
で

は

な
い
が
、
結
果
と
し
て
中
間
層
が
荒
蒔
村
か
ら
転
出
し
た
こ
と
は
、
新
座
の
加
入

や
現
在
の

荒
蒔
の
社
会
構
造
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ぎ
に
土
地
の
所
有
関
係
と
の
関
連
で
荒
蒔
の
宮
座
組
織
を
考
察
す
れ
ば
、
す
で

に
の

べ
た

よ
う
に
、
旧
座
を
構
成
し
て
い
た
家
々
は
地
主
階
層
お
よ
び
自
作
農
階
層

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
等
級
表
の
上
層
の
家
は
地
主
も
し
く
は
自
作
農
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
昭
和
初
期
ま
で
の
荒
蒔
村
の
構
成
は
地
主
三
戸
、
自
作
約
五
戸
の
ほ
か
は
小

作
で
あ
っ
た
。
小
作
は
荒
蒔
や
周
辺
の
農
村
の
地
主
か
ら
土
地
を
借
り
て
生
活
を
成

り
た
た
せ
て
い
た
と
い
う
。
三
戸
の
地
主
は
、
二
町
か
ら
三
町
の
土
地
を
所
有
す
る

ば

か

り
で
な
く
、
三
反
歩
に
及
ぶ
大
き
な
屋
敷
を
所
有
し
て
い
た
。
ま
た
大
正
末
期

に
荒
蒔
の
各
家
に
分
割
さ
れ
た
共
同
墓
地
に
お
い
て
も
、
　
一
般
の
家
の
墓
の
大
き
さ

が
｝
坪
か
ら
一
坪
半
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
地
主
の
三
戸
は
三
坪
以
上
は
あ
る
と

思
わ
れ

る
か
な
り
大
き
な
墓
地
の
分
割
を
受
け
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
こ

れ

ら
の
地
主
は
酒
屋
や
焼
酎
製
造
を
行
う
な
ど
、
農
業
以
外
の
分
野
に
お
い
て
も
格

段
に
経
済
力
を
保
持
し
て
い
た
家
で
あ
っ
た
。

　
③

旧
座
に
お
け
る
祭
祀
組
織

　

こ
の
よ
う
に
旧
座
の
九
戸
な
い
し
一
〇
戸
が
勝
手
神
社
の
祭
祀
を
独
占
し
て
い
た
、

昭
和
初
期
以

前
の
祭
祀
組
織
に
つ
い
て
、
い
ま
少
し
検
討
し
て
み
よ
う
。
昭
和
初
期

以

前
の

祭
祀
組
織
に
お
け
る
神
役
は
当
家
、
ヶ
ン
チ
ン
当
家
、
村
神
主
の
三
つ
で
あ

る
。
一
般
の
当
家
と
と
も
に
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
ケ
イ
チ
ン
当
家
で

あ
る
。
ケ
イ
チ
ン
当
家
と
は
ホ
ン
ム
ラ
の
西
の
は
ず
れ
に
祀
ら
れ
て
い
る
的
場
社
の

祭

と
し
て
一
刀
一
二
日
に
行
わ
れ
る
的
行
事
の
当
番
で
あ
る
。
ケ
イ
チ
ン
当
家
の
旧

座
の

な
か
で
順
番
に
つ
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
順
序
は
当
家
の
順
序
と
は
異
な

る
。
ケ
イ
チ
ン
当
家
の
順
序
が
ど
の
よ
う
な
基
準
で
決
め
ら
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

（1
1
）

当
家
も
ケ
イ
チ
ン
当
家
も
家
を
単
位
と
し
て
そ
の
順
番
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
当
家

の

当
主
の
年
齢
な
ど
に
は
関
係
が
な
い
。
当
主
の
属
性
が
問
題
に
さ
れ
る
の
は
村
神

主
の

み

で

あ
る
。
村
神
主
に
つ
い
て
は
表
1
2
に
は
わ
ず
か
な
記
述
し
か
な
い
が
、
こ

れ
で
見
る
限
り
は
特
定
の
人
物
が
か
な
り
長
く
村
神
主
を
つ
と
め
て
い
る
事
実
が
認

め

ら
れ
る
。
こ
の
村
神
主
に
関
連
し
て
、
荒
蒔
に
は
か
つ
て
長
老
の
制
度
が
あ
っ
た
。

『
昭
和
拾
壱
年
拾

戴
月
改
冊
　
荒
蒔
村
宮
座
営
帳
』
に
大
正
十
四
年
一
月
の
改
正
事

項
と
し
て
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

ロイト　ヘ　ホ　ニ　ハ

座
営
ミ
事
一
ケ
年
無
事
終
了
セ
シ
ロ
ニ
テ
満
六
十
才
以
上
長
老
者
二
選
任
ス

長
老
者
ニ
テ
七
十
才
以
上
二
達
シ
タ
ル
者
ハ
隠
居
役
ヨ
リ
諸
協
議
二
列
席
モ

ト
ム

一
老
ハ
神
主
ト
ナ
リ
神
事
二
従
フ
モ
ノ
ナ
リ

ニ
老
ハ
神
饅
物
ノ
供
養
二
従
フ
モ
ノ
ナ
リ

三
老
ハ
神
社
会
計
係
ナ
リ

モ

シ

三
長
老
二
故
事
ア
ル
時
ハ
新
長
老
代
務
ス
ル
モ
可

長
老
者
二
新
加
入
ノ
場
合
従
来
ヨ
リ
ノ
規
定
ニ
ヨ
リ
一
金
壱
円
提
出
シ
一
般

二

加
入
披
露
饗
応
ス
ル
資
料
ナ
リ
（
但
シ
加
入
者
一
人
対
ス
ル
事
）

荒
蒔
で
は
長
老
制
度
が
い
つ
か
ら
発
足
し
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
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こ
れ
に
よ
れ
ぽ
長
老
と
は
座
衆
の
う
ち
六
〇
歳
か
ら
七
〇
歳
ま
で
の
す
で
に
当
家
を

つ
と
め
た
人
を
い
い
、
三
人
一
組
で
一
老
が
村
神
主
、
二
老
が
神
饅
係
、
三
老
が
会

計
を

務
め

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
村
神
主
は
長
老
の
な
か
で
も
最
も

年
長
の

者
が

務
め

る
と
い
え
る
。
こ
の
改
正
事
項
に
つ
づ
い
て
、
三
組
の
長
老
の
名

前
九

名
が
列
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
し
ぼ
ら
く
は
長
老
制
度
が
行
わ

れ
た

も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
九
名
と
い
う
長
老
の
数
は
当
時
の
当
家
九
戸
の
数

と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
の
詳
細
は
よ
く
わ
か
ら

な

い
。
長
老
と
は
別
に
座
衆
が
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
す
る
と
一
戸
か
ら
複
数
が
座

衆
に

な
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
長
老
者
に
つ
い
て
い
ま
ひ
と
つ
注
目
さ
れ
る
こ
と

は
、
長
老
へ
の
加
入
に
あ
た
っ
て
一
円
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
長
老
へ
の
加
入
金
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
老
が
座
衆
と
は
異
な
る
集
団
で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
荒
蒔
で
は
座
衆
に
加
入
す
る
際
に
も
か

つ
て

は
、
加
入
金
の
支
払
い
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
座
衆
、
長
老
の
い
ず

れ
に

も
加
入
金
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
長
老
制
度
は
昭
和
二
一
年
に
実
質
的
に
改
正
さ
れ
て
、
か
わ
り
に
「
五
人

衆
」
の
制
度
が
発
足
し
た
。
昭
和
二
一
年
の
改
正
事
項
に
「
長
老
ハ
座
中
最
年
長
者

ヨ

リ
順
次
五
名
ヲ
選
定
シ
欠
員
ノ
場
合
ハ
年
長
ノ
順
二
依
リ
之
満
ツ
ル
モ
ノ
ト
ス
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ま
で
は
、
長
老
は
座
衆
を
終

了
し
た
者
で
あ
り
、
座
衆
と
長
老
は
一
応
別
の
集
団
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
こ
に
い
う
長
老
五
人
衆
は
座
衆
の
中
の
長
老
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現

在
の

荒
蒔
で
は
五
人
衆
が
交
代
で
村
神
主
を
つ
と
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
、

か

つ
て

の

長
老
が

つ

と
め
た
三
つ
の
役
割
の
う
ち
、
神
主
と
会
計
は
村
神
主
、
神
賎

は
後
当
家
が
つ
と
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
荒
蒔
に
は
長
老
制
度
は
あ
っ
た
が
、
昭
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和

二
一
年
の
改
正
前
も
後
も
、
こ
の
制
度
は
主
と
し
て
村
神
主
を
決
定
す
る
制
度
と
　
2

し
て
機
能
し
た
の
み
で
あ
っ
て
、
宮
座
の
中
心
に
位
置
す
る
当
家
の
順
番
を
決
定
す

る
制
度
で
は
な
か
っ
た
。

　
座

入
、
す
な
わ
ち
座
衆
に
加
入
す
る
際
の
規
定
と
し
て
は
、
大
正
一
二
年
四
月
二

五

日
「
大
字
宮
座
中
定
則
」
（
『
明
治
四
三
年
改
冊
荒
蒔
村
宮
座
営
帳
』
）
と
し
て
、
以

下
の

記
載
が
あ
る
。

　
第
一
條
座
主
二
初
メ
テ
加
名
ス
ル
人
ハ
座
中
二
添
工
米
ト
シ
玄
米
弐
石
ヲ
差
シ

　
　
　
　
出
ス
ヘ
シ

　
第
二
條
尚
振
舞
ト
シ
テ
一
部
ヲ
招
ク
ヘ
シ

　
第
三
條
　
従
前
座
主
デ
有
リ
休
営
シ
再
度
加
名
ス
ル
人
ハ
右
添
工
米
要
セ
ズ
、
只

　
　
　
　
振
舞
ノ
ミ
ス
ヘ
シ

　
荒
蒔
の
宮
座
組
織
に
お
い
て
は
、
宮
座
を
構
成
す
る
家
の
範
囲
が
歴
史
的
に
決
め

ら
れ
て
い
る
な
か
で
、
特
定
の
個
人
を
座
衆
と
し
て
の
認
知
す
る
機
会
は
、
こ
の
加

入
金

と
振
舞
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ば
座
入
り
の
儀
礼
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
当
家
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
祭
祀
に
あ
た
っ
て
い
た
か
は
、
『
宮
座
営
帳
』
に

記
載
が

あ
る
ほ
か
、
会
計
状
況
を
示
す
資
料
と
し
て
、
『
大
正
甲
寅
参
年
壱
月
五
日

調
　
村
社
勘
定
帳
』
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぽ
お
も
な
収
入
は
宮
田
（
ミ
ヤ
デ
ン
）

の

小
作
料
の
収
入
で
あ
る
。
『
安
永
五
申
正
月
三
日
　
宮
座
営
帳
』
に
よ
れ
ぽ
、
当

時
の
荒
蒔
に
は
太
田
、
堂
前
、
左
田
、
西
ノ
宮
、
宮
ノ
東
方
な
ど
に
合
計
高
四
石
六

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

斗
余
の
宮
田
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
座
衆
以
外
の
者
に
小
作
に
出
し
、
そ
の
収
入
で

祭
祀
の

費
用
に
あ
て
て
い
た
。
こ
の
営
帳
に
よ
れ
ば
、
宮
田
の
収
入
は
神
主
や
当
家
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の

費
用
の
補
助
と
し
て
渡
さ
れ
る
。
荒
蒔
で
は
当
家
を
つ
と
め
る
こ
と
は
、
供
物
や

座
衆
へ
の
振
舞
い
な
ど
で
か
な
り
の
費
用
が
か
か
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
一
部

は

こ
の
よ
う
に
村
か
ら
の
大
幅
な
補
助
が
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
し
ば
し
ぽ
宮

座
に
は
経
済
的
特
権
が
付
随

し
て
い
る
が
、
荒
蒔
で
は
座
衆
に
山
林
の
権
利
や
樹
木

の

権
利

な
ど
、
一
般
の
村
人
と
は
区
別
さ
れ
る
経
済
的
な
特
権
が
付
与
さ
れ
て
い
た

わ
け

で
は

な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
祭
祀
に
あ
た
っ
て
の
こ
う
し
た
村
の
補
助
は
、

遂
行
上
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
こ
う
し
た
村
の
補
助
は
、
当
家
お

よ
び
村
神
主
と
も
現
在
ま
で
継
続
し
て
い
る
。

　

④
　
新
座
の
加
入

　

さ
て
荒
蒔
の
宮
座
は
こ
の
よ
う
に
長
く
旧
座
が
祭
祀
を
独
占
し
て
い
た
が
、
大
正

末
期
に
な
る
と
、
大
正
一
三
年
に
未
曽
有
の
凶
作
が
荒
蒔
を
襲
い
、
ま
た
不
景
気
の

波
を

う
け
て
こ
れ
ら
の
地
主
層
が
土
地
を
手
放
さ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
と
な
り
、
こ

の

こ
と
が
荒
蒔
の
社
会
構
造
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
と
り
わ

げ

荒
蒔
で
最
も
大
き
な
地
主
は
愛
知
県
で
の
事
業
に
失
敗
し
て
、
い
ち
は
や
く
昭
和

四
、
五
年
に
退
転
し
て
転
出
し
た
。
残
り
の
二
戸
の
地
主
は
荒
蒔
に
と
ど
ま
っ
た
が
、

最
終
的
に

は
戦
後
の
農
地
改
革
に
よ
り
小
作
地
を
手
放
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら

の

地
主
の

土
地
は
結
果

と
し
て
、
荒
蒔
の
自
作
・
小
作
層
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
荒
蒔
の
土
地
所
有
の
平
準
化
が
進
行
し
た
。
こ
れ
ま
で
経
済
力
を
も
た
な
か
っ

た
小
作
層
が
経
済
力
を
蓄
え
、
こ
の
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
座
衆
へ
の
加
入
運
動
が

開
始
さ
れ
た
。
こ
の
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
た
の
は
、
永
年
当
時
の
区
長
を
つ
と

め
た

人
で

あ
っ
た
。
新
座
の
加
入
に
対
し
て
、
旧
座
は
当
初
反
対
で
あ
っ
た
と
い
わ

れ

る
が
、
結
果
と
し
て
旧
座
の
当
家
が
一
巡
し
た
一
九
三
七
年
か
ら
新
座
の
加
入
が

は

じ
ま
っ
た
。
旧
座
が
地
主
も
し
く
は
自
作
で
あ
る
と
と
も
に
、
明
治
以
前
か
ら
荒

蒔
に
在
住

し
て
き
た
い
わ
ば
本
家
筋
の
家
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
新
座
は
そ
の
分

家

や
明
治
以
降
の
転
入
戸
で
あ
っ
た
。

　
　
『
昭
和
拾
壱
年
拾
弐
月
改
冊
　
荒
蒔
村
宮
座
営
帳
』
に
は
、
一
九
三
六
年
（
昭
和

＝
年
）
改
正
の
当
家
廻
り
が
記
さ
れ
、
一
九
三
七
年
か
ら
新
加
入
者
（
新
座
）
の

名
前
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
「
但
し
拾
四
年
ヨ
リ
新
加
入
者
ノ
年
長
者
順
一
＝
ア
営
、
ミ

後
年
又
元
江

帰
ル
、
座
営
終
了
老
名
義
ハ
其
年
度
に
当
家
順
廻
リ
名
簿
二
記
入
ス
ベ

シ

」

と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
座
の
順
序
は
年
齢
順
に
よ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
順
序
が
基
本
的
に
今
日
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
。
表
1
2
に
よ
れ
ば
、
新
座
は
結

局
一
九
三
七
年
か
ら
一
九
五
二
年
ま
で
当
家
を
つ
と
め
た
一
六
戸
で
あ
る
。
当
家
は

ケ

イ
チ
ン
当
番
と
若
干
の
ズ
レ
が
あ
り
、
ま
た
一
度
当
家
を
務
め
た
だ
け
で
座
衆
を

抜
け

た

と
思
わ
れ
る
家
も
あ
る
が
、
こ
の
数
は
現
在
の
新
座
の
一
五
戸
と
ほ
ぼ
同
数

で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
で
も
荒
蒔
の
座
衆
は
、
旧
座
・
新
座
あ
わ
せ
て
二
四

戸
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
新
た
な
分
家
や
転
入
戸
は
宮
座
の
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
い

な

い
。
結
局
、
現
在
に
お
い
て
も
、
座
衆
は
荒
蒔
の
全
戸
数
四
五
戸
の
約
半
数
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
今
日
に
お
い
て
も
荒
蒔
の
宮
座
は
、
古
い
家
を
中
心
に
構
成
さ
れ

る
株
座
的
な
性
格
を
失
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
昭
和
初
期
を
中
心
に
荒
蒔
の
宮
座
組
織
の
変
化
を
考
察
し
て
き
た
が
、

荒
蒔
の
宮
座
は
一
貫
し
て
株
座
的
組
織
を
特
徴
と
し
て
き
た
が
、
つ
ぎ
の
二
点
に
お

い
て

大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
き
た
と
い
え
る
。
第
一
は
宮
座
の
構
成
メ
ン
バ
ー
の
拡

大
で

あ
る
。
こ
れ
は
昭
和
＝
年
に
制
度
改
正
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
九
戸
な
い
し
　
7
5
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一
〇
戸
の
地
主
・
自
作
農
層
で
構
成
し
て
い
た
座
衆
が
、
小
作
層
を
含
む
二
五
戸
に
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拡
大
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
荒
蒔
の
宮
座
は
株
座
的
性
格
を
保
持

し
な
が
ら
も
、
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
て
、
そ
の
性
格
を
や
や
緩
和
し
た
。
し
か
し
な

が

ら
今
日
で
も
宮
座
の
メ
ン
バ
ー
は
、
荒
蒔
の
約
半
数
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
株
座

的
性
格
は
失
わ
れ
て
い
な
い
。
第
二
は
内
部
組
織
、
と
く
に
長
老
組
織
の
変
化
で
あ

る
。
昭
和
二
一
年
以
前
に
お
い
て
は
、
座
衆
と
は
一
応
別
に
長
老
の
組
織
が
あ
り
、

神
主
や
会
計
な
ど
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
、
昭
和
二
一
年
の
制
度
改
正
に
よ
り
、

長
老
に

か
わ
っ

て

座
衆
の
な
か
に
年
齢
順
に
つ
と
め
る
五
人
衆
制
を
定
め
た
こ
と
で

あ
る
。
荒
蒔
の
宮
座
組
織
に
お
い
て
年
齢
階
梯
制
的
な
要
素
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の

は
、
長
老
制
度
と
五
人
衆
制
度
の
み
で
あ
り
、
年
齢
階
梯
制
原
理
が
荒
蒔
の
当
家
の

順
塁
決
定
の

制
度
を
な
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
長
老
制
度
か
ら
五
人
衆
制
度

へ
の
変
化
に
よ
っ
て
年
齢
階
梯
制
的
要
素
は
さ
ら
に
後
退
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
　
結

証口口

　
本
稿
は
奈
良
盆
地
に
位
置
し
、
日
本
の
中
央
部
の
村
落
の
ひ
と
つ
の
典
型
と
考
え

ら
れ
る
天
理
市
荒
蒔
に
つ
い
て
「
日
本
社
会
の
地
域
性
」
の
視
点
か
ら
、
家
族
・
神

社
祭
祀
組
織
・
村
落
組
織
を
中
心
に
分
析
し
た
調
査
報
告
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
問

題
」
で
掲
げ
た
三
つ
の
問
題
を
中
心
に
、
本
稿
を
要
約
し
て
む
す
び
に
か
え
た
い
と

思
う
。

　
荒
蒔
の
村
落
社
会
構
造
を
理
解
す
る
上
で
最
も
重
要
な
問
題
は
、
宮
座
組
織
と
そ

の

変
化
で
あ
る
。
荒
蒔
に
は
江
戸
時
代
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
宮
座
記

録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
分
析
か
ら
近
世
以
降
の
荒
蒔
の
宮
座
組
織
の
変
化

を

掲
げ
る
な
ら
、
以
下
の
二
点
が
と
く
に
重
要
で
あ
る
。
第
一
は
双
分
制
的
性
格
の

喪

失
で
あ
る
。
荒
蒔
で
は
か
つ
て
東
ガ
イ
ト
と
西
ガ
イ
ト
で
別
々
の
場
所
に
別
々
の

氏
神
が
祭
祀
さ
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
勝
手
神
社
の
祭
神
の
位
置

に

わ
ず
か
に

双
分
制
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
祭
祀
組
織
も
別
で
あ

っ

た
可
能
性
も
あ
る
。
澤
田
浩
一
（
一
九
九
〇
）
は
、
安
永
年
間
の
供
物
の
分
析
か

ら
、
東
西
の
大
宮
の
祭
祀
の
双
分
的
構
造
の
復
元
を
試
み
て
い
る
。
双
分
制
の
詳
細

は

あ
き
ら
か
で
な
い
に
せ
よ
、
荒
蒔
の
よ
う
に
四
〇
戸
程
度
の
比
較
的
小
規
模
の
村

落
に
お
い
て
、
双
分
制
的
構
造
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

荒
蒔
の
こ
う
し
た
双
分
制
的
構
造
は
歴
史
的
に
は
荒
蒔
の
集
落
形
成
に
関
連
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
荒
蒔
は
き
わ
め
て
双
分
制
的
構
造
を
も
つ
村
落
で
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
今
日
の
神
社
祭
祀
組
織
に
お
い
て
は
、
そ
の
性
格
は
稀
薄
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
は
荒
蒔
の
宮
座
が
株
座
的
性
格
を
依
然
と
し
て
保
持
し
な
が
ら
も
、
昭
和
初
期

に
制
度
改
正
を
行
な
っ
て
メ
ン
バ
ー
を
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
を
や

や
緩
和

し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
地
主
の
退
転
を
契
機
と
す

る
荒
蒔
の
階
層
変
動
で
あ
る
。
一
般
に
戦
後
の
農
地
改
革
が
階
層
変
動
、
す
な
わ
ち

平
準
化
を
も
た
ら
す
が
、
荒
蒔
で
は
一
〇
年
以
上
は
や
く
地
主
の
退
転
に
ょ
っ
て
、

こ
れ
が
も
た
ら
さ
れ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
中
田
太
造
（
一
九
八
三
）
に
よ
れ
ぽ
、

奈
良
県
下
の
宮
座
を
概
観
す
る
と
、
盆
地
に
は
「
株
座
制
宮
座
」
が
比
較
的
多
く
残

さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
株
座
が
と
く
に
戦
後
、
村
座
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
は
、
奈

良
県
下
全
体
に
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
で
も
荒
蒔
の
事
例
は
、
全
く

同
等
の
権
利
義
務
関
係
を
も
つ
成
員
と
し
て
、
従
来
の
メ
ン
バ
ー
の
倍
近
く
の
新
成

員
を
加
入
さ
せ
た
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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荒

蒔
の
家
族
は
家
族
構
成
の
類
型
と
し
て
直
系
家
族
が
多
く
、
相
続
は
長
男
相
続

が
基
本

で

あ
る
。
ま
た
婚
姻
は
嫁
入
婚
を
基
盤
と
し
て
お
り
、
典
型
的
な
直
系
型
家

族
を

特
徴

と
し
て
い
る
。
ま
た
位
牌
祭
祀
に
見
ら
れ
る
祖
先
祭
祀
の
あ
り
方
や
祖
名

継
承
法
も
き
わ
め
て
直
系
制
な
構
造
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
家
族
は
、

夫
婦
家
族
の
よ
う
に
形
成
と
消
滅
を
く
り
か
え
す
不
安
定
な
構
造
で
は
な
い
か
ら
、

宮
座
組
織
の
安
定
的
な
基
礎
を
な
す
家
族
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
家
族
類
型
で
あ

る
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
荒
蒔
の
村
落
社
会
構
造
を
宮
座
と
も
関
連
さ
せ
て
全
般
的
に
み
る
な
ら
、

荒
蒔
の

村
落
組
織
は
今

日
で
は
平
準
化
さ
れ
た
階
層
を
基
礎
と
し
て
、
区
長
な
ど
の

役
職

や
、
伊
勢
講
や
庚
申
講
な
ど
の
講
組
織
に
お
い
て
も
、
き
わ
め
て
対
等
的
な
構

造
を

特
徴

と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
構
造
は
昭
和
初
期
の
階
層

変
動
以
後
の
状
況
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
か
つ
て
の
荒
蒔
は
階
層

差
が
極
め
て

激

し
く
、
非
対
等
的
な
村
落
構
造
を
特
徴
と
し
て
き
た
。
そ
の
当
時
に

お

い
て

は
、
九
戸
の
旧
座
の
み
で
構
成
さ
れ
る
株
座
的
な
宮
座
組
織
と
村
落
構
造
は

き
わ
め
て
整
合
的
な
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
村
落
の
階
層
構
造
の
平
準
化
に
整

合
す

る
よ
う
に
、
宮
座
の
再
編
成
が
昭
和
初
期
に
行
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
実
際

に
は
半
数
近

く
の
家
々
は
宮
座
に
加
入
し
な
か
っ
た
か
ら
、
荒
蒔
の
宮
座
は
メ
ン
バ

ー
を
拡
大
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
株
座
的
構
造
を
保
持
し
な
が
ら
今

日
に
至
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
今
日
の
荒
蒔
の
宮
座
組
織
と
村
落
社
会
構
造
と
は

不
整
合
の
状
況
に

あ
り
、
新
住
民
の
劇
的
な
増
加
と
相
侯
っ
て
、
勝
手
神
社
の
祭
祀

を

め

ぐ
る
村
、
宮
座
、
住
民
の
関
係
に
複
雑
な
現
在
的
状
況
を
も
た
ら
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　

一
貫

し
て
株
座
的
な
組
織
を
保
持
し
て
き
た
宮
座
を
中
心
と
す
る
荒
蒔
の
社
会
構

造
は
、
日
本
の
村
落
構
造
類
型
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

か
。
宮
座
を
も
つ
日
本
の
中
央
部
の
村
落
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
従
来
か
ら

「
宮
座
制
」
と
い
う
概
念
が
提
示
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
概
念
は
か
な
ら
ず
し
も
内

容
的
に

明
確
で
は
な
か
っ
た
。
蒲
生
正
男
（
一
九
七
九
）
は
日
本
の
村
落
構
造
類
型

に

つ
い

て
、
「
同
族
制
村
落
」
「
年
齢
階
梯
制
村
落
」
「
当
屋
制
村
落
」
「
そ
の
他
」
の

四

類
型
を

設
定

し
、
当
屋
制
村
落
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
神
社
祭
祀
の
ト
ウ

ヤ
、
葬
儀
の
際
の
墓
地
の
穴
掘
り
に
従
事
す
る
ヤ
マ
シ
、
そ
の
他
村
の
公
共
的
作
業

の

当
番
な
ど
が
す
べ
て
地
域
社
会
を
構
成
す
る
各
戸
が
順
送
り
で
平
等
に
負
担
す
る

こ
と
を
特
色
と
し
て
い
る
。
加
え
て
ム
ラ
の
諸
経
費
の
分
担
も
所
得
や
不
動
産
な
ど

に

合
わ
せ
な
が
ら
実
質
的
平
等
を
は
か
り
、
ま
た
ム
ラ
内
部
で
各
種
の
講
を
営
ん
で

そ

の

ト
ウ
ヤ
も
各
戸
で
順
送
り
で
平
等
に
つ
と
め
る
な
ど
、
近
隣
関
係
を
基
盤
と
す

る
互
助
と
協
同
が
著
し
く
、
長
期
的
に
み
て
各
戸
の
対
等
、
平
等
を
貫
い
て
い
る
の

を
特
徴
と
し
て
い
る
（
蒲
生
正
男
　
一
九
七
九
、
四
三
）
と
要
約
し
て
い
る
。
加
え

て

蒲
生
正
男
は
宮
座
の
存
在
す
る
村
落
の
す
べ
て
を
、
こ
の
「
当
屋
制
村
落
」
に
包

含
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
指
摘
し
、
株
座
的
な
宮
座
を
も
つ
村
落
を
当
屋
制
村

落
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
結
論
的
に
い
え
ぽ
荒
蒔
は
当
屋
制
村
落
の
一
類
型
と
し
て

理
解
す

る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
い
う
当
屋
制
村
落
は
成
員
間

の

対
等
性
を
原
理
と
す
る
社
会
構
造
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
当
番
を
交
代
さ
せ
て
長
期

的
に
は
対
等
性
の
実
現
を
め
ざ
す
構
造
原
理
で
あ
っ
て
、
社
会
的
上
下
関
係
設
定
の

原

理
は

同
族
制
村
落
や
年
齢
階
梯
制
村
落
な
ど
の
村
落
類
型
と
は
異
な
る
。
当
屋
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

村
落
に
お
け
る
権
威
の
源
泉
は
、
ま
さ
に
当
屋
制
そ
の
も
の
で
あ
る
。
当
屋
制
村
落
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に

は
、
成
員
が
村
落
社
会
内
で
一
定
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
型
と
、
村
落
の
す

べ
て

の

構
成
戸
に
拡
大

さ
れ
て
い
る
型
が
あ
る
。
前
老
は
株
座
的
な
宮
座
を
基
盤
と

す

る
当
屋
制
村
落
で
あ
り
、
後
者
は
村
座
的
な
宮
座
を
基
盤
と
す
る
当
屋
制
村
落
で

あ
る
。
荒
蒔
の
村
落
社
会
構
造
は
基
本
的
に
は
株
座
的
な
宮
座
を
基
盤
と
す
る
当
屋

制
村
落
で
あ
る
が
、
昭
和
初
期
以
来
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
は
、
荒
蒔
の
社
会
が
村
座

的
な

宮
座
を

基
盤

と
す
る
当
屋
制
村
落
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
過
程
と
し
て
理
解
し

う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

六
　
荒
蒔
宮
座
関
係
資
料

一
、

宮
座
営
帳
（
安
永
五
年
）

二
、
宮
座
営
帳
（
文
政
三
年
）

三
、
荒
蒔
村
宮
座
営
帳
（
明
治
四
三
年
改
冊
）

四
、
改
正
宮
座
営
帳
（
大
正
一
四
年
）

五
、
荒
蒔
村
宮
座
営
帳
（
昭
和
＝
年
～
）

六
、
改
正
宮
座
営
帳
（
昭
和
＝
年
～
）

七
、
當
家
廻
り
氏
名
（
昭
和
三
五
年
～
五
〇
年
）

八
、
改
正
宮
座
帳
（
昭
和
五
八
年
一
二
月
改
正
）

九
、
村
社
勘
定
帳
（
大
正
三
年
）

一
〇
、
太
神
宮
石
燈
籠
寄
進
帳
（
文
政
二
二
年
）

＝
、
荒
蒔
村
宮
座
営
帳
（
明
治
四
三
年
改
冊
）
（
写
真
）

こ
こ
に
資
料
と
し
て
示
す
の
は
、
荒
蒔
の
宮
座
お
よ
び
村
落
組
織
の
関
係
資
料
で

あ
る
。
荒
蒔
の
文
書
の
う
ち
『
宮
座
中
間
年
代
記
』
（
天
正
元
年
～
天
保
六
年
、
全

四

巻
）
や
安
永
九
年
の
『
宮
座
営
帳
』
は
す
で
に
『
改
訂
天
理
市
史
・
史
料
編
』
第

一
巻
に
復
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
に
印
刷
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

主

と
し
て
明
治
以
降
の
宮
座
関
係
の
資
料
を
お
さ
め
る
こ
と
に
し
た
。
　
〔
資
料
一
〕

は

荒
蒔
に
現
存
す
る
最
古
の
宮
座
営
帳
で
あ
る
。
営
帳
は
宮
座
の
一
年
間
の
行
事
内

容
や
組
織
の
取
決
め
事
項
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
宮
座
営
帳
に
は
儀
礼

の

記
載
は
な

く
、
当
家
や
宮
田
な
ど
が
主
た
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
〔
資
料
二
〕
は

文
政
三
年

と
お
も
わ
れ
る
宮
座
営
帳
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
正
月
か
ら
一
二
月
に
い
た

る
宮
座
の
行
事
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。
〔
資
料
三
〕
は
明
治
四
三
年
に
、
そ
れ
ま
で

の

宮
座
営
帳
を
ま
と
め
て
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
行
事
の
供
物
や
情
景
を
図
に
よ
っ

て

示

し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
に
お
い
て
も
こ
の
資
料
は
荒
蒔
の
宮
座
行
事
を
理
解

す

る
う
え
で
、
最
も
基
本
的
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
ま
た
大
正
八
年

以
降
の
宮
座
の
取
決
め
事
項
に
つ
い
て
も
若
干
の
記
載
が
あ
る
。
〔
資
料
一
一
〕
は

こ
の
資
料
を
写
真
で
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
〔
資
料
四
〕
は
大
正
一
四
年
に
新
た

に

書
き
起
こ
さ
れ
た
宮
座
営
帳
で
あ
る
。
大
正
一
三
年
に
荒
蒔
に
は
未
曾
有
の
凶
作

が

お
そ

っ

た

が
、
こ
の
宮
座
営
帳
の
冒
頭
に
は
そ
う
し
た
事
態
を
ふ
ま
え
て
供
物
な

ど
の
改
正
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
最
後
に
は
、
長
老
制
度
に
つ
い
て
の
新

た

な
取
決
め
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
昭
和
初
期
に
大
き
な
変
動
を
と
げ
る

直
前
の
状
況
を
知
る
う
え
で
、
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
〔
資
料
五
〕
は
昭
和
＝
年

改
冊
の
宮
座
営
帳
で
あ
り
、
旧
座
に
く
わ
え
て
新
座
が
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
そ
の
過

程
に

つ
い

て
、
組
織
を
中
心
に
記
載
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
こ
の
資
料
に
よ
っ
て
昭

和
初

期
の
荒
蒔
の
宮
座
の
変
動
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
資
料
六
〕
は
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昭
和

＝
年
以
降
の
宮
座
行
事
の
内
容
を
記
述
す
る
と
と
も
に
、
昭
和
三
四
年
ま
で

の

さ
ま
ざ
ま
な
宮
座
の
記
録
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
に
よ
っ
て
昭
和
一

一
年
以

降
の
荒
蒔
の
宮
座
の
動
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
経
費
的
に
宮

座
が

ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
資
料
に
よ
っ

て

ま
た
、
昭
和
一
一
年
以
降
の
宮
座
の
当
家
、
ケ
イ
チ
ン
当
家
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
〔
資
料
七
］
は
昭
和
三
五
年
以
降
の
当
家
の
順
序
と
営
の
内
容
を
記
録
し

た
文
書
で
あ
り
、
〔
資
料
八
〕
は
現
在
使
用
中
の
宮
座
営
帳
で
あ
る
。
〔
資
料
九
〕
は

大
正
三
年
以

降
の
勝
手
神
社
の
収
支
決
算
を
記
録
し
た
文
書
で
あ
り
、
村
と
宮
座
の

関
係
を
こ
れ
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
資
料
一
〇
〕
は
荒
蒔
の
伊
勢
講
関

係
の

資
料
で
あ
り
、
文
政
二
二
年
の
石
灯
籠
の
造
立
に
あ
た
っ
て
の
寄
進
者
の
名
前

と
寄
進
額
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
掲
げ
る
資
料
の
原
文
に
は
か
な
り
の
誤
字
な

ど
も
あ
る
が
こ
こ
で
は
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
。
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〔資
料
一
〕

安
永
五
申
正
月
三
日

　
　
宮
　
座
　
営
　
帳

　
　

神
主
営

中
年藤

兵
衛

酉
年

伊
介

戌
年源

右
衛
門

助
右
衛
門

兵
介

清
蔵

太
七

伊
介

助
右
衛
門

茂
七

　
　
　
う
’
O

　
　

当
屋
営

申
年源

吉

酉
年

茂
七

戊
年善

介

亥
年弥

平
次

太
七

　
　
　
　
け
い
ち
ん

　
　
　
　
　
　

弥
平
次

兵
助

　
　
　
　
　
　

清
蔵
　
　
善
介

　
　
　
　
　

源
吉
　
　
源
右
衛
門

　
　
　
　
　

藤
兵
衛

営
之
宮
裏
之
本
木
之
下

　
　
　
　

宮

田
高
覚

一
大
田
高
壱
石
三
斗
七
升
八
合

一
堂
前
高
壱
石
三
斗
三
升
九
合

一
左

田
高
壱
石
壱
斗
内
三
斗
七
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
文
牢
判
読
不
可
）

一
西
ノ
宮
高
一
斗
弐
升
伍
合

一
宮
ノ
東
方
高
一
斗

　
　
　
　
　
　
　
舛
壱
合
分

一
北
地
境
下
四
斗
四
合
伍
夕
及
二
升
冶
入

　
　
　
　
　
　
　
六

惣
高
〆
四
石
六
斗
壱
合
伍
夕

　
　
　
　
　
　
　
≧

　

壱
名
四
月

　

惣
〆
四
石

　
　
　

預
ケ
高
覚

一
左

田
壱
石
七
斗
　
　
　
伊
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

善
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
右
衛
門

一
大

田
壱
石
五
斗
三
升
　
善
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

助
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
平
次

一
当
前
壱
石
三
斗
六
升
　
兵
助

　
　
壱
人
前
二
六
斗
八
升
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
助

一
西
之
宮
五
斗
六
升
　
　
藤
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

茂
七

一
宮
之
東
ノ
方
壱
斗
神
主
之
余
リ

〆
高
五
石
弐
斗
五
升

内
三
斗
弐
升
弐
合
神
主
へ
渡
ル

又
　
弐
斗
は
神
へ
つ
き
米

更
二
七
斗
六
合
当
屋
江
渡
ル

寅
之
年
　
　
　
　
　
　
　
口
舛
代

一
佛
具
代
三
拾
分
之
　
屋
具
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
之
宮
（
厘
）

　

此
内
右
金
代
六
匁
三
分
六
リ

　
　
　
　
拾
壱
匁
　
　
壱
口
文

　
　
　
　
弐
分
　
　
　
口
口
口
文

　
　
三
に

〆
拾
九
匁
六
分
六
リ

　
　
引
タ
リ
拾
匁
六
分
四
リ

　
　
　
　
内
拾
弐
匁
弐
リ
流
ス

　
　
　
〆
三
拾
匁

　
　
　
　
銀
ロ
リ
覚

　
卯
之
年
十
二
月
十
二
日

一
拾
四

匁
　
　
　
　
　
　
　
伊
助
か
し

　
　
　

内
五
匁
　
御
用
銀
仕
之
共
に

　
　
残

リ
　
八
匁
八
分
　
　
　
か
し

　
　
　
　
　
内
三
匁
出
る
　
　
　
付
出
し

　
辰
之
十
二
弓
十
二
日

一
拾
三
匁
弐
分
　
　
　
源
右
衛
門
か
し

　
　

内
六
匁
五
分

御
用
銀
仕
之
出
る

　
　
又
　
三
匁
五
分
　
　
し
ら
は
り
布
代
仕
之

　
残
リ
　
三
匁
壱
分
ハ
　
　
　
　
　
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

付
出
し

　
己
十
二
月
十
二
日

一
拾
壱
匁
九
分
　
　
　
　
　
　
助
右
衛
門
か
し

　
己
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
方
6
出
シ

　
　
内
三
匁
五
分
弐
リ
御
用
銀
新
二
被
為
□
□

　
　
又
　
壱
匁
弐
分
八
リ
助
右
衛
門
ら
仕
リ
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ら
は
り
布
代
仕
り
之
出
し

　
残
リ
　
拾
匁
六
分
弐
リ
　
ロ
ロ
ロ

　
　
　
内
弐
分
　
　
　
　
兵
介
口
か
し

　
未
正
月
β
改

惣
〆
拾
　
朱
六
分
四
リ
　
　
　
　
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

付
出
し

　
未
正
月
β

一
五
分
　
　
　
　
　
　
　
兵
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
し
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未
正
月
β

一
口
匁
六
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
士
ロ

　
　
　
　
　
　
右
は
御
用
コ
り

　

内
壱
匁
三
リ
ロ
幡
地
口
口
口
か
し

残
三
匁
　
　
　
　
　
　
か
し

　
　
　
　

ロ
リ
覚

大

田
　
五
斗
壱
升
ツ
ふ

堂
前
　
四
斗
五
升
三
合
ッ
ふ

　
　
　
　
　
　
　
三
夕

佐
田
　
五
斗
六
升
壱
合
ッ
ふ

西
宮
　
五
斗
六
升
ッ
ふ

　
未
十
二
日

一
拾

三
匁

五
分
八
リ

　
　
内
弐
匁
五
分
八
リ

弥
平
次

兵
介

善
介

清
蔵

源
吉

藤
七

助
右
衛
門

太
七

　
右

伊
介

御
用
（
口
）
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
口
口
口
口
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
口
口

　
未
十
一
月

一
壱

匁
六
分
　
　
　
　
　
口
口
口
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
口
口
口
口
口
口

　
残
六
分
　
　
　
　
　
　
か
し

天
明
六
丙
弔
年
改
神
主
営

　
藤
兵
衛
　
伊
介
　
源
右
衛
門

　
助
右
衛
門
　
源
吉
　
茂
七

　
善
助
　
弥
平
治
　
兵
助

太
七
　
清
蔵

　
　
　
　
当
屋
営

源
吉
　
茂
七
　
善
助

弥
平
次
　
兵
助
　
太
七

清
蔵
　
藤
兵
衛
　
伊
介

源
右
衛
門
　
助
右
衛
門

卯
年
　
当
や
廻
り
段

　
神
主

一　
伊
助

一　
源
右
衛
門

一　
介
右
衛
門

一　
茂
七

一　
善
助

一　
弥
平
次

　　
左
七

一　
清
蔵

一　
源
治
郎

茂
七

善
助

弥
平
次

左
七

清
蔵

源
治
郎

伊
介

源
右
衛
門

源
治
郎

ミ
　
ミ
　
ミ

助
右
衛
門

〔資
料
二
〕
（
表
紙
な
し
）

一
正
月
四
日
し
や
う
ご
ん
の
次
第
四
日
早
朝
二
当
や
こ
て
餅

　
つ
き
す
る
御
く
う
三
合
も
ち
八
ッ
と
り
九
ッ
す
へ
、
二
ぜ

　
ん
東
之
小
宮
様
江
、
　
一
せ
ん
西
の
大
み
や
様
江
、
　
一
せ
ん

こ

の

ね
の

も
ち
座
衆
一
斬
二
一
ッ
つ
ふ
、
其
餅
代
ト
し
て

　
一
軒
二
銭
四
文
ッ
、
、
又
三
合
餅
わ
け
て
次
第
東
の
大
宮

様
江
、
西
の
小
宮
様
、
観
音
様
、
じ
ゆ
ら
し
き
様

一
大
ぶ

く
の
次
第
大
ふ
く
三
ッ
ェ
か
さ
り
物
、
ゆ
つ
こ
う
、

　
と
こ
ろ
、
た
ち
ば
な
、
く
し
か
き
、
か
や
、
か
ち
く
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
（
マ
マ
）

　
た

い

こ
ん
丸
き
り
右
七
所
也
、
し
は
ん
九
ま
い
、
　
の
へ

　
か
み
壱
ぢ
ょ
、

　
右
四
文
ッ
ェ
の
銭
御
ふ
せ
に
す
る
也

一
同
月
十
日
か
ん
ぢ
ょ
か
け
半
紙
一
ち
よ
、
し
き
び
の
花
、

　
御
く
う
、
白
む
し
壱
升
五
合
、
　
一
せ
ん
東
の
大
宮
様
江
さ

　
い
二
い
も
、
ま
め
、
め
い
、
汁
二
な
あ
一
そ
く
き
り
二
、

　
は
し
、
柳
は
し
、
御
酒
五
合
、
西
の
大
宮
様
、
東
の
大
宮

　

壱
尺
弐
寸

様
、
さ
か
な
に
し
と
ぎ
両
宮
様
江
そ
な
へ
、
此
と
き
に
ふ

　
せ
壱
文
渡
し
当
や
β
出
る

一
け
い
ち
ん
十
二
月
御
く
う
壱
升
五
合
、
汁
二
ご
ぼ
う
、
さ

　
い
に
、
ま
め
、
い
も
、
め
い
、
く
る
み
あ
へ
、
柳
は
し
、

観
お
ん
様
江
そ
な
へ
、
東
の
大
宮
様
御
酒
五
合
そ
な
へ

　
　
四
日

一
二
月
し
や
う
こ
ん
正
月
の
と
同
事

一
五
月
節
句
む
さ
ち
ま
き
壱
社
二
数
七
ッ
づ
ふ
そ
な
へ
、
御

酒

五
合
両
宮
様
江
そ
な
へ

一
六
月
十
二
日
座
衆
一
軒
二
小
む
き
弐
合
づ
ふ
あ
つ
め
、
餅

　
　
　
　
　
　
　
　
（
備
へ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

　
二
し
て
四
社
明
神
様
江
口
口
、
西
の
大
宮
様
小
宮
様
共
市

殿
江
渡
し
、
御
酒
五
合
両
宮
様
江
そ
な
へ
、
此
時
之
か
ぐ

　
　
　
　
（
判
読
不
可
）

う
む
ぎ
二
　
、
大
豆
と
も
、
又
銭
も
市
殿
と
神
主
と
ニ
ッ
わ

け

也

一
座
衆
一
け
ん
二
あ
ら
む
き
小
　
壱
升
ッ
s
あ
つ
め
、
此
内

八
升
市
殿
江
渡
ス
、
残
リ
当
家
出
す
銚
嫡
輩
榊
娃
鮪
轍

一
九
月
朔
日
御
く
う
壱
升
五
合
二
せ
ん
二
す
る
、
さ
い
に
い

も
、
ま
め
、
め
い
、
く
る
み
あ
へ
、
汁
二
な
、
や
な
ぎ
は
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し
、
御
酒
五
合
、
両
宮
様
江
そ
な
へ
、
此
時
座
衆
一
人
二

五
合
ッ
ふ
二
而
も
り
、
汁
二
い
も
、
さ
い
に
い
も
、
め
い
、

く
る
み
あ
へ
、
又
五
合
三
ッ
割
之
に
き
り
め
し
付
但
シ
お

く
り
せ
ん
酒
な
し
、
に
き
り
め
し
も
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
尺
五
寸
柳
は
し

一
九
月
八
日
た
つ
た
へ
こ
う
り
と
り
こ
行
、
当
や
一
人
、
神

主
一
人
、
都
合
二
人
行
事

一
同
十
一
日
と
う
や
二
て
み
ゆ
う
御
く
う
つ
き
、
餅
三
合
宛

八
つ
九
つ
す
へ
二
せ
ん
十
三
日
二
そ
な
へ
、
神
主
市
殿
両

人
二
当
や
に
て
夕
め
し
取
、
半
紙
一
ち
よ
二
本
之
へ
い
、

か

さ
か
み
一
ち
よ
二
ほ
ん
の
へ
い
、
へ
い
ふ
ぐ
り
よ
み
や

に
わ
京
枡
三
合
ニ
ッ
わ
け
、
同
十
三
日
ハ
京
枡
三
合
ッ
ム

ニ
つ
に
す

る
、
十
二
日
二
神
主
市
殿
両
人
と
も
当
や
二
て

夕
は
ん
有
、
又
十
二
日
御
く
う
餅
米
、
白
む
し
白
米
弐
升
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
判
読
不
可
）

西
東
大
宮
様
五
合
ッ
ふ
　
　
四
ッ
割
、
此
時
御
く
う
大
み

　
　
　
　
　
　
と
も
二
ぜ
ん

や
様
小
み
や
様
　
　
市
殿
へ
遣
ス
、
よ
み
や
座
酒
は
か
り
、

又
か

く
う
の
儀
は
六
月
十
二
日
と
同
様
神
主
と
市
殿
と
ニ

ッ

わ
け
、
十
三
日
わ
た
り
之
節
当
や
二
て
御
酒
一
こ
ん
ッ
入

二

て

わ
た

る
物
遣
也
、
同
十
二
日
御
酒
し
と
ぎ
み
ゆ
う
の

と
き

一
十
一
月
朔
日
御
く
う
壱
升
五
合
弐
ッ
わ
け
、
大
宮
様
与
小

宮
様
、
観
お
ん
様
、
じ
ゆ
ら
し
き
様
、
汁
さ
い
ハ
い
つ
も

と
う
よ
う
、
も
ち
米
の
あ
ず
き
む
し
め
し
、
も
ち
米
の
こ

ば

し
、
さ
い
に
、
大
こ
ん
、
い
も
、
き
り
こ
み
、
御
酒
五

合
両
宮
様
へ
そ
な
ヘ

一
は

つ
を

米
一
け
ん
二
小
舛
壱
升
つ
ふ
、
内
小
舛
七
升
市
殿

江

渡
ス
、
残
リ
米
は
当
屋
江
出
す

一
同
十
日
か
ん
ぢ
ょ
か
け
正
月
と
同
断
、
此
時
つ
た
の
は
、

坊
様
之
ふ
せ
壱
分
遺
ス
、
さ
ん
ま
い
三
合

一
十
一
月
十
二
日
さ
ん
よ
う
当
家
二
て
ぞ
う
に
、
座
衆
不
残

夕

は
ん
有
リ

一
小
ず
け
め

し
取
、
さ
い
に
い
も
、
大
こ
ん
、
こ
ん
に
や
く
、

き
り
こ
み
、
酒
有
筈
、
さ
か
な
に
ご
ほ
う
に
ま
め
、
こ
ん

に
や
く

一
十
二
月
十
三
日
す
す
は
ら
い
、
当
屋
と
神
主
と
た
ち
あ
い

二

て

可
致
定
二
候
、
又
あ
と
の
神
主
同
と
う
や
へ
わ
た
し

候
定
な
り

〔資
料
三
〕

安
永
九
年
　
　
　
拍

文
政
三
年
　
　
　
写

文
政
十
一
年
　
　
写

明
治
四
十
三
年
　
改
冊

　

荒
蒔
村
宮
座
営
　
帳

（
マ

マ

）

大
陽
暦
十

二
月
吉
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

座
中

　
　
　
　

宮
座
之
式
目

二
月
四
日
営
ミ
　
　
　
（
マ
マ
）

一
此
暦
壱
月
四
日
し
よ
ぐ
ん
営
み
之
事

　
ま
つ
　
〉
ミ
〉
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
　
　
　
（
マ
マ
）
四

　
先
四
日
早
朝
二
當
家
三
ア
餅
を
つ
き
、
御
く
う
三
合
所
八
ッ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
　
　
　
壱

　
東
之
大
宮
様
井
二
観
音
様
、
し
ゅ
ら
せ
つ
様
、
但
シ
弐
ッ

（
マ

マ

）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〉

　
す
父
又
九
ッ
ず
つ
は
弐
ぜ
ん
、
是
ハ
お
し
き
ぜ
ん
一
膳
二

小

も
ち
九
ッ
つ
つ
、
か
ず
は
都
合
十
八
東
小
宮
様
西
之

小
宮
様
・
そ
な
へ
・
次
二
大
ぶ
く
糞
竹
を
丸
く
わ
あ
に
斑

し
て
、
其
ま
ん
な
か
に
十
も
ん
じ
二
竹
を
渡
し
て
、
わ
ら

を

ち
い
さ
く
ほ
で
う
よ
を
に
し
て
、
十
も
ん
じ
ノ
竹
二
ゆ

い
付
、
又
竹
ぐ
し
二
さ
し
て
、
そ
な
へ
も
の
い
う
し
な
か

ざ
る
、
△
ゆ
こ
ふ
△
と
こ
ろ
△
た
ち
ば
な
△
く
し
が
き
△

か
や
△
か
ち

ぐ
り
△
大
根
△
竹
ぐ
し
拾
四
本
デ
台
一
ッ
に

七
本
づ

ふ
△
屋
ぐ
し
壱
本
半
紙
二
て
御
へ
い
切
、
　
の
べ
紙

半

じ
よ
、
是
二
て
こ
ふ
ま
く
。
ご
ふ
づ
ゑ
は
標
な
わ
井
二

松
ば
の
な
へ
、
是
ハ
座
主
住
家
之
数
ほ
ど
調
へ
お
く
へ
し
、

観
音
堂
二
て
か
じ
す
る
、
か
じ
お
わ
り
て
の
ち
に
ご
ふ
の

や
の

餅
と
い
ふ
て
、
宮
座
一
ッ
け
ん
二
ご
ふ
つ
へ
持
へ
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ゐ

二

餅
一
ッ
づ
ふ
付
て
く
は
る
、
其
も
ち
二
代
と
し
て
一
銭

　
　
但
し
正
矢
可
合
取
当
家
ノ
数
だ
け

づ

ふ
入
て
か
や
す

観
音
様

全
小
宮
様

東
大
宮
様

西
大
宮
様

（図
）

（図
）

（図
）

此
松
苗
ハ
西
宮
様
の
立
松
の

は
に
て

こ
し
ら
へ
る
べ
し

（図
）
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全
小
宮
様

じ
ゆ
ら
せ
つ
様

一
一
月
十
日
く
わ
ん
じ
や
う
し
め
か
け
住
次
第
、
御
く
う
、

白
む
し
壱
斗
五
合
一
ぜ
ん
東
大
宮
様
へ
備
へ
、
△
さ
い
に

△
い

も
△
め
い
△
ま
め
△
し
る
に
な
の
一
そ
く
切
り
△
柳

ぽ

し
壱
尺
弐
寸
△
し
め
口
す
じ
、
但
シ
七
五
三
の
た
れ
△

壱

し
め
二
三
所
二
付
△
半
紙
壱
帖
是
こ
て
御
へ
い
三
本
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
な

れ
お
切
△
御
酒

五
合
西
之
大
宮
様
、
東
之
大
宮
様
へ
供
へ

△

さ
か
な
さ
ふ
ば
の
う
へ
に
し
と
ぎ
を
そ
な
へ

　
　

但
シ
し
と
ぎ
の
、
し
ょ
ふ
は
、
も
ち
米
を
、
す
り
て
、

　
　
　
　

こ
れ
を
、
さ
さ
ば
の
、
う
へ
に
、
か
け
る
も
の

　
　
　
　

也

観
音
様

（図
）

同
　
小
宮
様

東
之
大
宮
様

じ
ゆ
ら
せ
つ
（
図
）

（図
）

西
之

大
宮
様

同
　
小
宮
様

一
同
一
月
十
二
日
け
い
ち
ん
し
だ
い

御
へ
い
十
二
本
、
但
し
潤
月
な
ら
ば
十
三
本
切
ル
、
屋
ぐ

　
　
　
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
〉
　
　
ミ
　
　
〉
　
　
ミ
　
　
〉
　
　
ぐ
　
　
〉
　
　
〉

し
。
た
け
壱
尺
二
寸
△
柳
の
ゆ
み
。
や
十
弐
本
。
是
も
潤

月
な
ら
ば
十
三
本
△
ひ
き
み
△
鬼
竹
を
丸
く
し
て
か
ミ
に

て

は

り
て
△
ま
と
ふ
を
こ
し
ら
へ
△
さ
ん
ま
い
三
合
。
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち

み

き
は
。
ち
よ
し
に
て
持
行
く
△
か
わ
ら
け
十
二
枚
二
て

そ
な
へ
座
衆
一
統
二
御
酒
い
た
y
＜
△
つ
く
ゑ
一
き
や
く

△
せ
ん

こ
ふ
△
と
う
明
△
ら
い
は
ん
△
か
じ
以
後
へ
ゆ
み

　
　
〉
、
　
S
～
　
≧
　
　
〉

を

い

る
、
是
は
ま
と
ば
様
二
て
営
む
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

一
ま
た
両
小
宮
雀
燐
観
立
日
様
じ
ゆ
ら
せ
つ
工
様
ま
へ
に
御
く
は
。

う
る
白
米
壱
斗
五
合
し
ら
む
し
に
し
て
。
そ
な
へ
る
也
△

又

お

し
る
に
△
ご
ぼ
う
△
さ
い
に
△
ま
め
△
い
も
△
め
い

△
く
る
み
あ
ゑ
△
柳
ぽ
し
壱
尺
弐
寸
△
観
音
様
東
之
大
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
ミ
　
　
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
是
れ
は

様
へ
そ
な
へ
、
御
み
き
五
合
備
る

△⊥

小
宮
様
（
図
）
　
し
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　

ら
せ

東
之
大
宮
様

（
図
）
　
つ
様

（図
）

　

西
之
大
宮
様

（図
）

　

全

小
宮
様

（図
）

　
　
　

観
お
ん
様
（
図
）

的
主
様

　
　
　
　
　
　
（
図
）

但

し
け
ち
ん
座
主
へ
白
む
し
五
合
（
図
）
新
目
二
て
致
す

ぐ
し
又
小
付
あ
り
、
是
は
古
目
之
三
ッ
割
と
す
ぐ
し

但

⊥
雛驚
罐
鍵
燃
硫
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
イ
リ
グ
キ
）

是
に
送
ぜ
ん
小
付
め
し
井
二
さ
い
な
し

　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

一
弐
月
四
日
し
よ
ぐ
ん
是
は
正
月
と
同
事
之

一
五
月
節
句
む
ぎ
ち
ま
き
。
壱
社
二
か
ず
七
ッ
づ
ふ
そ
な
へ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
御
み
き
五
合
両
宮
様
へ
備
る
之

一
七

月
十
二
日
小
麦
餅
四
社
明
神
様
二
そ
な
へ
る
、
但
し
座

　
衆
壱

け
ん
に
小
麦
小
枡
一
ば
い
つ
ぶ
あ
づ
め
て
も
ち
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
？
）

　
ぐ
し
、
又
は
つ
穂
と
し
て
麦
を
小
枡
壱
ば
い
宛
あ
つ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
白
む
し

一
拾

月
朔
日
御
く
ふ
△
壱
斗
五
合
弐
ぜ
ん
二
す
る
△
さ
い
に

　
い
も
△
ま
め
△
め
い
△
く
る
み
あ
へ
、
御
汁
る
に
△
な
の

　
壱
束
ぎ
り
△
柳
は
し
二
“
△
御
酒
五
合
両
宮
様
に
供
へ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秤
ノ
中
目
掛
ケ
）

　
是
は
昼
間
で
座
衆
一
人
に
白
む
し
五
合
の
盛
め
し
に
又
三

　
ツ
割
の
ゆ
め
し
附
る
、
是
は
秤
掛
け
に
て
極
末
目
を
要
す

　
△
さ
い
に
△
い
も
△
こ
ん
に
や
く
△
牛
房
汁
に
い
も
の
丸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ル
ミ

　
入
れ
△
引
肴
に
△
め
へ
△
い
も
の
豆
あ
へ
△
酒
肴
は
△
い

も
こ
ん
に
や
く
△
牛
房
　
　
　
　
　
午
後
に
餅
の
む
し
め

し
、
秤
の
元
目
掛
に
て
大
宮
・
小
宮
、
し
ゅ
ら
せ
つ
△
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

わ
ん

を

ん

様
へ
備
へ
御
酒
は
五
合
後
当
家
方
よ
り
備
へ
座

衆
各
々
に
五
合
の
盛
め
し
を
傍
に
四
合
の
盛
め
し
を
添
へ

外

附
属
な
し
、
酒
肴
は
昼
間
の
通
り
で
す

　
　
　
（
？
）

但

し
平
の
国
へ
送
る
ゆ
め
し
も
秤
の
元
目
掛
け
を
用
る

座
主
送

り
膳
は
○
御
供
と
○
は
し
と
の
外
は
無
ゆ
め
し
も

無
と
す
△
御
ご
く
の
○
さ
が
り
は
神
主
当
家
後
受
の
三
ツ

に
分
配
す
べ
き
物
也

一
同
八
日
龍
田
え
こ
を
り
取
に
行
く
、
其
は
神
主
当
家
弐
人

に
限

る
へ
し

一
同
十
二
日
当
家
方
に
て
御
供
つ
き
を
す
る
、
取
方
は
餅
三
　
8
3

　
　
　

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

合
取

り
五
ッ
但
し
四
膳
に
備
へ
九
ッ
づ
瓦
弐
ぜ
ん
に
調
へ

　
　
　
≧
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お

き
是
は
十
三
日
に
大
宮
各
社
に
御
備
へ
物
な
り
、
又
当

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
せ
っ

や
二
て
夕
飯
有
之
△
其
節
用
意
物
半
紙
壱
帖
、
御
へ
い
弐

本
切
、
か
さ
紙
壱
帖
、
御
座
い
弐
本
切
、
へ
い
ふ
ぐ
り
、

白
米
六
合
但
し
京
桝
な
り
、
ニ
ツ
に
わ
け
て
三
合
つ
ぶ
市

調
え

同
十
三
日
は
京
枡
三
合
つ
ぶ
ニ
ッ
す
る
、
尚
十
三
日
神
主

当
家
二
て
夕
飯
あ
り

同
日
御
く
う
、
白
餅
米
弐
本
を
む
し
二
し
て
内
五
合
つ
つ

西
東
之
大
宮
様
に
そ
な
へ
、
あ
と
四
ッ
わ
け
二
し
て
両
小

宮
、
観
音
様
、
じ
ゆ
ら
せ
つ
様
に
そ
な
へ
、
後
大
宮
様
小

　
　
　
　
　
と
を
や
へ
さ
か
る

宮
様
弐
ぜ
ん
市
殿
へ
出
し

一
十
二
日
御
わ
た
り
す
み
て
、
御
酒
一
こ
ん
す
る
、
さ
か
な
。

い

も
。
大
根
。
こ
ん
に
や
く
。
ご
ぽ
ふ

一
同
十
三
日
之
わ
た
り
の
節
は
、
当
家
二
て
座
衆
御
酒
一
ッ

こ
ん
づ
ふ
い
た
だ
き
渡
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

同
小
宮
様
　
　
じ
ゆ
ら
せ
様

東
大
宮
様

　
　
　
　
　
　
（
図
）

西
大
宮
様

同
小
宮
様
　
　
観
音
様

一
さ
か
な
二
。
は
す
、
い
も
、
ご
ぽ
ふ
。
だ
い
こ
ん
。
こ
ん

に
ゃ
く
。
次
二
十
三
日
御
渡
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ま
も
よ
し

東
之
大
宮
様
　
　
御
酒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
図
）

西
之
小
宮
様
　
　
初
穂
　
　
　
是
は
弐
荷
之
品

　
　
　
　
　
　
　

い
ね

一
十
二
月
朔
日
あ
か
ら
が
し
ら
営
む
、
御
く
う
壱
升
五
合
、

も
ち
米
の
あ
づ
き
の
む
し
め
し
、
西
大
宮
様
、
両
小
宮
様
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

観
音
様
、
じ
ゆ
ら
せ
つ
様
に
備
へ
△
し
る
に
△
な
の
一
そ

く
切
△
さ
い
は
△
い
も
△
ま
め
△
め
い
、
く
る
み
あ
へ
、

次

に
座
衆
一
軒
赤
飯
の
き
よ
、
但
し
小
き
り
飯
な
り
、
又

も
ち
米
乃
こ
ば
し
△
さ
い
に
、
大
根
、
い
も
△
切
ご
み

に

し
て
よ
し
、
尤
も
御
酒
五
合
両
宮
様
に
備
へ
、
い
た
だ

く
之
△
さ
か
な
二
こ
ん
に
や
く
、
ご
ぽ
を
、
い
も

一
十

二
月
十
日
く
わ
ん
じ
う
か
け
、
前
の
正
月
十
日
と
同
事

　
二
行
ふ
、
し
め
に
つ
た
の
。
は
を
つ
け
る

一
同
十
二
日
さ
ん
に
よ
う
、
当
家
に
て
。
座
衆
不
残
。
ぞ
を

　
に
で
夕
飯
有
△
か
や
く
は
△
大
」
根
△
い
も
△
と
を
ふ
△

む
す
び
昆
布
入
る
、
外
二
小
付
之
め
し
あ
り
△
さ
い
に
△

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
り
ぐ
き

　
い
も
、
大
根
△
こ
ん
に
や
く
△
さ
か
な
二
△
こ
ぼ
を
△
に

ま
め
△
こ
ん
に
や
く
△
か
つ
の
こ
。
な
り
△
御
酒
は
申
迄

　
も
な
し

あ
と
は
年
中
次
第
用
法
な
り

一
同
十
三
日
す
す
は
ら
い
、
当
家
と
神
主
た
ち
あ
い
に
て
、

あ
と
当
家
井
て
神
主
方
へ
差
し
渡
申
定
め
候
也

一
あ
と
当
家
神
主
之
役
始
〆

十
二
月
三
十
日
両
人
出
合
に
て
立
松
を
か
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
シ
数
ハ
計
拾
弐
本
ナ
リ

（図
）

一
ど
を
が
い

給
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
4

一
備
へ
も
の
△
か
や
。
か
ち
ぐ
り
。
す
み
。
と
こ
ろ
。
だ
い
　
2

　
だ
い
。
に
て
か
ざ
り
掛
ヶ
付
、
四
と
こ
ろ
。
外
は
皆
ひ
め

　
な
わ
を
巻
付
る
也

　
　
（
マ
マ
）

　
つ
　
も
　
　
　
ご
　
り

　
　
　
　
　
　
　
と
し
こ
し

一
晦

日
肛
朔
日
。
節
分
は
。
参
詣
人
之
為
。
観
音
堂
に
て

　
ご
ま
た
き
は
。
神
主
当
家
立
会
之
事

一

氏
神
．
立
願
之
宮
（
工
饗
難
騨
翼
砒

　
当
社
祭
祀
命
二
依
リ
年
中
行
事

凡

ソ
祭
典
ヲ
大
別
シ
テ
大
祭
中
祭
ヲ
祭
ト
ス

大
祭
ト
ハ
新
年
祭
。
新
嘗
祭
ハ
例
祭
、

中
祭
ト
ハ
新
年
祭
。
元
始
祭
、
紀
元
節
祭
、
天
長
節
祭
。

小
祭
ト
ハ
前
大
祭
中
祭
ヲ
除
ク
ノ
外
小
祭
ト
ス

祭
典
別
二
奉
献
ス
ル
神
殿
品
目
及
台
数

大
祭
　
和
稲
。
荒
稲
。
御
酒
。
御
餅
。
海
魚
。
川
魚
。
野
鳥
。

　
　
　
水
鳥
。
海
菜
。
野
菜
。
果
物
。
塩
。
水
。

中
祭
　
御
食
。
御
酒
。
御
餅
。
魚
。
海
菜
。
野
菜
。
果
物
。

　
　
　
塩
。
水
。

小
祭
　
御
食
。
御
酒
。
魚
。
海
菜
。
野
菜
。
果
物
。
塩
。
水
。

　
　
祭
典
月
別

一
月
一
日
　
　
　
中
祭
　
新
年
祭

一
月
三
日
　
　
　
中
祭
　
天
始
祭

二
月
十
一
日
　
　
中
祭
　
紀
元
節
祭

三
月
十
七
八
日
　
大
祭
　
祈
年
祭
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四

月
二
十
九
日
　
中
祭
　
天
長
節
祭

十
月
十
三
日
　
　
大
祭
　
例
祭

十
一
月
二
十
七
日
大
祭
　
新
嘗
祭

　
　
行
事
営
、
・
・
余
内
増
付

一
米
　
弐
升
　
　
　
神
主
方
へ

大
正
八
年
度
ハ
村
方
ヨ
リ
其
後
ハ
作
人
ヨ
リ

一
米
　
壱
斗
八
升
　
本
当
家
方
へ

　
　
（
マ
マ
）

　
神
社
際
典
ノ
補
助
ス

一
米

壱
斗
壱
升

後
当
家
方
へ

　
従
来
ヨ
リ
村
方
ヨ
リ
補
助
上
ヨ
リ
猶
増
加
ス

　
　
　
　
大
字
宮
座
中
定
則

一
第
一
條

　
座
主
二
初
メ
テ
加
名
ス
ル
人
ハ
座
中
二
添
エ
米
ト
シ
玄
米
弐
石

　
ヲ
差
シ
出
ス
へ
し

一
第
二
條

　
尚
振
舞
ト
シ
テ
一
部
ヲ
招
ク
へ
し

一
第
三
條

従
前
座
主
デ
有
リ
休
営
シ
再
度
加
名
ス
ル
人
ハ
右
添
エ
米
要

　
セ
ズ
、
只
振
舞
ノ
ミ
ス
へ
し

　
　
　

右
振
舞
献
立
左
二

　
　
　
　

献
立

一
御
せ
ん
　
　
1

一
汁
に

一
平
　
　
　
　
切
み
牛
房
大
根
権
草
す
み

一
鯛
　
　
　
　
大
根
鯛
に
ん
ち
ん
く
り
せ
う
が

一
ち

よ
く

一
煮
物

一
焼
物

一
さ
し
み

一
御
酒

一
御
肴
二

　

其
外

　
　

以
上

牛
房

い
も

大
　
い
　
な

た

い

ふ
か

但

し
か
ら
し
酢

た

こ
か
ま
ぼ
こ
巻
す
る
め

備
考

一
座
主
家
統
ノ
譲
与
ハ
ス
ベ
カ
ラ
ス
へ
し

　
　
　
当
家
田
耕
作
件
（
但
シ
唐
作
時
）

唐
作
耕
作
人
ハ
藁
ヲ
西
瓜
ノ
中
ニ
サ
ガ
シ
ニ
入
テ
唐
作
ノ
余

内
武
斗
取
済
シ
ス

其
後
モ
ノ
作
人
モ
ノ
ハ
座
中
へ
八
升
（
但
シ
米
）
ヲ
座
中
出

ス

事
唐
作
耕
作
人
ハ
本
家
以
外
ナ
ニ
ヒ
ト
ツ
作
ラ
ザ
ル
事

　
　
　
　
　
（
抹
消
）

唐
作
後
喪
作
人
ロ
バ
藁
ヲ
入
レ
ル
事

其
後
は
藁
ヲ
其
の
田
ニ
ノ
コ
ス
事
、
但
シ
（
ス
ズ
キ
）
ス
ル

事　
　
大
正
拾
武
年
四

月
弐
拾
五
日
　
座
中
一
同

　
　
未
曽
有
の
十
鬼
災
害
付
当
分
当
座
　
山
拍
一
廻

　
　
　
（
判
読
不
可
）

田

地
部
（
）
山
堂
ニ
ハ
壱
石
五
斗
み
つ
る
迄
余
は
座
中
一
般

立
作
柄
見
て
す
じ
刈
す
る
事

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

一
、

正
月
四
日
　
し
ょ
ぐ
様
営
み

　
九
つ
ず
ふ
壱
個
松
苗
壱
個
榊
座
中
く
は
事

一
、

武
月
四
日
　
　
右
同

一
、

拾
月
壱
日
　
重
箱
其
他
く
は
り
物
厳
禁
す
る
事

一
、

拾
月
十
二
日
従
前
通
り

一
、

拾
月
十
三
日
御
酒
五
合
座
中
一
般
い
だ
ふ
く
事
、

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
但

し
さ
か
な
物
は
際
之
状
ノ
そ
な
へ
物
に
て
い
だ
ふ
く
事

一
、

拾
式
月
一
日
座
中
従
前
通
り
前
目
ご
く
一
周
な
と
し
て

　
多
く
し
て
い
だ
ふ
く
事
、
欠
席
者
ご
く
な
き
事

　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
判
読
不
可
）

一、

十
二
月
十
二
日
勧
定
　
　
ご
は
ん
取
消
　
　
者
全
部
な

　
き
事
膳
の
上
鯖
、
も
し
も
鯖
な
き
時
魚
類
に
て
其
数
十
五

　
本
位

さ
し
か
へ
る
事
、
釆
に
は
、
い
も
、
大
根
、
き
り
こ
、

　
み
な
す
事

一
、

け
ち

ん

　
　
夕
飯
取
消
す
事

　
膳
上
赤
飯
取
消
し
白
蒸
の
前
目
小
付
つ
け
る
、
鯖
も
し
も

　
鯖
な
き
時
魚
類
に
て
其
数
十
五
本
位
、
豆
腐
汁
、
い
も
、

　
大
根
、
き
り
ご
み
。
後
当
座
重
箱
物
全
部
取
消
事

　
　
　
二
十
八
九

十
二
月
三
十
日
　
松
買
ひ
事
」

　
　
　
ミ
　
　
ぐ

昭
和
参
年
十
二
月
十
二
日
中
屋
代
営
座
中
協
議
事

一、

六
十
才
以

上
三
老
ト
ス

ニ
、
新
加
入
は
旧
長
老
者
一
人
に
対
し
口
口
口
口
口
口
口
口

　
壱
円
料
金
ハ
座
分
ス
へ
し

三
、
七
十
才
以
座
隠
居
役
ト
ナ
ス

285
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〔資
料
四
〕

大
正
十
四
年
　
新
暦
一
月
起

改
正
宮
座
営
帳

座
中

　
　
　
　
　
　

定

大
正
拾
参
年
度
未
曽
有
ノ
凶
作
二
付
当
分
宮
座
営
ミ
改
正
ス

一
、

改
正
営
、
、
、
ハ
大
正
十
四
年
井
上
辰
造
当
家
営
・
・
ヨ
リ
け
い

　
ち

ん
営
．
、
ハ
中
野
保
蔵
氏
ヨ
リ
座
中
一
順
廻
リ
ト
ス

ニ
、
堂
之
前
一
石
五
斗
・
一
満
ッ
ル
マ
デ
余
内
座
中
一
般
主
作
柄

　
込
快
ベ
テ
訓
川
取
ス
ル
實
挙

三
、
営
事
執
行
後
他
所
（
座
主
除
く
外
）
重
箱
物
厳
止
ス

　
右
ノ
通
改
正
実
行
励
ム
事
ト
定
ム

　
　
　
　
　
　
　

座
中
一
同
立
会

　
大
正
十
四
年
一
月
一
日
起

　
一
月
一
日

御
供
物
右
二

　
御

食
御
酒

　
水

　
一
月
三
日

御
供
物
左
二

　
御
食

御
酒

中
祭
新
年
祭

御
餅
　
魚
　
海
菜
　
野
菜
　
果
物
　
塩

中
祭
　
元
始
祭

御
餅

魚
海
菜
野
菜
果
物
塩

　
水

　
一
月
四
日
　
　
将
軍
様
営
事

先
づ
四
日
早
朝
二
餅
稲
　
御
供
三
合
取
り
八
ッ
　
東
の
大
宮

様
西
之
大
宮
様
井
に
観
音
様
　
し
ゆ
ら
せ
つ
様
　
但
し
一
ツ

宛
　
又
九
ッ
ず
へ
は
二
膳
い
是
れ
は
お
し
き
ぜ
ん
　
一
ぜ
ん

に
九
つ
つ
ぶ
小
餅
　
か
つ
は
都
合
十
八
　
東
小
宮
様
、
西
小

宮
様
エ
そ
な
へ
　
次
に
大
ぶ
く
こ
し
ら
へ
方
竹
を
丸
く
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

し
輪
に
し
て
其
ま
ん
中
に
十
文
字
に
竹
を
渡
し
て
藁
を
ち
い

ミさ
く
ほ
で
ん
の
様
に
し
て
十
文
字
の
竹
に
ゆ
い
つ
け
、
又
竹

ぐ
し
に
さ
し
て
供
へ
も
の
い
う
し
な
　
か
ざ
る
、
ゆ
こ
を

と
こ
ろ
た
ち
ぽ
な
く
し
が
き
か
や
か
ち
ぐ
り
大

根
竹
ぐ
し
十
四
本
で
台
一
ツ
に
七
本
つ
ぶ
　
幣
ぐ
し
一
本

半
紙
に
て

御
幣
切
る
　
か
べ
紙
半
帳
、
是
に
て
こ
ふ
か
く

ご
ふ
つ
ゑ
は
柳
な
り
、
笄
に
松
苗
、
是
れ
は
座
中
之
数
ぼ
く

こ
し
ら
へ
お
く
べ
し
、
観
音
堂
に
て
か
じ
す
る
、
か
じ
お
わ

　
　
　
　
く

り
て
後
ご
ふ
の
や
の
餅
と
云
ふ
て
宮
座
一
ッ
け
ん
に
御
供
物

九
ツ
す
へ
の
餅
一
個
つ
ぶ
と
松
苗
及
柳
の
三
種
座
主
一
同
く

ぼ

る
　
た
め
と
し
て
一
銭
入
れ
て
返
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
け

　
一
月
十
日
　
　
く
わ
ん
じ
よ
1
事

〆
掛
け
之
次
第
　
御
供
　
白
む
し
一
升
五
A
旦
膳
東
大
宮
様

へ
備
へ
　
さ
い
に
辛
め
い
　
豆
汁
に
な
の
一
そ
く
切

り
　
柳
箸
一
尺
二
寸
　
し
め
一
筋
但
し
七
五
三
え
た
れ
一

と
し
め
に
三
と
こ
ろ
付
、
半
紙
一
帳
、
是
れ
に
て
御
幣
三

本
　
た
れ
を
き
り
　
御
酒
五
合
　
東
之
大
宮
様
　
西
之
大
宮

様
へ
そ
な
へ
　
さ
さ
ぽ
の
　
し
と
ぎ
を
　
そ
な
へ
　
但
し
し

と
ぎ
の
　
し
よ
ふ
は
　
も
ち
米
を
　
す
り
て
　
こ
れ
を
　
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

86

ふ
ば
の
　
う
へ
に
　
か
け
る
も
の
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
一
月
十
二
日
　
　
け
い
ち
ん
し
た
い
の
事

御
幣
十
二
本

　
幣

ぐ
し
丈
け
一
尺
二
寸
柳
之
弓
矢
十
二

本
　
潤

月
な
ら
ば
十
参
本
　
ひ
き
み
　
鬼
　
竹
を
丸
く
し

て

　
か
み

に
て

張

り
　
ま
と
を
調
へ
る
　
御
酒
は
ち
よ
し
に

て

持
ち

行
く
　
か
わ
ら
け
十
二
枚
に
て
そ
な
へ
　
座
主
一
統

へ
御
酒

い
た
父

く
　
燈
明
ら
い
は
ん
　
か
じ
つ
後
　
ゆ
み
を

い

る
　
是
れ
は
ま
と
ば
様
に
て
営
む
な
り

一
又
両
小
宮
様
　
観
音
様
　
し
ゆ
ら
せ
つ
様
　
へ
御
供
、
白

米
一
升
五
合
白
む
し
に
し
て
そ
な
へ
る
な
り
又
御
汁

に
牛
房
　
さ
い
に
豆
　
芋
　
め
い
　
く
る
み
あ
い
　
柳
箸
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
く
　
ミ
　
ミ
　
ミ
　
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

尺
二
寸
　
是
れ
は
東
之
大
宮
様
へ
　
そ
な
ゑ
、
御
酒
五
合
備

へ
る

夕
食
は
全
部
取
消
し
　
赤
飯
取
消
し
　
ぜ
ん
の
上
　
朕
滑
↑
仲

ひ
玩
担
付
舶
む
阻
ゆ
揃
日
さ
い
は
　
魚
で
鯖
半
分
　
但
し
（
囎
駄
鮭

藁
碇
詔
に
三
腐
汁
（
灘
諜
瀧
数
之
子
（
霧
欝
）

二
月
四
日
　
し
よ
ぐ
ん
様
営
事

　
一
月
之
営
み
と
　
か
わ
り
な
し

二
月
十
一
日
　
中
祭
　
紀
元
節
祭

御
供
物
左
に

　

御
食
御
酒
御
餅
魚
海
菜
野
菜
果
物
塩

　
水牛

聾
八
日
騰
（
十
七
日
若
し
く
わ
十
八
日
に
）
大
祭
祈
年
祭

　
和
稲
　
荒
稲
　
御
酒
　
御
餅
　
海
魚
、
川
魚
　
野
鳥
　
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〉
　
〉
、
　
ミ
　
ぐ

　

鳥
海
菜
野
菜
、
果
物
塩
水

　
〉
　
　
ミ



荒蒔の神社祭祀と社会構造

六
月
五
日
　
節
句

　
麦
ち

ま
き
　
一
社
に
数
七
ツ
っ
ふ
そ
な
へ

　
御
酒
五
合
　
両
宮
様
へ
備
へ
る

七
月
十
二
日

　
小
麦
餅
　
四
社
明
神
様
　
そ
な
へ
る

七
月
武
拾
九
日

八
月
三
十
一
日
　
中
祭
　
天
長
節
祭

〉
　
、
〈
　
〉
、
　
〉
　
〉
　
〉
、

　
御
供
物
左
に

　
御
食
　
御
酒
　
御
餅
　
魚
　
海
菜
　
野
菜
　
果
物
　
塩

　
水

十
月
一
日
　
一
日
座

　
御
供
白
む
し
一
升
五
合
　
二
膳
に
す
る
　
さ
い
に
芋
　
豆

　
め
い
　
く
る
み
あ
い
　
御
汁
に
菜
の
一
束
切
り
　
柳
箸
一

　
尺
二
寸
　
御
酒
五
合
　
両
宮
様
に
そ
な
へ
　
是
は
ひ
る
間

　
で
　
座
主
一
人
に
白
む
し
秤
の
中
目
掛
け
　
五
合
の
盛
飯

　
に
　
又
三
ッ
割
の
切
め
し
　
附
け
る
、
是
は
秤
掛
け
に
て

　
盛

り
末
目
を
要
す
、
さ
い
に
芋
、
こ
ん
に
や
く
、
牛
房
汁

　
に
芋
の
丸
入
れ
　
引
肴
に
め
い
　
芋
の
く
る
み
あ
へ
　
酒

肴
は
芋
　
こ
ん
に
や
く
　
牛
房
　
午
後
餅
の
む
し
め
し
秤

　
の
元
目
掛
け
に
て
　
大
宮
小
宮
し
ゆ
ら
せ
つ
観
音
様
へ
そ

　
な
へ
　
御
酒
は
五
合
後
当
家
方
よ
り
そ
な
へ
　
座
主
各
々

　
へ
五
合
の
盛
め
し
　
を
傍
に
四
合
の
盛
飯
を
添
へ
　
外
附

属

な
し
　
酒
肴
は
ひ
る
間
之
通
り
で
す
　
送
り
膳
は
御
供

と
は
し
の
み
　
重
箱
物
其
他
く
わ
り
物
厳
禁
ス

御
供
之
残

り
は
　
神
主
　
当
家
　
後
受
け
の
三
つ
に
分
配

　

す
ぺ
き
物
な
り

十
月
八
日
　
氷
取
り
行
事

　
神
主
　
当
家
　
立
会
、
龍
田
へ
　
氷
取
り
に
行
、
但
し
二

　

人
に
限
る

＋

月
十
二
日
よ
み
や
営
事

　
当
家
方
に
て
御
供
つ
き
お
す
る
　
取
方
は
　
餅
を
三
合
と

　

り
四
つ
　
但
し
四
膳
に
そ
な
へ
　
九
ッ
づ
へ
二
膳
に
調
お

　

き
是
れ
は
十
三
日
に
大
宮
各
社
様
に
御
そ
な
へ
物
な
り

　
又
当
家
に
て
夕
飯
有
り

「仕
調

其
の
用
意
物
半
紙
一
帳
御
幣
二
本
切
る
傘
紙
一
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
く

　
御
幣
二
本
切
る
　
幣
口
り
白
米
六
合
、
但
し
京
枡
な
り
二

　
つ
に
分
け
て
三
合
つ
ぶ
　
全
十
三
日
は
京
枡
三
合
つ
ぶ
二

　
つ
す
る

　
　
　
　
　
　

泣
　
礼

鵠
駈
日
全
日
御
供
白
餅
米
う
る
白
米
二
升
を
　
む
し
に
し
て
、

　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
〉
へ
　
〉
へ

　
内
五
合
づ
ふ
　
東
西
大
宮
様
に
そ
な
へ
　
あ
と
四
つ
わ
け

　
に

し
て
　
両
小
宮
観
音
　
し
ゆ
ら
せ
つ
　
様
に
そ
な
へ

　
後
大
宮
様
小
宮
様

二
膳
を

　
当
家
へ
さ
が
る
　
御
渡
り
す

　
口
口
口

　
み

て

酒
肴
あ
る
　
さ
い
に
芋
　
大
根

　
ミ
　
　
ミ

き
蚕
当
嫁
㌻

十
月
十
三
日
　
御
例
祭
　
大
祭

御
供
物
左
二

和
稲
　
荒
稲
　
御
酒

　
御
餅
海
魚

　

鳥
海
菜
野
菜
果
物
塩
水

　
ミ
　
〉

　
の
事
、
竹
葉
付
二
本

牛
房

川
魚

　
　
ミ

前
に
座
主
当

こ
ん
に

　
　
イ

其
他
初
穂
は
弐
荷

バ野
〉鳥

　　　、

≧水

　

御
渡

り
前
に
座
一
同
へ
茶
差
上
げ
御
渡
り
後
神
社
に
て
御

　

酒

五
合
肴
に
そ
な
へ
物
の
御
下
り
預
り
頂
く
物
な
り
（
従

　
前
の
馳
走
中
止
）

十
一
月
廿
七
日
　
大
祭
　
新
嘗
祭

御
供
物
左
二

　

和
稲

　
荒
稲
　
御
酒
　
御
餅
　
海
魚
、
川
魚
　
野
鳥
　
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≧
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
≧

　

鳥
　
海
菜
　
野
菜
、
果
物
　
塩
　
水

　
〉
へ
　
〉

十
二
月
一
日
　
あ
か
ら
が
し
ら
営
事

　
御
供
一
升
五
合
　
餅
米
乃
　
小
豆
乃
　
む
し
め
し
、
両
大

　
宮
様
　
両
小
宮
様
　
観
音
様
　
じ
ゆ
ら
せ
つ
様
　
に
そ
な

　

へ
　

汁
に
菜
乃
一
束
切
さ
い
は
　
芋
　
豆
　
め
い
　
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　

る
み
あ
へ
　
次
に
座
主
一
統
赤
飲
之
き
よ
と
　
前
目
之
小

　
ぐ
　
〉
へ
　
〉
へ
　
〉
　
、
～

　
附
け
に
て
　
又
餅
米
之
粉
ば
し
ご
ま
し
ぼ
　
さ
い
に
　
大

　
根
　
芋
、
切
ご
み
に
し
て
よ
し
　
最
御
酒
五
合
　
を
両
宮

　
様
に
　
そ
な
へ
　
頂
く
な
り
　
肴
に
ご
ん
に
や
く
　
牛
房

　
　
芋

十
二
月
十
日
　
く
わ
ん
じ
う
か
け
之
事

　
前
之
正
月
十
日
と
△
⊥
事
に
行
ふ
　
し
め
に
　
っ
た
之
葉
を

　
つ
け
る

十
二
月
十
二
日
　
さ
ん
に
よ
う
之
事

　
勘
定
後
　
酒
肴
　
（
さ
か
な
に
）
膳
上
へ
鯖
　
半
分
　
但
し

　
鯖

な
き
時
は
魚
類
に
て
代
す
る
も
差
支
な
し
　
定
額
二

　
五
才
位
）
平
に
は
　
芋
　
大
根
　
切
ご
み
な
す
事
（
但
し

　
　
　
　
　
　
フ
ク

　
三
種
ノ
馳
走
の
含
ム
芋
、
大
根
、
こ
ん
に
や
く
、
牛
房
、
　
8
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
に
ま
め
、
数
之
子
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十
二
月
十
三
日
　
す
ふ
は
ら
い
之
事

　
当
家
　
神
主
　
立
会
に
て
　
後
当
家
井
に
神
主
方
へ
　
差

　
し
渡
し
申
定
め
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

終
り

◎
本
年
ヨ
リ
新
二
営
ム
畜
Q
　
取
消

十
二
月
十
五
日
　
中
祭

ミ
　
　
シ
　
　
　
ぐ
　
　
シ
　
　
ぐ
　
　
べ
く

　
御
供
物
左
二

　
御
食
、
御
酒
、
御
餅
、
魚
、
海
菜

　
〉
　
　
〉
、
　
　
　
　
ぐ
　
　
≧
　
　
　
　
　
≧
　
　
〉
、
　
　
　
　
〉
ヘ
　
　
　
　
ミ
　
　
〉
、

　
野
菜
、
果
物
、
塩
、
水

十
二
月
三
十
日
　
立
松
建
て

　
あ
と
当
家
　
神
主
　
出
合
に
て
　
立
松
を
か
ざ
る
、
但
し

　

（
二
十
四

本
）
備
品
　
か
や
　
か
ち
ぐ
り
　
炭
、
と
こ
ろ

　
橿

　
か
ざ
り
掛
け
は
　
四
と
こ
ろ
　
外
は
紫
　
〆
縄
を

　
巻
つ
け
る
な
り

　
（
つ
い
た
ち
つ
も
ご
り
）
　
年
こ
し
　
は
参
拝
者
の
為
メ
神
主
　
当
家
立

　
会
に
て
　
ご
ま
た
き
す
る

大
正
十
四

年
一
月
十
二
日
　
協
議
事
項

　
従
来
三
老

ト
シ
テ
選
定
セ
ラ
レ
シ
ガ
三
老
ニ
テ
若
シ
事
務

　

ヲ
取
兼
ネ
ル
場
合
（
老
苦
　
家
事
都
合
）
ニ
ヨ
リ
新
老
ヲ

　
以
テ

代
務
ス
ル
モ
可
　
隠
退
セ
シ
人
は
隠
居
役
ト
シ
テ
協

　
議
二
列
ス
ル
事

　
右
ノ
通
リ
協
定
ス

　
　
　
　
　
三
老
人
名
表
（
年
寄
順
）

霧
｝
初
代

老老老老老老
井
上
辰
造

西

田
久
次
郎

中
野
留
吉

西

田
久
二
郎

中
野
留
吉

東
城
東

〔資
料
五
〕

鱒〔

昭
和
拾
壱
年
拾
試
月
改
冊

荒
蒔
村
宮
座
営
帳

座
口

　
　
　
　
　
　

定

　
大
正
十
三
年
度
未
曽
有
ノ
凶
作
二
依
リ
宮
座
営
ミ
全
員
立

会
協
議
ノ
上
改
正
ス

一
、

改
正
営
ミ
ハ
大
正
十
四
年
当
家
井
上
辰
造
氏
け
い
ち
ん

　
　
営
ミ
中
野
保
蔵
氏
ヨ
リ
座
中
一
須
廻
リ
ト
ス

ニ
、
堂
ノ
前
一
石
五
斗
二
満
ツ
ル
マ
デ
ロ
内
座
中
一
般
立
作
柄

　
　
検
ベ
テ
刈
取
ル
コ
ト

三
、
各
氏
営
事
執
行
役
座
主
外
ハ
［
川
］
物
厳
止
ス

四
、
長
老
者
ヲ
選
ビ
神
社
ノ
老
日
柄
ヲ
委
任
執
行
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
者
）

イ
　
座
営
ミ
事
一
ヶ
年
無
事
終
了
セ
シ
ロ
三
ア
満
六
十
歳

　
　
以
上
長
老
者
二
選
任
ス

口ヘホニハ
長
老
者

三
ア
七
十
歳
以
上
二
達
シ
タ
ル
者
ハ
隠
居
役
よ
り

諸
協
議
二
列
席
モ
ト
ム

一
老
ハ
神
主
ト
ナ
リ
神
事
二
従
フ
モ
ノ
ナ
リ

ニ
老
ハ
神
饅
物
ノ
供
養
二
従
フ
モ
ノ
ナ
リ

三
老
ハ
神
社
会
計
係
ナ
リ

モ

シ

三
長
老
二
故
事
ア
ル
時
ハ
新
長
老
代
務
ス
ル
モ
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
印
亡

初
代
長
老
者
〇
一
老

　
　
　
　
隠
居
二
老

　
　
　
　
　
〇
三
老

次
代
長
老
者
〇
一
老

　
　
　
　
　
　
二
老

　
　
　
　
　
　
三
老

三
代
長
老
者
　
一
老

　
　
　
　
　
　
二
老

　
　
　
　
　
　
三
老

西
本
由
太
郎

植
田
由
松

寺
内
亀
太
郎

井
上
辰
造

西

田
久
二
郎

中
野
留
吉

西

田
久
二
郎

中
野
留
吉

東
城
東

六
九
才

六
八
才

六
二
才

六
八
才

六
六
才

六
一
才

六
七
才

六
二
才

六
〇
才

ト
　
長
老
者
二
新
加
入
ノ
場
合
従
来
ヨ
リ
ノ
規
定
ニ
ョ
リ
一
金
壱

　
　
　
　
　
旧
三
老

　
　
円
提
出
シ
一
般
二
加
入
披
露
饗
応
ス
ル
資
料
ナ
リ
（
但
シ

　
　
加
入
者
一
人
対
ス
ル
事
）

　
　
　
　
　
　
　
　
≧
　
〉
ヘ
　
ミ

　
　
　
　
　
　
　

出
資
金

　
　
服
忌
規
定

父

母

設
ぽ
（
竃
遍

兄
弟
　
　
　
　
服
九
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　　（

〃

　
　
　
　
　
　
忌
二
十
日
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祖
父
母
　
　
　
服
ナ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　　（

　
　
　
　
　

忌

三
十
日

其
他
　
　
　
　
忌
十
五
日

　
　
右
確
守
ス
ル
コ
ト

　
　
　
当
家
田
耕
作
ノ
件

〃

一
唐
作
耕
作
人
ハ
藁
ヲ
西
瓜
ノ
中
サ
ガ
シ
・
一
入
レ
テ
唐
作
余
内

　

取
消
ス

一
次
二
後
作
ス
ル
モ
ノ
ハ
座
中
へ
玄
米
八
升
出
ス
へ
し

一
唐
作
耕
作

人
ハ
本
家
以
外
ナ
ニ
ヒ
ト
ツ
作
ラ
ザ
ル
コ
ト

　

（
例
　
菜
葉
大
根
様
ナ
モ
ノ
）

一
其
所
ノ
作
人
ハ
藁
全
部
残
し
次
ノ
人
二
渡
ス
、
受
ケ
シ
者

　
ハ
全
部
中
藁
入
レ
ル
コ
ト

　
　
右
廻

リ
大
正
十
四
年
一
月
改
正

　
　
以
前
改
正
の
事
次
ハ
前
記
年
度

　
　
別
の
改
正
帳
・
一
記
載
セ
リ

　
勝
手
神
社
祭
祀
令
二
依
リ

　
　
　
　
　
　
年
中
行
事

　
凡

ソ
祭
典
ヲ
大
別
シ
テ

　
　
　
大
祭

中
祭
　
小
祭
ト
ス

大
祭
ト
ハ
　
祈
年
祭
　
新
嘗
祭
ノ
例
祭

中
祭
ト
ハ
　
新
年
祭
　
元
始
祭
　
紀
元
節

　
　
　
天
長
節
ト
ス

小
祭
ト
ハ
　
前
大
祭
　
中
祭
ヲ
除
ク
ノ
外
小
祭
ト
ス

　
　
　
祭
典
別
二
奉
献
ス
ル
神
撰
品
目
及
台
数

大
祭
　
和
稲
　
荒
稲
　
御
酒
　
御
餅
　
海
魚
　
川
魚
　
海
菜

　
　
　

野
菜

中
祭
　
御
食

　
　
　
塩
　
水

小
祭

御
食

　
　
　
塩
　
水

　
　
　
祭
典
月
例

一
月
一
日

一
月
三
日

二
月
十
一
日

二
月
十
七
八
日

四

月
二
十
九
日

十
月
十
三
日

十
一
月
二
十
七
日

昭
和
拾
壱
年
改
正 果

物
塩
水

御

酒
　
御
餅
海
魚

海
菜
　
野
菜

果
物

御
酒

　
御
餅
　
魚
　
海
菜
　
野
菜
　
果
物

（大大中大中中中
室祭祭祭祭祭祭祭

新
年
祭

元
始
祭

紀
元
節

祈
年
祭

天
長
節

例
祭

新
嘗
祭

当
屋
廻
リ

（
難
齢
鯉
覆
膓
入
老
ノ
年
長
者
順
、
テ
）

座
営
終
了
者
名
義
ハ
其
年
度
毎
に
当
家
順
廻
り
名
簿
二
記

入
ス

ベ
シ

　
　
　
　
当
家
廻
り
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　

西
田
新
一
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

中
野
　
留
吉

　
　
　
　
　
　
　
　

寺
内
繁
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

植
田

　
由
松

　
　
　
　
　
　
　
　

岡
田
秀
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

中
野
　
保
蔵

昭
和
拾
壱
年
度

全
拾

二
年
度

全
拾
参
年
度

全
拾
四
年
度

全
拾

五
年
度

全
拾
六
年
度

全
拾
七
年
度

東
城
　
　
東

井
上
誠
一
郎

西
本
冨
太
郎

寺
内
　
正
春
畷
当
獣
ム

植
田

已

之
吉

中
村
猶
治
郎

中
村
　
留
吉

片

川
浅
次
郎

中
村
民
次
郎

岡
田
作
次
郎

け
い
ち
ん
廻
り
氏
名

　
　
　
　
　
寺
内
繁
太
郎

　
　
　
　

植

田
　
由
松

　
　
　
　

東
城
　
　
東

　
　
　
　

井
上
誠
一
郎

　
　
　
　

西
本
冨
太
郎

　
　
　
　

中
野
　
留
吉

　
　
　
　

中
野
保
蔵

　
　
　
　

岡
田
秀
太
郎

昭
和
拾
壱
年
度

昭
和
拾
弐
年
度

全

拾
参
年
度

全

　
拾
四
年
度

西

田
新
一
郎

荒
井
藤
次
郎

片
川

浅
次
郎

荒
井
　
猶
解

森
口
由
太
郎

中
村
民
治
郎
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記

中
村
猶
次
郎

植

田
巳
之
吉

中
野
　
留
吉

西
本
　
武
之

森
杉

文
口

北

鐵
二
郎

岡
田
作
次
郎

西
谷
徳
太
郎

ミ
　
　
ぐ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
㌔
～

西
谷
由
次
郎

西
谷
徳
太
郎

安
田
市
治
郎

西
岡
新
一
郎

寺
内
　
正
春

　
帳
箱
狭
キ
タ
メ
古
本
左
記

　
年
代
記
　
　
　
四
冊
也

　
全
巻
物
　
　
　
壱
冊
也

右
一
時
井
上
誠
一
郎
氏
宅
二
保
管
」
候
、
後
日
為
メ
書
入
ス

　
昭
和
拾
弐
年
一
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

預
リ
井
上
誠
一
郎
認
印

　
　
　
定

　
昭
和
拾
式
年
度
當
家
ヨ
リ
比
帳
面
ノ
鹸
白
ヲ
利
用
シ
テ
其

　
年
内
ノ
参
考
ト
ナ
ル
事
蹟
、
即
チ
年
代
記
ノ
基
礎
タ
ル
記

　
事
ヲ
記
入
セ
ラ
レ
タ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

座
主

　
　
　
　
　
改
メ

十
二
月
一
日
　
座
主
協
議
ノ
上
、

　
左

ノ
通
リ
決
議
ス

　
　
年
度

昭
和
十
八
年
度

〃〃〃〃〃〃〃〃
十
九
年
度

二
十
年
度

二
十
一
年
度

二
十
二
年
度

二
十
三
年
度

二
十
四
年
度

二
十
五
年
度

二
十
六
年
度

　
當
家

北
島
儀
三
郎

森
口
由
太
郎

安

田
市
治
郎

森
杉
　
光
治

西
本

西
谷
由
治
郎

　
　
壽
一

西
谷
徳
治
郎

　
　
ミ
　
　
、
～
　
≧

荒
井
　
徳
松

西
岡
藤
一
郎

寺
内
　
正
春

中
野
　
留
吉

寺

内
肇
信

植

田
　
槌
松

當
家
　
　
、
當
家

　
　
　
後
當
家

　
　
植
田

已
之
吉

　
　
北
島
儀
三
郎

　
　
森
杉
　
光
治

　
　
安

田
市
治
郎

　
　
岡
田
作
治
郎

　
　
西
谷
　
書
三

　
　
荒
井
　
徳
松

　
　
西

岡
藤
一
郎

　
　
四

庄
廻
り

　
註
　
無
期
間
中
後
年
繰
上
営
モ
ノ
ト
ス

昭
和
弐
拾
七
年
度

昭
和
弐
拾
八
年
度
　
西
田
新
一
郎
後
当
家

〃

弐
拾
九
年
度

〃

参
拾
年
度

〃

参
拾
壱
年
度

〔資
料
六
〕

昭
和
拾
壱
年
拾

二
月

　

改
正
座
主
螢
事

座
中

　
一
月
四
日
　
　
將
軍
様
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

先
づ
四
日
早
朝
に
一
老
の
列
席
も
と
め
、
餅
鵜
き
　
御
供
三

合
取
八
っ
　
調
へ
て
東
の
大
宮
様
　
西
の
大
宮
様
　
井
に
観

音
様
　
し
ゆ
ら
せ
つ
様
　
（
但
一
つ
父
つ
）

外
に
お
し
き
膳
に
て
　
小
餅
座
主
の
数
を
二
膳
に
な
す
　
東

の

小
宮
様
　
西
の
小
宮
様
に
そ
な
へ
る
な
り
」
大
ぶ
く
こ
し

ら
へ
方
　
竹
を
丸
く
輪
に
し
て
　
其
ま
ん
中
に
　
十
文
字
に

竹
を
渡
し
て
　
藁
を
　
ち
い
さ
く
　
ほ
で
ん
の
様
に
し
て

十
文
字
の
竹
に
結
び
付
け
、
又
竹
ぐ
し
に
　
さ
し
て
供
へ
も

の

す

る
口
、
か
ざ
り
葉
　
ゆ
こ
を
　
と
こ
ろ
　
た
ち
は
な

　
　
　
　
　
≧
　
　
≧
　
　
〉
　
　
ぐ
　
　
ミ

く
し
柿
　
か
や
　
か
ち
栗
　
大
根
　
竹
ぐ
し
十
四
本
で
台
一

つ
に
七
本
づ
ふ

幣

ぐ
し
一
本
、
半
紙
に
て
御
幣
切
る
、
延
紙
半
帳
、
是
に
て

こ

ふ
か

く
　
ご
ふ
つ
ゑ
は
柳
な
り
　
井
に
松
苗
、
是
れ
は
座

主
の

弐
回
分
の
数
程
こ
し
ら
へ
お
く
べ
し
、
観
音
堂
に
て

か
ぶ

し
す
る
　
か
ぶ
し
終
り
て
後
　
ご
ふ
の
や
の
餅
と
云
ふ

て

宮
座
一
軒
に
九
つ
す
へ
の
小
餅
一
個
と
松
苗
及
柳
の
三
種
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を

座
主
一
同
へ
く
ば
る
　
た
め
に
一
銭
入
れ
て
返
す
な
り

當

日
の
立
會
人
、
六
条
の
社
掌
様
と
長
老
な
り
、
後
茶
つ
け

な
り
と
饗
雁
す
べ
し

（
古

い
営
帳
の
絵
図
面
参
照
）

但
し
餅
を
合
取
ニ
シ
テ
農
家
一
同
へ
く
わ
る

一
月
十
日
　
く
わ
ん
じ
よ
掛
事

〆
掛
け
次
第
　
御
供
白
む
し
一
升
五
合
、
一
膳
、
東
の
大
宮

　
様
へ
備
へ

　
さ
い
に
　
い
も
　
め
い
　
豆
　
汁
に
菜
の
一
束
切
り
　
柳

　
箸
一
尺
二
寸

〆
一
筋
、
但
し
七
五
三
の
た
れ
、
一
〆
に
三
と
ろ
付
半
紙
一

帳
、
是
に
て
御
幣
三
本
、
た
れ
を
き
り
、
御
酒
五
合
、
東
の

大
宮
様
、
西
の
大
宮
様
へ
そ
な
へ
、
さ
ふ
ば
の
し
と
ぎ
を

そ
な
へ
　
但
し
し
と
ぎ
の
　
し
よ
ふ
は
　
も
ち
米
を
す
り
て

こ
れ
を
　
さ
さ
ぼ
の
上
に
か
け
る
も
の
な
り

　
立
會
人
　
社
掌
　
長
老

　
後
、
茶
つ
け
と
饗
鷹
す
べ
し

　

（
古
い
螢
帳
に
給
圖
面
あ
り
参
照
）

一
月
十
二
日
　
け
い
ち
ん
次
第
の
事

御
幣
十
二
本

幣
ぐ
し
丈
け
一
〇
尺
柳
の
弓
矢
十
二

　
本
　
潤
月
あ
れ
ば
十
三
本
　
ひ
き
み
　
鬼
　
竹
を
丸
く
し

　
て
紙
に
て
張
り
　
ま
と
を
調
へ
る
御
酒
は
　
ち
よ
し
に
て

持
ち

行
き
　
か
わ
ら
け
十
二
枚
に
て
そ
な
へ
　
座
主
一
同

　
　
へ
お
み
き
い
た
ぶ
く
燈
明
ら
い
は
ん
か
が
し
い
、

後
　
弓
を
射
る
　
是
れ
は
ま
と
ば
さ
ん
に
て
　
い
と
な
む
、

　
又
両
小
宮
様
　
観
音
様
　
し
ゆ
ら
せ
て
様
へ
は
御
供
　
白

　
米
一
升
五
合
に
て
白
む
し
を
こ
さ
へ
　
そ
な
へ
る
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る

　

さ
い
に
　
豆
　
い
も
　
め
い
　
御
汁
に
牛
房
、
柳
箸
一
尺

　
二
寸

　
御
酒
五
合
、
是
れ
は
東
の
大
宮
様
へ
備
へ
る

此
次
統
制
準
備
中
小
付
ケ
之
元
目

昭
十
八
、
七
、
二
改
正

㍍
窪
遥
組
儲
諮
曜
哩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
ミ
　
ミ
　
ぐ
　
ぐ
　
　
ぐ
　
ぐ
　
ミ

　
　
　
大
付
ケ
ノ
外
　
前
目
ノ
小
付
の
添
口
九

　
　
　
〉
　
　
〉
へ
　
〉
へ
　
〉
　
〉
、

　

白
む
し
　
観
宮
者
お
送
膳
ハ
［
一

焼
物

　
酒

　
　
　
四
汁

肴

（

　
　
　
に
ま
め
牛
房
ど
う
い
も
大
根

　
　
　
切
ご
み
こ
ん
に
や
く
数
の
子

　
汁
　
　
豆
腐

　
以
上

池
跡
田

け

い
ち

ん
営
、
・
・
須
廻
リ
作
リ
余
内
ト
シ
テ
、

玄
米

五
升
出
ス
コ
ト
實
行
ス
ル
コ
ト

（一日
座
け
い
ち
い
ん
ざ
ん
に
よ
し
）
営
買
物
予
定

牛
房

ど
う
い
も

大
根

こ
ん
に
や
く

黒
豆

五
貫
目

十
貫
目

二
十
本

二
十
五
丁

二
升

座
中
へ

「

　

豆
ふ
　
　
　
　
五
丁

　

数
ノ
子
　
　
　
八
口
目

　
　
　
　

但

し
平
侍
人
算
入
セ
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
み
）

◎
二
月
四
日
　
　
　
将
軍
様
営
口

　
一
月
ノ
営
み
と
か
わ
り
な
し

六
月
五
日
　
　
　
節
句

　
麦
ち
巻
　
　
　
　
一
社
に
数
七
つ
宛

　
御
酒
五
合
　
　
両
宮
様
へ
備
へ
る

　
酒

ノ
肴
　
い
も
　
こ
ん
に
や
く
一
　
　
　
一

　
午
後
　
餅
の
む
し
め
し
　
一
　
　
　
一
掛
け
に
て
両
大
宮
様
、

　
両
小
宮
様
、
し
ゆ
ら
せ
つ
様
、
観
音
様
へ
備
へ
、
御
酒
五

　
合
、
後
當
家
よ
り
そ
な
へ
、
座
主
各
々
へ
五
合
の
盛
物
を

　
傍
に
四
合
の
盛
飯
を
添
へ
外
附
属
な
し
、
酒
肴
は
ひ
る
間

　
の
通

り
で
す
送
膳
は
御
供
と
箸
の

　
御
供
の
残
り
は
神
主
、
後
當
家
、
及
當
家
に
三
割
リ
す

◎
口
口
口
口
口
　
　
口
口
口
口
口
ロ

　
ミ
　
〉
、
　
〉
へ
　
〉
、
　
〉
、
　
　
　
　
　
　
〉
　
〉
　
〉
　
ぐ
　
〉
　
ミ

十
月
一
日
　
昭
和
十
五
年
ヨ
リ
支
那
事
変
中
二
付
一
部
改
正

十
月
一
B
螢
ミ
ノ
庭
、
酒
以
外
ハ
従
前
通
リ
、
酒
ハ
昼
間
ハ

三
升

夕
食
ハ
後
當
家
ハ
御
酒
ト
シ
テ
五
合

當
家
ヨ
リ
一
升

十
月
八
日
　
氷
取
リ

十
月
十
二
日
　
よ
み
夜
営
み

　
當
家
前
に
て

御

供
つ
き
す
る
、
取
口
餅
を
三
合
取
、
四

　
つ
、
但
し
四
膳
に
備
へ
、
九
つ
ぶ
取
り
、
二
膳
調
へ
お
き
、
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是
は
十
三
日
に
大
宮
様
外
各
社
へ
御
備
へ
す
る

　
又
用
意
物
と
し
て
半
紙
一
帖
、
御
幣
弐
本
切
る
、
傘
紙
一

　
帖
、
御
幣
弐
本
切
る
、
幣
く
ぐ
り
、
白
米
六
合
、
但
京
桝

　
な
り
、
二
つ
に
分
け
三
合
宛
、
全
十
三
日
も
京
桝
三
合
宛
、

　
二
つ
に
す
る

全
十
二
日
　
御
供
、
う
る
白
米
弐
升
を
む
し
に
し
て
内
五
合

　
宛
、
両
大
宮
様
へ
備
へ
後
と
四
つ
分
け
し
て
、
両
小
宮
様
、

　

し
ゆ
ら
せ
つ
様
、
観
音
様
へ
そ
な
へ
、
後
大
宮
様
、
小
宮

　
様
二
膳
を
當
家
へ
下
る
、
御
渡
り
前
に
當
家
方
に
て
座
主

　
一
統
へ
酒
肴
あ
る
肴
に
い
も
、
大
根
、
牛
房
、
こ
ん
に
や

　
く

一
支
那
事
変
中
ハ
、
御
酒
三
升

十
月
十
三
日
　
御
例
祭

　
一
般
神
撰
物
は
二
老
方
よ
2
』

　
當
家
方
に
て

初
稲
弐
荷
、

　
是
れ
は
竹
の
葉
付
手
ご
ん
こ
に
は
酒
を
入
れ
る
、
御
渡
り

　
前

に
一
同
に
茶
を
差
出
、
御
渡
り
後
、
神
社
に
て
御
酒
五

　
合
備
へ
て
神
饅
物
の
御
下
り
に
て
御
酒
を
頂
く
な
り

十
二
月
一
日
　
あ
か
ら
が
し
ら
営

　
御
口
供
一
升
五
合
、
餅
米
の
む
し
、
赤
飯
、
両
宮
様
、
両

　
　
≧

　
小
宮
様
、
観
音
様
、
し
ゆ
ら
せ
つ
様
に
そ
な
へ
、
汁
に
菜

　

の

一
束
、
き
り
、
さ
い
に
、
い
も
、
豆
、
め
い

　

次
に
座
主
へ
赤
飯
の
き
よ
と
前
日
の
小
付
に
て
、
又
餅
米

　

の

こ
は
し
、
ご
ま
塩
、
さ
い
に
、
大
根
、
い
も
、
切
ご
み
、

　
一
　
　
　
　
｝
、
牛
房
、
御
酒
五
合
備
へ
、
頂
玉

〕
、
（
用
意
品
、
白
米
も
ち
弐
斗
五
升
程
、
小
豆
五
升
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
よ
掛
）

十
二
月
十
日
　
か
ん
じ
口

　
正

月
の
か
ん
じ
よ
掛
に
日

　
〆
に
つ
た
葉
つ
け
る

　
　
　
立
會
人
　
長
老

十
二
月
十
二
日
　
　
さ
ん
に
ょ
う
ノ
事

　
勘
定
後
　
　
酒
、
肴
、
御
飯
付

　
　
海
魚
　
焼
物
（
口
口
口
口
口
口
）
、
か
ま
ほ
こ
一
枚
、

　
　
　
　
　
〉
　
　
〉
　
　
ミ
　
　
≧
　
　
〉
ヘ
　
ミ
　
　
〉
へ
　
≧
　
　
≧
　
　
、
～

　
　
　
　
　
平

（
い
も
、
大
根
、
き
り
こ
み
）
（
但
西
ノ
）

　
　
　
　
　
外
三
種
　
い
も
、
大
根
、
き
り
ご
み
、
牛
房
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
に
ゃ
く
、
に
ま
め
、
数
ノ
子

　
　
　
数
量
は
前
記
規
定
参
照

十
二
月
十
三
日
　
一
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
（
に
て
）

　
當
家
、
神
主
、
立
會
口
口
後
當
家
へ
申
送
り
候
也
、
支
那

事
変
中
ハ
御
酒
四
升

十
二
月
三
十
日
　
立
松
た
て

　

後
當
家
、
神
主
立
會
に
て
立
松
か
ざ
る
、
但
し
竹
四
本

備
品
　
か
や
　
か
ち
ぐ
り
　
木
炭
　
と
こ
ろ
　
燈

　
　
　
か

さ
り
掛
け
は

　

四

と
こ
ろ
　
外
は
皆
一
縄
を
巻
付
る
な
り

つ
い
た

ち
　
つ
ご
も
り
　
と
し
こ
し
は
参
詣
者
ノ
為
メ
神
主

立
禽
に
て
ご
ま
た
き
す
る

昭
和
二
十
年
十
月
　
日

　
　
　

協
議
事
項

従
来
大
字
子
供
ノ
餅
蕪
御
供
ハ
、

年
齢
十
五
歳
己
下
一
人
金
拾
五
銭

平
棟
役
、
金
試
拾
銭

座
衆
ハ
金
五
拾
銭
（
弐
拾
銭
小
附
共
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

尚
又
大
戦
終
結
二
関
シ
従
来
ノ
螢
ミ
ニ
復
帰
ス
キ
時
期
尚
早

ニ

シ

テ

急
速
二
物
資
充
実
二
至
ラ
ズ
故
二
、
一
部
の
物
資
ニ

テ

モ

容
易
二
入
手
ノ
時
期
二
到
達
ス
レ
バ
適
當
ノ
時
期
ヨ
リ

之
レ
ヲ
復
帰
実
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

座
衆
一
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
　
會

　
昭
和
二
十
一
年
十
月
一
日

　
宮
座
諸
螢
ミ
時
局
二
封
鷹
シ
改
正
要
項
協
議
決
定
ノ
件

　
　
　

左
二
列
記
シ
記
録
ト
ス

一
将
軍
様
ノ
御
餅
ハ
壱
合
取
リ
ヲ
壱
個
宛
ヲ
座
中
外
二
農
家

　
一
同
へ
配
合
ス
ル
コ
ト

一
十
月
一
日
螢
及
其
他
ノ
螢
ミ
時
ノ
御
酒
ハ
、
壱
囲
毎
二
壱

　

升
ヲ
供
へ
規
定
ノ
残
額
ハ
其
都
度
公
達
償
格
ノ
全
額
ヲ
以

　

テ

座
中
へ
提
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
け

い
ち

ん

螢
ミ
も
前
條
二
従
ヒ
準
用
ス

一
御
供
参
合
ヲ
持
寄
ル
、
米
償
も
前
條
二
從
ヒ
準
用
ス

一
子
供
平
桟
役
二
対
シ
テ
モ
施
立
ヨ
リ
支
佛
フ
モ
ノ
ト
ス
、

　

但
シ
之
も
前
條
ノ
規
定
二
準
ズ

一
十
月
十
二
日
秋
祭
宵
宮
井
営
ミ
徹
慶
二
付
（
賭
　
　
　
大

　

限
牛
房
　
　
み
や
等
）
代
替
金
額
金
壱
百
円
也
ヲ
提
出
ス

　
ル
モ
ノ
ト
ス
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以

上

　
世
相

ノ
急
変
化
二
封
虞
ス
ル
所
以
ヨ
ッ
テ
、
食
糧
問
題
及

　
経
済
問
題
等
旧
口
口
口
ロ
ス
ル
場
合
二
立
寄
ハ
、
其
ノ
都

　
度
口
ロ
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
座
中
一
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
　
會

　
　
　
参
考
追
加

一
後
當
家
ノ
御
酒
ハ
五
合
ヲ
供
エ
ル
コ
ト

　
　
　
改
正
事
項

一
大
正
拾
三
年
度
改
正
事
項

一
長
老
ハ
座
中
最
年
長
者
ヨ
リ
順
次
五
名
ヲ
選
定
シ
欠
員
ノ

　
場
合
ハ
年
長
ノ
順
二
依
リ
之
満
ッ
ル
モ
ノ
ト
ス

　
但
シ
長
老
者
中
神
二
仕
ル
事
出
来
ザ
ル
モ
ノ
ハ
隠
居
ト
シ

　
テ

奉
仕
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

「
ハ
ニ

ホ

へ
」
項
ハ
従
前
通
リ
ト
ス

　
右
ノ
通
リ
改
正
ス
　
　
　
　
座
中
一
同

　
　
昭
和

二
十
三
年
一
月
十
二
日

　
　
　
追
加
決
定
事
項

一
長
老
二
新
加
入
者
ハ
従
前
通
リ
饗
礁
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

イ
、
献
立
ハ
切
焼
物
二
平
二
汁
ト
ス

　
　
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
十
二
日

　
　
　
改
正
事
項

一
神

主
ハ
長
者
ヨ
リ
順
次
行
フ
モ
ノ
ナ
リ

　
（
マ
マ
）

　
且
シ

期

間
ハ
ニ
ケ
年
交
代
ト
ス

昭
和

二
十
三
年
十
月
一
日
　
支
沸
計
算
（
控
）

昭
和
弐
拾
参
年

　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ン
ニ
ヨ

　
十
二
月
十
二
日
　
勘
定
日

同
年
度
ヨ
リ
農
地
改
革
ニ
ヨ
リ
宮
地
ハ
個
人
所
有
二
韓
替
セ

シ

ヲ
以
テ
宮
座
ノ
財
産
皆
無
ナ
リ
タ
ル
カ
故
二
當
家
二
當
ル

者
年
中
行
事
螢
ミ
困
難
ナ
ル
、
以
テ
各
座
壱
人
毎
年
度
十
二

月
十
二
日
勘
定
日
玄
米
弐
升
宛
ヲ
五
人
集
ヨ
リ
取
集
メ
取
ル

事
ヲ
協
定
仕
候
也

　
但
シ
其
年
ノ
初
催
口
期
遅
延
ノ
場
合
ハ
、
送
當
時
日
ヲ
定

　
計
ヒ
取
集
メ
當
家
座
主
ニ
　
ス
ル
ヘ
シ

昭
和
武
拾
四
年
十
月
一
日
　
営
ミ
支
佛
控

　
　
当
家
　
　
　
　
西
岡
　
藤
一
郎

当
家
　
五
合
五
勺
（
⑪
三
、
六
〇
〇
円
）
戴
拾
圓

〃

　

二
十
五
人
分
　
　
　
五
百
圓

当
家
　
〆
　
五
百
圓
　
　
　
　
当
家
出
シ

後
当
家
　
七
合
二
勺
二
＋
五
人
分
武
拾
六
圓
（
計
六
五
〇
円
）

　
〃
　
峯
役
　
三
合
二
勺
＋
六
人
分
拾
壱
圓
（
計
一
七
六
円
）

　
合
計
　
八
百
弐
拾
六
円
（
⇔
三
、
六
〇
〇
円
割
）

　
子
供
　
五
円
　
七
拾
四
人
　
　
　
　
計
三
百
七
拾
円

総
計
後
当
家
　
壱
肝
壱
百
九
拾
六
円
（
西
谷
由
次
郎
）

昭
和
弐
拾

五
年
十
月
一
日
営
ミ
支
佛
控

　
　
当
家
　
　
寺
内
　
正
春

当
家
五
合
五
勺
（
四
、
四
〇
〇
円
）

一
金
　
六
百
〇
五
円
　
当
家
出
シ

後
当
家
　
七
合
二
勺

戴
拾
四
升
弐
拾
歩

　
　
　
　
二
十
五
合

　
　
　
　
計
七
百
七
十
五
円

参
拾
壱
円
　
　
二
＋
五
人
分

峯
役
　
三
合
二
勺
　
十
七
軒
十
四
円
ロ
バ
計
二
亘
二
＋
九
円
三
＋
六

三

口
〆
壱
降
計
梱
謂
歩
　
（
⑪
四
、
四
〇
〇
円
）

子
供
大
体
一
金
四
勺
一
人
六
円
　
六
十
四
人
参
百
八
十
四
円

後
當
家
総
合
計
　
壱
肝
参
百
九
拾
八
円
参
拾
六
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
谷
寿
一
郎

　
昭
和
弐
拾
七
年
十
月
一
日
営
ミ
支
梯
控

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
家
　
西
谷
　
寿
一

未
沸
　
当
家
　
五
合
五
勺
（
五
、
五
〇
〇
円
）
一
人
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
拾
円
弐
拾
五
歩

〆
金
　
七
百
五
拾
六
円
弐
拾
五
歩
　
当
家
出
し

　
　
　
　
　
　
　
後

当
家
荒
井

後
当
家
　
七
合
二
勺
一
人
参
拾
九
円
七
十
歩

〆子〆峯〆
金供金役金

九
百
九
拾
円
　
二
十
五
人
分
（
五
、

三
合
二
勺
拾
七
円
六
十
歩

弐
百
六
十
四
円
也
　
一
五
人
分

一
合
四
勺
　
七
円
七
十
歩

五
百
勺
五

円
五
十
歩

口
口
口
口
口
口
六
十
六
人
分

〉
、
　
〉
　
　
ぐ
　
　
〉
～
　
ミ
　
≧

口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口

ぐ
　
　
ぶ
　
　
ミ
　
　
ベ
く
　
　
ぐ
　
　
ミ
　
　
シ
　
　
エ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ

　
　
　
　
　
　
五
十
四
円

〆
金
壱
肝
七
百
口
口
口
五
十
歩

　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
百
九
拾
九
円
五
十
歩

右
配
布
金
ノ
残
金
　
百
四
円
五
拾
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
　
〉
　
　
ミ
　
　
〉
　
　
〉
へ
　
、
～

　
　
　
会
計
渡
し

　
昭
和
弐
拾
六
年

　
　
　
拾
月
拾
弐
円
宵
宮

一
、

金
壱
肝
四
百
八
十
五
円

五
八
〇
円
）

三

ロ
ノ
配
布
金
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酒
三
升
代

一
、

金
壱
百
円

　
　
　
肴
代

　
一
人
分
　
六
十
三
円
（
拾
円
外
）

　
　
口
口
口
口
口
口
口

　
　
　
　
口
口
口
口
口
口
口
口

　
拾
弐
月
一
日
　
あ
か
ら
か
し
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

一
、

米
代
　
三
合
（
五
、
四
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〉

　
一
人
分
　
十
六
円
五
十
歩

拾
弐
月
拾
弐
日
　
勘
定

　
　
　
　
　
　
　
　
五

米
代
　
　
三
合
（
五
、
四
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
一
人
分
　
十
六
円
弐
拾
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
齢

　
合
計
　
三
口

〆

一
人
当
　
九
拾
六
円

　
拾
月
一
日
座

一
人
当
　
三
十
円
弐
十
五
歩

二

口
〆
　
金
壱
百
二
十
六
円
弐
拾
五
歩

一
人
渡
金

一
金
壱
百
弐
拾

五
円

　
　
　
　
四
拾
壱
円
弐
拾
五
歩

一
金
三
百
弐
拾
弐
円

　
　
〉
へ
　
〉
　
　
ξ
　
≧
　
　
〉
、
　
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
五
拾
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
、
～
　
ミ

　
　
　
会
計
渡
し

　
昭
和
弐
拾
六
年

　
　
拾
弐
月
拾
弐
日

十
月
一
日

　
大
神
様
　
御
供
物
前
通

り
と
す

　
本
当
家
白
ム
シ
　
一
升
五
合
（
い
も
）

　
　
　　
　
酒
一
升
（
肴
ス
ル
メ
半
分
こ
ん
ぶ
若
干
）

　
後
当
家
　
餅
米
ム
シ
　
一
升
五
合

　
　
　
　

御
酒
ナ

シ

　
　
　
　
子
供
三
対
シ
一
人
　
金
弐
拾
円
ヘ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　

白
米
二
合
（
五
、
○
○
○
円
）

　
後
当
家
余
内
　
一
斗
五
升
前
通
リ

十
月
十
二
日

　
大
神
様
御
供
ハ
前
通
リ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
宵
宮
　
三
時
集
合

　
　
　
　
　

祭
　
　
十
時
集
合

　
酒
三
升
　
　
肴
代
　
取
止
メ

　
三
大
節
ノ
御
供
ハ
後
当
家
営
ム

十
二
月
一
日
　
あ
か
ら
か
し
ら

　
　
大
神
様
御
供
　
前
通
リ
ト
ス

　
　
十
月
一
日
　
座
二
準
ズ

十

二
月
十
日
　
か
ん
じ
よ
掛
中
止

十

二
月
十
二
日
　
勘
定
ハ
ナ
シ

　
　
座
主
ヨ
リ
ノ
余
内
ハ
ナ
シ

百
四
円

　
　
将
軍
様
　
中
止

　
神
主
様
謝
礼

　　
一
金
弐
百
円
　
呈
ス
（
但
し
一
回
）

　
木
ノ
神
主
様
謝
礼

　
　
一
金
壱
肝
円
　
呈
ス
（
＋
ル
年
分
）

　
　
　
当
家
渡
シ
ノ
日
二
持
参
ス
ル
コ
ト

当
家
渡
シ
　
十
二
月
十
三
日

昭
和
弐
拾
七
年
一
月
十
二
日
　
事
項
協
議
事
項

　
以
后
け
い
ち
ん
勤
め
る
場
合
は
集
米
す
る

升
目
丈
米
債
格
二
依
リ
仕
彿
ふ
も
の
と
す

以

上
は
米
統
制
中
実
施
す
る
も
の
と
す

一
参
合
　
集
米
　
　
（
石
七
、
○
○
○
円
）

　
弐
拾
壱

円
　
弐
拾
五
人
分

〆
金
　
五
百
弐
拾
五
円
也

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
但

し
自
由
販
売
后
中
現
在
の
ま
ま
経
績
す
る
も
の
と
す
、

　
　
　
　
　
　
　
　
≧

　
一
人
前
よ
り
白
米
三
合
と
す

但

し
時
期
に
依
変
更
す
る
も
の
と
す

昭
和
廿
七
年
拾
月
壱
日
　
螢
み
支
佛
控

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

當
家
　
荒
井
秀
一

當
家
　
五
合
五
勺
（
七
、
○
○
○
）
　
壱
人
前
参
拾
八
円
五
拾

歩
〆

〆
金
　
九
百
六
拾
弐
円
五
拾
歩
　
當
家
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
當

家
西
田
新
一
郎

後
當
家
　
七
合
弐
勺
壱
人
五
拾
円
四
拾
歩
（
七
、
○
○
○
）

〆
金
　
壱
肝
弐
百
六
拾
円
　
弐
拾
五
人
分

〆子〆峯
金供金役

参
合
弐
勺
壱
人
前
弐
拾
弐
円
四
拾
歩
（
七
、
○
○
○
）

参
百
拾
参
円
六
拾
歩

壱
合
四
勺
壱
人
前
九
円
八
拾
歩
（
七
、
○
○
○
）

五
百
八
拾
円
　
六
拾
人
分
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参
口
　
〆
弐
肝
壱
百
六
拾
壱
円
六
拾
歩

　
右
配
布
金
の
残
金
九
拾
壱
円
六
拾
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
計
渡
し

　
　
昭
和
弐
拾
八
年
一
月
十
二
日
　
ケ
イ
チ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
内
　
正
春
営
ミ

一
、

参
合
　
弐
拾
弐
円
五
拾
歩
（
七
、
五
〇
〇
円
）

一
、

金
　
五
百
六
拾
弐
円
五
拾
歩
也
（
二
十
五
人
分
）

一
、

金
　
弐
拾
円
（
一
人
当
り
）

一
、

金
　
六
拾
弐
円
五
拾
歩
残
会
計
預
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
家
営
ミ

　
　
　
　
昭
和
廿
八
年
　
　
西
田
新
一
郎

当
家
　
五
合
五
勺
（
七
五
〇
〇
）
壱
人
前
四
拾
壱
円
弐
拾
五

歩〆
金
　
壱
肝
円
　
参
拾
壱
円
弐
拾
五
歩
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
當
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
野
　
留
吉

後
當
家
　
七
合
五
勺
壱
人
前
五
拾
六
円
弐
拾
五
歩

〆
金
壱
肝
四
百
〇
六
円
弐
拾
五
歩

峯
役
　
参
合
二
勺
　
壱
人
前
弐
拾
四
円
（
拾
五
軒
）

〆
金
参
百
六
拾
円

　
　
昭
和
廿
七
年
拾
弐
月
拾
弐
日

　
　
　
　
拾
月
拾
弐
日
　
宵
宮

一
、

金
壱
肝
六
百
参
拾
五
円

　
　
　
　
酒
参
升

一
、

金
壱
百
円

　
　
　
　
肴
代

　
一
人
分
　
六
拾
九
円
（
拾
円
残
）

拾
弐
月
一
日
　
あ
か
ら
か
し
ら

一
、

米
代
　
三
合
（
七
肝
五
百
円
）

　
一
人
分
　
弐
拾
弐
円
五
拾
歩

拾

弐
月
拾
弐
日
　
勘
定

　
米
代
　
三
合
　
弐
拾
弐
円
五
拾
歩

三
口

〆
　
一
人
分
　
壱
百
拾
円
割

　
　
　
　
　
　
　
　
残
壱
百
拾
円

　
　
　
　
　
　
　
　
会
計
預
ケ

子
供
壱
合
四
勺
　
壱
人
前
拾
円
五
拾
歩

〆
金
　
六
百
参
拾
円
　
六
拾
人
分

　
右
配
布
金
の
残
金
壱
百
拾
七
円
五
拾
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
會
計
渡
し

　
　
昭
和
弐
拾
八
年
拾
弐
月
拾
弐
日

　
　
　
　
拾
月
拾
弐
日
　
宵
宮

一
、

金
　
壱
肝
参
百
八
拾
円

　
　
　
　
酒

三
升
代

一、

金
　
壱
百
円
　
　
肴
代

計

壱
肝
四
百
八
拾
円
也

　
一
人
当
り
　
一
金
五
拾
九
円
（
五
円
時
）

　
拾
弐
月
壱
日
　
あ
か
ら
か
し
ら
二
＋
五
人
分

米
代
　
三
合
　
一
金
、
　
参
七
円
（
八
、
二
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ξ
　
　
〉
、
　
ミ

　
拾
弐
月
拾
弐
日
　
弐
拾
四
円
六
十
歩
二
＋
五
人
分

米

代
　
三
合
　
一
金
　
弐
拾
四
円
六
十
歩
（
八
、
二
〇
〇
円
）

二
口

〆
金
壱
肝
弐
百
参
拾
円
也

一
人
当
り
　
金
四
拾
九
円
（
五
円
残
）

二

口
〆
金
壱
百
〇
八
円
ノ
割
二
分
配
ス
、
但
シ
八
円
弐
拾
五

人
分
、
一
金
弐
百
円
、
会
計
預
ケ

　
　

昭
和
弐
拾
八
年
拾
弐
月
拾
弐
日

　
　
　
　

拾
月
拾
弐
日
宵
宮

一
金
壱
肝
八
百
四
拾
圓
也

　
　
　
　
酒
　
三
升

一
金
壱
百
円
也

　
上
記

二
口
　
拾
円
殊
会
計
二
臥
酷
刑
）

　
一
金
弐
百
拾
円
也
　
会
計
預
ケ

　
　
當
家
　
西
田
新
一
郎
螢
ミ

昭
和
弐
拾
九
年
一
月
十
二
日

　
　
寺
内
繁
太
郎
勤
メ

一
、

白
米
三
合
（
金
弐
拾
四
円
六
十
歩
）

〆
金
五
百
九
拾
円
四
拾
歩
也

　
一
人
当
　
一
金
弐
拾
円
也

口
口
口
口
口
口
口
口
　
残
金
会
計
預
ケ

〉
　
　
ミ
　
　
〉
　
　
〉
　
　
ミ
　
　
〉
　
　
≧
　
　
≧

　
金
弐
百
拾
円
四
拾
歩

　
昭
和
弐
拾
九
年
当
家
中
野
留
吉

一
、

当
家
五
合
五
勺
（
八
、
二
〇
〇
）
四
拾
五
円
拾
歩
二

人
前
）

〆
合
計
壱
肝
壱
百
弐
拾
七
円
五
拾
歩
（
二
十
五
人
前
）

　
　
　
　
　
　
以
上
当
家
中
ノ

　
後
当
家
七
合
五
勺
（
八
、
二
〇
〇
）
六
十
一
円
五
十
歩

（
一
人

前
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

〆
計
　
金
壱
肝
五
百
参
拾
七
円
五
拾
歩
（
二
十
五
人
）
ω
べ
O
O
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峯
役
　
三
合
二
勺
（
八
、
二
〇
〇
）
一
人
前
（
二
十
六
円
二

十
四
歩
）

〆
計
金
　
参
百
九
拾
参
円
六
拾
歩
（
十
五
戸
）
　
一
。
。
°
O
O

子
供
　
一
合
四
勺
（
八
、
二
〇
〇
）
一
人
前
十
一
円
四
十
八

歩〆
計
金
　
五
百
七
十
四
円
也
（
五
十
人
分
）
　
起
O
O

三

口
〆
金
弐
肝
五
百
〇
五
円
七
歩

　
　
　
　
　
　
但
シ
後
当
家
寺
内
繁
信
出

以
上
分
配
金
ノ
残
金
六
拾
壱
円
也

　
　
　
　
　
　
　
会
計
渡
し
（
十
月
一
日
）

改
メ
残
金
壱
百
参
五
円
渡
し
　
お
S
O
O
N

　

（
内
訳
金
百
参
拾
円
拾
歩
）
　
後
当
家
残
金

　

（
金
弐
円
五
拾
歩
）
　
　
　
　
当
家
残
金

昭
和
参
拾
年
一
月
十
二
日

　
　
け
い
ち
ん

　
　
　
　
植
田

植
松
営
ミ

一
白
米
　
三
合
（
一
〇
、

一
金
　
六
百
六
拾
歩
也

　
　
　
一
人
当
　
参
拾
歩
也

昭
和
参
拾
年
十
月
一
日
　
営
ミ

一
、

五
合
五
勺

（
一〇
、

（
二
十
一
人
分
）

総
金

　
　
　

（
一
人
分

○
○
○
円
）
但
し
白
米
価
格

当
家
　
寺
内
　
肇
信

　
　
　
　
　
　
　
○
○
○
円
）

壱
肝
壱
百

五
拾
五
円
也

　
　
　
　
　
五
拾
円
也
）

一
人
前

五
拾
五
円
也

残
金
　
壱
百
〇
五
円
　
会
計
渡
シ

　
　
　
後

当
家
植
田
　
植
松

　
　

（
別
紙
）
昭
和
廿
九
年
十
月
十
二
日

　
　
　
　
宵
宮

一
金
壱
肝
四
百
四
拾
円

　
　
　
　
酒
参
升
分

　
　
　

（
一
人
分
六
拾
円
也
）

一
金
壱
百
円
　
肴
代

　
拾

二
月
一
日
　
あ
か
ら
が
し
ら

一
、

米
参
合
分

　
　
　

（
一
人
分
弐
拾

五
円
五
拾
歩
）

　
拾

二
月
十
二
日
　
さ
ん
に
ょ
う

一
、

米
参
合
分

　
　
　

（
一
人
分
弐
拾

五
円
五
拾
歩
）

　
　
　

（
一
人
分
）

一
、

壱
百
拾
一
円

　
一
人
分
　
壱
百
拾
円
宛
相
渡
し

　
　
　
　
　
残
金
弐
拾
四
円
会
計
預
ケ

改
メ一

金
壱
百
円
也
　
宵
宮
肴
代

二

口
〆
　
壱
百
弐
拾
四
円
　
会
計
預
入
ル

一
月
一
日
　
代
払
ノ
件

一
　
本
社
前
一
対
鳥
居
前
　
一
対

　
　
ド
ウ
ガ
イ
　
右
準
ズ
（
本
社
前
鳥
居
前
）

一
月
十
二
日

　
け
い
ち
ん
神
様
ノ
営
ミ
ハ
前
通
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
96

　
　
焼
物
　
か
ま
ぼ
こ
一
枚
　
御
酒
五
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
シ
　
　
ぐ
　
　
　
　
ぐ
　
　
ミ
　
　
ぐ
　
　
ミ
　
　
シ
　
　
ミ

齢
舛
い
も
こ
ん
に
ゃ
く
牛
榜
　
大
根
鯵
連
者
ハ
　
解
散

　
　
　
　
ぐ
　
　
ミ
　
　
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
シ
　

瑠
畔
牛
労
　
こ
ん
に
ゃ
く
　
黒
豆
（
サ
ト
入
）

　
酒
　
　
四
升
　
　
と
う
ふ
汁

　
白
米
　
二
合
切
　
マ
ス
　
集
米
代
金
仕
佛
ナ
シ

　
け

い
ち

ん
　
余
内
　
中
止
ス

ニ
月
四
日

　
　
将
軍
様
営
、
ミ

　
六
月
五
日
　
麦
ち
ま
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
前
通
り
）

　
七
月
十
二
日
　
小
麦
ち
ま
き

十
月
一
日

一
、

七
合
五

勺
（
一
〇
、
○
○
○
円
）
一
人
七
拾
五
円
也

（
二
十
五
人
分
）

一金
　
壱
肝
八
百
七
拾
五
円
也
（
一
人
当
七
十
円
）

残
金
　
壱
肝
七
百
五
九
円
　
壱
百
弐
拾
五
円
也

　
　
　
≧
　
≧
　
　
〉
　
　
≧
　
　
≧
　
　
、
～
　
ミ

会
計
預
ケ

峯
役
　
三
合
二
勺
（
一
〇
、
○
○
○
円
）
参
拾
弐
円
也

一
金
　
五
百
四
拾
四
円
也
（
十
七
戸
分
）

残
金
　
参
拾
四
円
　
会
計
渡
し

子
供
　
一
合
四
勺
（
一
〇
、
○
○
○
円
）
十
四
円
也

但

し
金
ノ
分
配
都
合
七
拾
五
円
分
配
ス

不
足
金
は
当
家
残
金
よ
り
仕
出
ス

一
金
七
百
参
拾
五
円
也
　
四
十
九
人
分
↑
歌
脳
ω

一
金
弐
百
六
拾
四
円
也
　
残
金
　
集
計
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入
金
　
四
拾
九
円
也
　
子
供
配
分
不
足
金

差
引
　
一
金
弐
百
拾
五
円
也
　
残
金

　
　
　
　
会
計
渡
シ

　
全
員
立
会
ニ
テ

昭
和
参
拾
年
十
二
月
一
日
　
協
議
事
項

一
、

十
二
月
十
二
日
の
け
い
ち
ん
営
ミ
に
際
し
数
ノ
子
百
匁

　
を

全
員
に
盛
り
渡
し
す
る
も
の
と
す

（
別
紙
）
昭
和
参
拾
年
十
月
十
二
日

宵
宮

　
一
、
金
壱
肝
四
百
五
拾
五
円
也

　
　
　
　
　
酒
　
三
升
代

　
　
　
但

し
内
現
品
一
升
ハ
十
月
一
日

　
　
　
営
ミ
ニ
際
し
戴
ク

　
　
差
引
　
　
二
升
代

　
一
、
金
九
百
七
拾
円
也

　
一
、
金
壱
百
円
也

　
　
　
　
　
肴
代

〆
金
壱
肝
〇
七
拾
円
也

　
　
　
一
人
五
升
　
四
拾
円
也

　
残
金

　
七
拾

円
　
会
計
預
リ

十
二
月
一
日
　
あ
か
ら
か
し
ら

一、

白
米
　
三
合
（
一
〇
、
○
○
○
円
）

　
一
人
分
参
拾
円
也

十
二
月
十
二
日
　
さ
ん
に
ょ
う

一
、

白
米
三
合

　
一
人
分
　
参
拾
円
也

　
三
口

　
〆
金
　
壱
百
円
也
（
一
人
前
）

　
残
金
七
拾
円
也
　
会
計
預
リ

　
　
　
　
け
い
ち
ん

昭

三
一
・
一
・
一
二
　
　
　
東
城
堅
治
営
み

一
、

白
米
三
合
（
一
〇
、
○
○
○
）
但
シ
白
米
格
質

一
、

金
七
百
五
拾
円
也

　
　
　
　
（
一
人
当
　
参
拾
円
也
）

昭
和
三
十
一
年
十
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

植
田

植
松
営
、
ミ

一
、

五
合
五
勺
（
一
〇
、
○
○
○
円
）
　
一
人
当
金
五
拾
五
円

也合
計
金
壱
肝
弐
百
六
拾
五
円
也
（
二
十
三
人
分
）

一
人
当
り
　
五
拾
円
也

〆
金
壱
肝
壱
百
五
拾
円
也

　
残
金
壱
百
拾
五
円
　
会
計
預
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
ノ
当
家
　
岡
田
忠
見

一
、

七
合
五
勺

（
一
〇
、
○
○
○
円
）

十
五
人
分

一
、

一
金
壱
肝
八
百
七
拾
五
円
也

一
人
当
り
　
七
拾
円
也
　
割
当
金

残
金

　
壱
百
弐
拾
円
也
　
会
計
預
ケ

　
峯
役
三
合
二
勺
（
一
〇
、
○
○
○
）

〆
金
五
百
七
拾
六
円
也
　
十
八
戸
分

子
供
　
一
合
四
勺
（
一
〇
、
○
○
○
円
）

一
人

当
七
拾
五
円
二

一
人

当
り
（
参
拾
弐
円
）

　
一
人
拾
四
円

一
人
当
り
　
拾
四
円
割
当
金
　
五
十
四
人
分

〆
金
七
百
五
拾
六
円
也

但
シ

　
一
人
割
当
拾
五
円
ト
ス
、
一
円
不
足
金
ハ
当
家
ノ
残

金
ヨ
リ
仕
出
ス

一
金

五
円
　
四
拾
歩
仕
出
ス

会
計
預
ケ
　
壱
百
拾
五
月
ヨ
リ
差
引
ス

残
金

　
壱
百
拾
円
歩
也
　
会
計
預
ケ

　
　
　
　
九
円
六
拾

残
金
　
二
〇
十
弐
百
三
十
四
円
六
拾
歩
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
預
ケ

峯
役
　
一
戸
当
り
　
金
参
拾
円
也
　
一
十
八
人
分

残
金
　
三
十
六
円
　
会
計
預
ケ

　
　
　
　
　
　
　
壱
円

改
〆
会
計
弐
百
七
拾
円
六
拾
歩
也

　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
〉
へ
　
〉
　
〉
へ

昭
和
三
十
二
年
一
月
十
二
日
　
け
い
ち
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
上

榮
一
　
勤
メ

一
、

白
米
三
合
（
一
〇
、
○
○
○
円
）
但
シ
白
米
償
格

一
金
　
七
百
五
拾
歩
也

一
金
　
参
拾
歩
也
　
　
一
人
割
当
金

（別
紙
）
昭
和
三
十
一
年
十
月
十
二
日

宵
宮

一
金

壱
肝
四
百
五
拾
五
円

　
　
　
　
酒
三
升
代

一
金
壱
百
円

　
　
　
　
肴
代

〆
金
壱
肝
五
百
五
拾
五
円
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
一
人
当
り
六
拾
円
（
残
金
五
十
五
円
）
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十
二
月
一
日

　
　
　
　
　
　

あ
か
ら
が
し
ら

一
、

白
米
三
合
（
壱
万
円
）

　
　
十
二
月
十
二
日
　
さ
ん
に
ょ
う

一
、

白
米
三
合
（
壱
万
円
）

二
口

　
〆
金
壱
百
弐
拾
円
也

　
　
　
　
　
　
（
一
人
当
り
）

　
　
　
残
金
五
拾
五
円

　
　
　
　
会
計
預
け

昭
和
参
拾
弐
年
十
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
田
忠
見
営
、
ミ

一
、

五
合

五
勺

（
一
〇
、
○
○
○
円
）
　
一
人
一
金
三
拾
五
円

也〆
金
壱
肝
弐
百
拾
円
也
　
　
（
二
十
二
人
分
）

一
人
当
り
一
金
五
拾
円
也

〆
金
　
壱
肝
壱
百
円
也

残
金
　
壱
百
拾
円
　
　
　
会
計
預
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
当
家
　
東
城
堅
治
営
ミ

一
、

七
合

五
勺
（
二
〇
、
○
○
○
）
　
一
人
七
拾
五
円
也

〆
金
壱
肝
八
百
七
拾
五
円
也
　
二
十
五
人
分

一
人
当
り
割
当
金
　
七
拾
円
也

〆
金
壱
肝
七
百
五
拾
円
也

残
金
　
壱
百
弐
拾
五
円
也
　
会
計
預
ケ

一
、

三
合

二
勺
（
一
〇
、
○
○
○
）
　
十
八
戸
分

〆
金
五
百
七
拾
六
円
（
一
人
当
り
三
十
二
円
）

一
、

一
合
四
勺
（
一
〇
、
○
○
○
）
一
人
当
り
十
四
円

〆
金
六
百
八
拾
六
円
也
（
一
人
十
四
円
）
　
四
十
九
人
分

但

し
十
五
円
（
一
人
当
り
）
一
人
分
返
金
ハ
会
計
ヨ
リ
仕
出

ス〆
口
口
［
］
口
分
四
拾
九
円
　
会
計
ヨ
リ
仕
出
ス

　
〉
　
≧
　
≧
　
〉
、

（別
紙
）
昭
和
三
十
二
年
十
月
十
二
日

宵
宮

一
金
壱
肝
四
百
五
拾
五
円
也

　
　
　
　
酒
三
升
代

一
金
壱
百
円
也

　
　
　
　
肴
代

〆
金
壱
肝
五
百
五
拾
五
円
也

　
　
十
二
月
一
日
　
あ
か
ら
が
し
ら

一
、

白
米
三
合
（
一
万
円
）
2
3
人
分

　
　
十
二
月
十
二
日
　
さ
ん
に
ょ
う

一
、

白
米
三
合
（
一
万
円
）
2
5
人
分

二
口

〆
金
弐
肝
九
百
九
拾
五
円
也

三
口

〆
金
　
壱
百
弐
拾
円
（
一
人
当
り
）

〆
金
　
弐
肝
八
百
八
拾
円
也

　
残
金
　
壱
百
拾
五
円
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
預
ケ

一、

金
五
百
四

十
円
也
（
峯
投
一
人
（
三
十
円
割
）

残
金
　
口
口
口
口
歩
也
　
会
計
預
ケ

　
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ぐ
　
　
ぐ

　
　
　
三
十
六
円
也

一
金
参
肝
壱
百
三
十
七
円
（
後
当
家
出
し
）

残
金

　
三
口
〆
弐
百
七
十
一
円
口
口
口
也
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
拾
九
円
也

内
子
供
二
一
円
割
増
改
（
四
百
九
十
一
円
也
）

差

裂
金
弐
百
藁
円
漂
齢
…

　
　
　
　
　
　
　
謙
治
奏

　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
預
ケ

　
　
昭
和
三
十
三
年
一
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
本
利
雄
営
み

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

一
白
米
　
三
合
（
一
〇
〇
、
○
○
円
）
但
シ
白
米
代
金

一
金
　
七
百
五
拾
円
也

一
金
　
参
拾
円
也
　
一
人
割
当
金

昭
和
参
拾
参
年
拾
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
城
堅
治
管
ミ

一
、

五
合
五
勺
（
壱
万
円
）
一
金
五
拾
五
円
也

一
、

金
壱
肝
弐
百
六
拾
五
円
也
（
廿
参
人
分
）

一
人
当
り
五
拾
円
渡
し

一
、

壱
肝
壱
百
五
拾
円
也

　
残
金
　
壱
百
拾

五
円
会
計
渡
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
当
家
　
井
上
榮
一
営
ミ

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

一
、

七
合
五
勺

（
一

、

○
、
○
○
○
）
一
金
七
拾
五
円
也

一
、

金
壱
肝
八
百
七
拾

五
円
也
（
廿
五
人
分
）

一
、

一
人
当
り
七
拾
円
渡
し

〆
　
金
壱
肝
七
百
五
拾
円
也

　
残
金
　
壱
百
弐
拾
五
円
　
会
計
渡
し

一
、

三
合

二
勺

（
一
〇
、
○
○
○
）
十
七
軒
分

298



荒蒔の神社祭祀と社会構造

一
、

金
五
百
四
拾

五
円
也
（
一
人
当
り
三
十
二
円
）

　

〆
金
五
百
拾
円
也

　
　
残
金

　
壱
拾
四
円
　
会
計
渡
し

一
、

一
合
四

勺
（
一
〇
、
○
○
○
）
　
拾
四
円

　
〆
金
六
百
○
弐
円
也
（
四
十
三
人
分
）

　
但

し
十
五
円
一
人
当
り
　
不
足
四
十
三
円

　
差
引
壱
百
拾
六
円
　
会
計
渡
し

　
　
昭
和
三
十
三
年
十

二
月
十
二
日

　
　
　
　
　
協
議
事
項

　
十
二
月
十
二
日
さ
ん
に
よ
う
、
及
一
月
十
二
日
（
ケ
イ
チ

ン

）
営
み
に
際
し
（
カ
ッ
ノ
子
）
の
代
用
と
し
て
（
鮮
、
上

等
）
〆
一
枚
つ
け
る
も
の
と
す

　
一
月
十
二
日
　
営
み
の
ケ
イ
チ
ン

　

白
む
し
と
も
ち
米
と
改
む

（
マ

マ

）　
（
マ
マ
）

　
具

し
神
選
は
従
前
通
り

　
昭
和
三
十
四
年
一
月
十
二
日
　
け
い
ち
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
野
行
雄
営
ミ

一
、

餅

白
米
三
合
（
一
一
、
○
○
○
円
）
白
米
代
金

一
金
　
八
百
弐
拾
五
円
也

一
金
　
参
拾

円
也
　
　
　
一
人
前

〆
金
　
七
百
五
拾
円
也

　
残
金
　
七
拾

五
円
　
会
計
預
ケ

　
　
昭
和
三
十
四
年
十
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
当
家
　
西
本
利
雄
営
み

一
、

七
合
五
勺

（
一
〇
、
○
○
○
）
一
金
七
拾
五
円
也

一
、

金
壱
肝
八
百
七
拾

五
円
也
（
廿
五
人
分
）

一
、

一
人
当
り
七
拾
円
渡
し

　

〆
金
壱
肝
七
百
五
拾
円
也

　
　
残
金
壱
百
弐
拾
五
円
　
会
計
渡
し

一
金
　
三
合
三
勺
（
一
〇
、
○
○
○
）
拾
七
軒
分

一
金
　
五
百
四
拾
四
円
也
（
一
人
当
り
三
十
二
円
）

　
〆
金
　
五
百
拾
円
也

　
　
残
金
参
拾
四

円
　
会
計
渡
し

＝
官
合
四
勺
（
一
〇
、
○
○
○
）
拾
四
円

〆
金
五
百
八
拾
八
円
也
（
四
拾
弐
人
）

　
　
但

し
一
人
当
十
五
円
、
不
足
四
拾
弐
円
也

　
差
引
壱
百
五
拾
九
円
　
会
計
渡
し

改
め
　
子
供
　
壱
月
負
担

　
　
差
引
壱
百
拾
七
円
　
会
計
渡
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
家
　
井
上
栄
管
み

一
、

五
合

五
勺

（
壱
万
円
）
一
金
五
拾
五
円
也

一
、

金
壱
肝
弐
百
六
拾
五
円
也
　
⊥
u
参
人
分

一
、

一
人
当
　
五
拾
円
渡
し

一
、

金
壱
肝
壱
百
拾
五
円
也

　
差
引
　
壱
百
拾
五
円
　
会
計
渡
し

（
　
　
）

　
「
　
　
　
　
　
　
察

一
、

将
軍
様
口
口
口
口
口
三
合
取
る
、
一
個
ノ
文
口
後
座
口

　
（
取
）

　
口

り
、
壱
個
宛
ヲ
農
家
一
個
へ
配
分
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
其
他

一
、

十
月
一
日
螢
及
二
回
の
螢
み
時
の
御
酒
は
一
回
毎
二
壱

　
　
　
　
　
　
　
　
〉
　
　
〉
、

升
を

供
へ
、
残
欲
は
公
定
償
格
ノ
金
貨
を
以
て
座
中
へ
提
出

ス

ル
コ

ト
を
改
定
ス
、
前
諸
ノ
け
い
ち
ん
で
も
準
弁
ス

一、

御
供
壱
合
ヲ
持
寄
る
、
米
債
は
毎
年
公
定
債
格
を
以
て

施

主
ヨ
リ
支
沸
フ
所
ト
ス

日
準
シ
テ
子
供
及
平
様
従
二
対
し
施
主
ヨ
リ
支
梯
う
モ

ノ
ト
ス

十

月
十
二
日
宵
宮
二
付
、
螢
み
□
厳
二
付
、
着
□
芋
、
大

根
、
こ
ん
に
ゃ
く
等
の
六
か
替
代
余
ヲ
施
主
ヨ
リ
佛

〔資
料
七
〕

　
　
　
　
　
当
家
廻
り
氏
名

和
昭

三
拾

五
年
度
　
五
十
八
年
度
　
　
　
西
本
　
利
雄

　
　
三
拾
六
年
度
　
　
　
　
　
　
　
　
中
野
　
正
一

　
　
参
拾
七
年
度
　
　
　
　
　
　
　
　
植
田
紋
太
郎

　
　
参
拾
八
年
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
　
　
勇

　
　
参
拾
九
年
度

（
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
）
　
中
田
楢
太
郎

　
　
四
拾
年
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
片
川
　
重
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吹
〉
沖
嗣
民
［

　
　
四
拾
壱
年
度

　
　
　
　
　
　
　
　
岡
田
　
忠
［

　
　
四
拾
弐
年
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
島
　
［

　

　
四
拾
参
年
度
　
　
　
　
　
　
　
　
森
口
　
［

　
　
四
拾
五
年
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
田
　
［

　
　
四
拾
四
年
度
　
　
　
　
　
　
　
　
森
杉
　
［

　

　
四
拾
七
年
度
　
　
　
　
　
　
　
　
西
本
　
［

　

　
四
拾
六
年
度
　
　
　
　
　
　
　
　
西
谷
　
［

　

　
四
拾
七
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
谷
［
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四
拾
八
年

　
　
四
拾
九
年

　
　
五
拾
年
度

　
　
五
拾
壱
年
度

　
　
五
拾
弐
年
度

　
　
五
拾
参
年
度

　
　
五
拾
四
年
度

　
　
　
　
五

　
　
五
拾
四

年
度

　
　
　
　
ボ

　
　
五
拾
五
年
度

　
　
　
　
ミ

　
　
五
十
七
年
度
当
家

　
　
　
　
　
け
い
ち
ん
廻

三
十
五
年
度

四
拾
年
度

四
拾
壱
年
度

荒
井
　
裕
［

西
岡
藤
一
郎

寺
内
　
正
春

西

田
新
一
郎

氏
名

井東岡植寺中
上城田田内野
栄堅忠槌肇行
一 治見松信雄

中
野
　
正
一

岡
田
　
忠
見

西

田
新
一
郎

荒
井

　
裕
和

片
川
　
重
利

森
口
　
走
吉

中
村
民
二
郎

中
村
　
　
勇

植

田
紋
太
郎

中
田
楢
太
郎

西
本
　
武
雄

森
杉
　
元
治

北
島
　
義
雄

岡
田
　
忠
洋

一
月
一
日

営
〉
次
第

門
松

　
ど
う
が
い
も
鳥
居
前
と

　
的
場
の
み
、
外
は
無
し

と
う
カ
し 　

昭
和
五
十
六
年
十
月

　
一
日
改
正
　
本
社
前
一
対

　
　
　
　
　
　
　
、
く
　
≧
　
ξ
　
≒
　
≧

門
松
は
鳥
居
前
一
対
の
み

〆
縄
（
飾
薬
付
）

　
大
杉

備
考
　
　
　
一

司
莇
苗

　
ミ
　
　
ぐ
　
　
ミ
　
　
ぐ

石
止

神
主

≧
　
〉
へ

西
谷
由
次
郎

西
谷
　
寿
一

安
田
　
逸
治

西
岡
藤
一
郎

中西井東植寺寺
野本上城田内内
行利栄堅槌肇正
雄雄一治松信春

　
　
　
　
　
　
の
み

　
鳥
居
前
一
対
口
対

　
ミ
　
ミ
　
ミ
　
ミ
　
、
＜
　
ξ
　
、
＜

的
場
、
薬
師
堂
、
口
公
民
館

ミ
　
　
≧
　
　
　
　
　
〉
　
　
≧
　
　
≧
　
　
　
　
　
≧
　
　
ミ
　
　
〉
　
　
〉

右
に
準
ず

＼

く
　
ミ
　
≧
　
ミ

鳥
居

小
駒
犬
　
的
場
　
其
他

二
ヶ

日
の
給
仕
は
従
来
通
り

　
　

く
わ
ん
じ
よ
掛
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
き
め
し
　
（
う
る
）

　
メ
掛
次
第
　
　
◎
御
供
　
白
む
し
一
升
五
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
ぐ
　
　
ミ

讐
糠
、
り
鷲
罫
↓
が
め
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箸
、
柳
箸
一
尺
二
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
酒
　
五
合

　

メ
一
筋
　
　
　
　
　
但
し
　
七
、
五
、
三
の
垂
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
メ
に
三
と
こ
ろ
付
半
残
一
帖
是

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
て
御
幣
三
本
た
れ
を
切
る

一
月
十
日
に
変
更
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笹
葉
の
し
と
ぎ
を
供
へ
、
但
し
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ぎ
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
造

り
方
は
餅
米
を
す
り
て
之
を
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
口
に
振
り
か
け
る

　
　
　
二
月
十
一
日
　
　
　
　
紀
元
節

昭
和
四
十
二
年
度
よ
り
国
祝
日
と
さ
る
（
復
活
）

　
　
改
　
一
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
変
更
す

神
主
　
　
　
　
二
月
十
二
日

　
　
　
　
ミ
　
　
〉
、
　
〉
　
　
≧
　
　
≧

山
胡
叶
⊂
相
ぽ
啄
硬
　
　
　
け
い
ち
ん
営
事

一
、

御
幣
　
　
十
二
本
　
　
…
尺
二
寸
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柳

弓
一
矢
十
二
本
潤
月
は
十
三
本

　
鬼
　
竹
を
丸
く
し
て
紙
に
て
張
り
的
を
作
る

　
御
酒

は
、
ち
ょ
し
に
て
持
ち
行
き
、
か
わ
ら
け
十
二
枚
に

　
て

供
へ
、
座
主
一
同
い
た
ぶ
く

　
　
　
　
　
　
　
　

但

し
御
酒
　
五
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
へ
）

　
両
小
宮
様
、
観
音
様
、
じ
ゆ
ら
せ
つ
様
口
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
き
め
し

　
御

供
へ
、
白
米
一
升
五
合
　
白
む
し
を
［

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≧
　
　
〉
へ

　

さ
い
に
、
豆
、
い
も
、
め
い
、
汁
、
午
［

　
柳
は
し
一
尺
二
寸
　
　
（
こ
ぜ
ん
）

　
御
酒

五
合

　
東
大
宮
様
へ
供
［

　
改
　
　
　
　
一
月
四
日
変
更

石
上
神
宮
　
二
月
四
日
　
　
　
将
軍
様
営
み

　
　
　
　
　
〉
　
ミ
　
ぐ
　
〉
へ

神
主
　
二
月
四
日

≧
　
　
≧

　
　
早
朝
村
神
主
の
列
席
を
求
め
、
餅
つ
き

　
　
御
供
、
　
東
の
大
宮
様
　
西
の
大
宮
様

　
　
　
　
　

観
立
日
様
　
　
じ
ゆ
や
り
せ
つ
様

　
　
　
　
　

四
社
へ
参
合
取
（
一
個
つ
つ
）

　
　
　
　
　
小
二
升
二
合
）

　
　
外
に
東
の
大
宮
様
　
西
の
小
宮
様

　
　
　
　
　
　
≧

　
　
　

小
餅
九
ッ
つ
つ
そ
な
へ
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
（
一
升
二
合
）

　
　
合
計
餅
米
　
　
（
二
升
四
合
）

　
大
ぶ
く
、
こ
し
ら
へ
方
（
二
個
）

　
　
竹
を
丸
く
輪
に
し
て
其
の
真
中
に
十
文
字
に
竹
渡
し
て

　
　
　
　
　
　
（
く
）

　
　
藁
を
ち
い
さ
口
ほ
て
ん
の
様
に
し
て
、
十
文
字
の
竹
に

　

結
付

け
、
竹
ぐ
し
に
さ
し
て
供
へ
る

　
　
　
き
ん
か
ん

　
品
目
　
ゆ
こ
う
、
と
こ
ろ
、
た
ち
は
な

　
　
　

く
し
柿
、
か
や
、
か
ち
栗

　
　
　
　
大
根
、
竹
ぐ
し
十
四
本
で
台
一
つ
に
七
本
づ
ふ

　
　
　
　
幣
ぐ
し
一
本
半

　
　
　
　
残
に
て
御
幣
切
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
づ

◎
追
加
御
供
　
　
モ
ミ

　
　
　

（
一
頁
ア
キ
）

取
止
メ

　
　
六
月
五
日

　
　
麦
ち
ま
き

御
酒

五
合

（
一
頁
ア
キ
）

節
句

一
社
に
か
し
わ
餅
葉
七
枚

六
社
ー
四
十
二
個

両
宮
様
に
供
へ
る

取
止
メ

　
　
七
月
十
二
日

　
　
小
麦
餅
（
餅
に
小
麦
粒
少
量
そ
へ
る
）

　
　
　
　
東
大
宮
様
、
西
大
宮
様

　
　
　
　
東
小
宮
様
　
西
小
宮
様

　
　
　

観
音
様

　
　
じ
ゆ
ら
せ
つ
様

　
　
　
　
一
社
一
膳
に
小
餅
九
ツ
供
へ
る

（
一
頁
ア
キ
）

十
月
一
日

御
供

　
　
　
◎
さ
い

　
　
　
　
あ
い

　
　
　
◎
肴

　
　
　
　
柳
箸

　
　
　
　
御
酒

　
一
日
座

た
き
め
し

白
む
し
一
升
五
合
（
六
社
分
）

≧
　
　
ミ

芋

豆

　
め
い
　
く
る
み

お
汁
に

　
菜
の

二
束
切

　
　
　
　
　
　
　
（
二
社
分
）

す
る
め
半
分
　
昆
布
若
干

　
　
　
　
　
　
二

　
一
尺
二
寸
（
一
社
分
）

　
　
　
　
　
　
〉

　
一
升

　

か

ま
ぼ
こ
一
枚
づ
ふ

　
　
　
　
　
　
す

る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
以

上
堂
家
営
み

　
　
　
餅
米

む

し
　
　
一
升
五
合

　
　
　
子
供
二
対
し
一
人
弐
拾
円
与
へ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
米
二
合
ノ
割

　
　
　
御
酒

五
合

　
　
　
後
当
家
の
営
み
と
す

　
　
　
但

し
子
供
は
中
学
修
了
迄
と
す

　
　
　
≧
　
　
〉
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
〉
　
　
ぐ
　
　
ミ
　
　
≧
　
　
〉
　
　
≧
　
　
ぐ
　
　
ミ

　
　
　
　
　
余
内
は
従
来
通
り
と
す

　
　
　
　
　
〉
　
　
≧
　
　
〉
　
　
ミ
　
　
≧
　
　
≧
　
　
〉
　
　
≧
　
　
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
斗
五
升
）

　
協
議
事
項
　
　
子
供
会
二
金
六
百
円
也

　
ミ
　
　
〉
　
　
≧
　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
≧
　
　
ミ
　
　
≧
　
　
〉
　
　
ミ
　
　
〉
　
　
〉
　
　
ぐ

　
　
　
昭
和
四
四
年
十
月
一
日
　
改
正
ス

　
　
　
〉
　
　
〉
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
≧
　
　
〉
　
　
ミ
　
　
〉
　
　
　
　
　
ぐ
　
　
≧
　
　
ミ

　
　
十
月
八
日
　
　
　
　
氷
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
り

　
　
神
主
　
　
当
家
共
二
竜
田
川
に
て
行
事
を
行
ふ

改
正
　

ミ
〉
　
　
　
〉
≧
ミ
≧
〉
ミ
〉
〉
≧
〉
ミ
〉
ミ
〉

◎
此
頃
改
正

（
四
拾
五
年
度
よ
り
）
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神
主
　
当
家
共
布
留
上
流
に
て
（
桃
尾
滝
）
行
事
を
行
ふ

（
一
頁
ア
キ
）

　
　
十
月
十
二
日
　
　
　
宵
宮
祭

　
当
家
方
に
て
御
供
つ
き
す
る

　
取
方
は
餅
を
三
合
取
四
ツ
　
四
膳
に
供
へ
る

　
九
ツ
づ
ふ
二
膳
に
調
へ
お
き
、
是
は
十
三
日
大
宮
様
外
各

　
社
に
供
へ
る
も
の
な
り

　
　
　
　
　
（
以
上
十
三
日
用
な
り
）
　
　
　
　
　
　
　
大
杉
原
二
十
一
枚

　
又
用
意
物
と
し
て
半
紙
一
帖
・
御
幣
二
本
・
傘
紙
一
帖
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≧
　
　
〉
　
　
≧
　
　
ミ

　
御
幣
弐
本
切
る
口
一
　
一

　
　
　
　
　
　
　
＼
て
　
≒

　
供

御
口

　
　
う
る
白
米
弐
升
を
む
し
に
し
て

　
ミ

　
　
　
　
内
五
合
宛
両
大
宮
様
に
供
へ

　
　
　
　
後
四
ツ
分
け
し
て
両
小
宮
様
・
じ
ゆ
ら
せ
つ
様
・

　
　
　
　
観
音
様
へ
供
へ
る

　
　
　
　
　
衆
　
　
　
　
　
（
十
二
日
用
）

　
　
　
　
座
主
は
御
渡
り
三
時
に
集
合

　
　
　
　
　
≧

御
幣
は
毎
年
更
新
す
る
も
の
と
す

　
　
大
杉
原
　
拾
弐
枚
　
弐
拾
枚

　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
シ
　
　
　
ミ

　
　
　
　
　
　
　
壱
（
マ
マ
）

　　
並
．
通
半
紙
壱
帳
（
あ
さ
の
お
し
麻
紐
）
用
意
す
る

　
　
　
　
　
以
上

　
　
十
月
十
三
日
　
　
　
御
例
祭

　
一
般
神
撰
物
は
後
当
家
に
て
営
み

　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
　
初
稲
弐

荷
御
餅

　
　
o
°
°
°
°
°
°
当

　
　
清
酒
五
合
竹
笹
付
一
．
一
本
以
上
当
家

御
鏡

海
魚
、
川
魚
　
海
菜
　
野
菜
（
二
台
）

　
　
　
　
　
〉
　
　
ミ

　
果
物
、
塩
、
米
、
水
、
御
酒
五
合

　
　
　
　
　
　
　
　

以

上
後
当
家

◎
海
菜
（
鳩
姉
メ
か
ま
ぼ
こ
一
枚
つ
つ
す
る
事

　
十
二
月
一
日
　
あ
か
ら
が
し
ら

　
赤
飯
御
供
へ
す

　
御
供
へ
は
十
月
一
日
に
準
ず

か

ま
ぼ
こ
一
枚
づ
ふ
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
家
営
み

　
十
二
月
三
十
日
　
立
松
建
て

　
　
　
当
家
神
主
立
会

備
考

　
　
神
主
謝
礼

　
　
一
回
（
二
百
円
）

　
　
村
神
主

　
　
　
一
金
壱
肝
円
　
　
一
ヶ
年

　
　
　
当
家
渡
し
の
日
に
励
行
す
る
こ
と

　
　
　
当
家
渡
し
の
日
は
十
二
月
十
二
日
と
す

◎
三
大
節
の
神
饅
物
は
後
当
家
に
て
行
ふ
も
の
と
す

　
　
　
　
（
新
嘗
祭
）

十
二
月
　
　
紀
念
祭
　
供
物

　
　
　
　
　
槍

　
　
米
　
モ
ミ

　
　
　
　
　
　
無
き

　
　
　
　
モ
、
ミ
不
用
の
場
合
玄
米
と
す

　
　
　
　
　
　
〉
　
、
ぐ
　
ミ

　
三
大
節
の
神
撰
物
は
従
来
通
り

〔資
料
八
〕

昭
和
五
十
八
年
十
二
月
改
正

宮
　
座
　
営
　
帳

営
み
次
第

　
一
月
一
日

　
門
松
　
鳥
居
前
一
対
の
み

　
ど
う
が
い
　
鳥
居
前
　
的
場
様

　
　
　
　
　
　
（
拝
殿
前
）

　
山

縄
　
鳥
居
　
駒
犬
　
的
場
　
大
杉

　
三
ヶ

日
給
仕
は
従
来
通
り

　
ど
う
が
い
に
つ
け
る
も
の

　
　
か
や

　
か
ち
ぐ
り
　
す
み
　
と
こ
ろ
　
だ
い
だ
い

　
　

（適
当
に
選
ん
で
付
け
る
）

　
一
月
十
日
　
く
わ
ん
じ
よ
か
け

　
御
次
第

御
供

炊
飯

　
一
升
五
合
（
六
膳
造
り
四
社
の
み
菜
付
）

さ
い
に
　
い
も
、
め
い
、
ま
め
、
菜
束
切

箸
柳
箸
一
尺
二
寸
御
酒
五
合

〆
一
筋
　
但
し
七
、
五
、
三
た
れ
一
〆
に
三
と
こ
ろ
付
半
紙

　
　
　
　
一
帖
是
に
て
御
幣
三
本
た
れ
切
る
、
笹
葉
の
し
の

　
　
　
　
ぎ
を
供
へ
但
し
し
と
ぎ
の
造
り
方
、
餅
米
を
す
り
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て

こ
れ
を
さ
さ
ば
に
振
り
か
け
る

一
月
十
二
日
　
け
い
ち
ん
　
営
事

御
幣

十
二
本
、
一
尺
二
寸

柳
弓
一
、
矢
十
二
本
（
潤
年
は
十
三
本
）

鬼
竹
を
丸
く
し
て
紙
に
て
張
り
的
を
作
る

御
酒
は
ち

よ
し
に
て
持
ち
行
き
か
わ
ら
け
十
二
枚
に
て
供

へ
座
主
一
同
い
た
だ
く
（
但
お
酒
五
合
）

両
小
宮
様
、
観
音
様
、
し
ゆ
ら
せ
つ
様

御
供

白
米
一
升
五
合
炊
飯
を
供
へ

さ
い
に
　
豆
　
い
も
　
め
い
　
汁
牛
芳

柳
箸

　
一
尺
二
寸
（
二
ぜ
ん
）

御
酒
五
合
　
東
大
宮
様
へ
供
る

二
月
四
日
　
将
軍
様
営
み

御早
供朝

外
に

神
主
列
席
を
求
め
餅
つ
き

東
の
大
宮
様
、
西
の
大
宮
様
、
観
音
様
、
し
ゆ
ら
せ

つ
様
、
四
社
へ
三
合
取
一
個
一
升
二
合

東
小
宮
様
、
西
の
小
宮
様

小
餅
九
ツ
づ
ふ
そ
な
へ
る
な
り
、
一
升
三
合

（
合
計
　
餅
米
二
升
四
合
）

大
ぶ
く
こ
し
ら
へ
方
（
二
個
）

竹
を
丸
く
輪
に
し
て
其
の
真
中
に
十
文
字
に
竹
を
渡
し
て
、

わ

ら
ち
い
さ
く
ほ
で
ん
の
様
に
し
て
十
文
字
の
竹
に
結
付

け
、
竹
ぐ
し
に
さ
し
て
供
へ
る

品
目
　
ゆ
こ
う
、
と
こ
ろ
、
た
ち
ば
な
、
く
し
柿
、
か
や
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
か
ち
く
り
、
大
根
（
適
当
に
て
良
し
）

　

竹
ぐ
し
十
四
本
で
台
一
つ
に
七
本
づ
ふ
幣
く
し
一
本
、
半

　

紙
に
て

御
幣
切
る

　
　
　
　
　
　

（
旧

帳
絵
図
参
照
）

　

春
の
大
祭
（
三
月
初
め
）

　

神
僕
物

　
御
鏡
、
海
魚
、
海
菜
（
こ
ん
ぶ
す
る
め
）
、
野
菜
（
二
台
）
、
果
物
（
二

　
台
）
、
塩
、
水
、
玄
米
、

　

御
酒
一
升
（
さ
S
か
ま
ぼ
こ
一
枚
づ
ふ
）

　
　
　
　

（供
へ
物
は
後
当
屋
に
て
営
む
）

　

十
月
一
日
　
一
日
座

御
供
　
炊
飯
一
升
五
合
（
六
社
分
）

さ
い
　
芋
、
豆
、
め
い
、
く
る
み
あ
い

お
汁
に
菜
の
束
切
（
二
社
分
）

肴
す
る
め
二
ヶ
　
こ
ん
ぶ
若
干

柳
箸
　
一
尺
二
寸
（
二
社
分
）
御
酒
一
升

か

ま
ぼ
こ
一
枚
づ
ふ
　
以
上
当
屋
営
み

餅
米
む
し
一
升
五
合
　
後
当
屋

　
十
月
八
日
　
氷
取
り

　
　
神

主
、
当
屋
共
布
留
上
流
に
て
（
桃
尾
滝
）
行
事
を
行

　
　
ふ

　
（
異
筆
）
「
九
」
　
　
　
　
　
　
　
　
（
異
筆
）

　
十
月
十
二
日
　
宵
宮
祭
「
昭
和
六
十
一
年
よ
り
改
正
当
屋

　
　
　
〉
限

方
に
て
御
幣
つ
き
す
る
、
取
り
方
は
餅
を
三
合
取
四
つ
四
膳

　
　
　
　
〉
　
　
　
　
こ
し
ら
　
　
　
（
異
筆
）
「
＋
日
」

に
供
へ
る
、
九
つ
づ
入
二
膳
に
調
へ
お
き
是
は
十
三
日
大
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
異
筆
）
「
十
」
　
〉
〉
〉

様
各
社
に
供
へ
る
も
の
な
り
（
以
上
は
十
二
日
用
な
り
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
㌔
、

又
用
意
物
と
し
て
半
紙
一
帖
、
御
幣
二
本
、
大
杉
原
二
十
枚
、

御
幣
二
本
切
る

御
供
う
る
白
米
二
升
を
炊
飯
し
て
内
五
合
宛
両
大
宮
様
へ
供

へ
、

後
四
ツ
分
け
し
て
両
小
宮
様
、
し
ゆ
ら
せ
様
、
か
ん
の

ん
様
へ
供
へ
る
（
九
日
用
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

座
主
は

三
時
集
合

御
幣
は
毎
年
更
新
す
る
も
の
と
す

　
大
杉
原

二
十
枚
、
普
通
半
紙
一
帖

　
麻
紐
用
意
す
る

　
（
異
筆
）
「
十
」

　
十
月
十
三
日
　
御
例
祭

　
　
　
〉
　
ミ

　
初
稲
二
荷
、
御
餅
、
御
酒
五
合
、
竹
笹
付
二
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
当
屋

御
鏡
、
海
魚
、
海
菜
、
野
菜
（
二
台
）
、
果
物
（
二
台
）
、

　
塩
、
米
、
水
、
御
酒
五
合
、
か
ま
ぼ
こ
一
枚
づ
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
後
当
屋

十
一
月
　
新
嘗
祭

御
供
　
春
の
大
祭
に
準
ず

　
　

御
供
中
も
み
な
き
場
合
玄
米
と
す

十
二
月
一
日
　
あ
か
ら
が
し
ら

赤
飯

御
供
へ
す

御
供
は
十
月
一
日
に
準
す
　
当
屋
営
み

　

御
供
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柳
箸
　
一
尺
二
寸
　
二
社
分

　　〔
　
　
　
御
酒
一
升
か
ま
ぼ
こ
一
枚
づ
入

　
村
神
主

　
　
一
金
壱
肝
円
　
一
ヶ
年

　
　
当
屋
渡
し
の
日
に
励
行
す
る
こ
と

　
　
当
屋
渡
し
の
日
は
十
二
月
十
二
日
と
す

十
二
月
三
十
日
　
立
松
建
て

　
　
当
屋
、
神
主
立
会

当
屋
廻
り
氏
名

五
十
八
年

五
十
九
年

六
十
年

六
十
一
年

六
十
二
年

中植中西
村田野本
　　正利
勇茂一雄

中
田
楢
太
郎

井東岡寺中北岡片
上城田内野島田川
栄博康肇行義忠重
一 道弘信雄雄洋則

け

い

ち
ん
廻
り
氏
名

　
　
中
野
　
正
一

　
　
岡
田
　
康
弘

荒西西西安森
井谷谷本田口
裕寿良武逸芳
和一祐雄次治

西
岡
藤
一
郎

寺
内
　
正
勝

西
田
　
　
弘

植
田
　
　
茂

中
田
楢
太
郎

西
本
　
武
雄

〉
＿L　 ⊥ノヘ　ノへ

十十

中森片荒西
村口川井田
　芳重裕
勇治利和弘

西
岡
藤
一
郎

　
　
　
　
寺
内
　
正
勝

　
　

　
　
寺
内
肇
信

　
　
　
　
東
城
　
博
道

　
　
　
　
井
上
　
宗
一

　
　

　
　
西
本
利
雄

　
　
　
　
中
野
　
行
雄

　
　
服
忌
規
定

父
母
　
　
服
　
半
期
　
　
　
忌

兄
弟
　
　
〃
　
六
十
日
　
　
〃

祖
父
母
　
〃
　
十
日
　
　
　
〃

其
ノ
他

安西西岡北
田谷谷田島
逸寿良忠義
次一祐洋雄

三
十
日

二
十
日

十
日

十
五
日

〔資
料
九
〕

　
（
表
紙
）大

正
甲
寅
参
年
壱
月
五
日
調

村
社
　
勘
定
　
帳

　
　
　
初
〆

大
正
参
年
度
当
家

甲
寅
年
　
　
　
東
城
東

　
　
入
金
之
部

字大

田
分
　
　
　
　
　
　
壱
反
二
供
四
斗
参
口

一
、

米
壱
石
六
斗
六
升
五
合

　
　
大
正
弐
年
度
年
直
米

一
、

八
斗
十
二
月
廿
七
日
森
口
芳
太
郎
β
入
ル

　
　
石
拾
九
円
参
拾
銭
割

　
代
金
拾

五
円
四
拾
銭

一
、

金
拾

五
円
郵
便
貯
金
　
壱
月
五
日
入
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
二

口
〆
金
参
拾
円
四
拾
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
　
内
金
弐
拾
弐
円
五
拾
九
銭
五
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
　
　
　
×
正
弐
年
度
当
家
中
野
保
蔵
取
換
金
相
渡
ス

　
　
差
引
金
七
円
八
拾
七
銭
五
厘
残
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郵
便
貯
金
ト
ス

　
　
残
八
斗
六
升
五
合
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内
左
ノ
免
米
引
ク

一
、

米
四
斗
八
合
五
夕
大
田
分
壱
反
免
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
肇

一
、

合
参
斗
四
升
四
合
　
堂
ノ
前
八
畝
免
米

　
　
　
　
　
　
　
弐
　
五
夕

　
　
〆
七
斗
五
升
四
合
免
米

　
　
壱
斗
壱
升
　
　
〉

残
テ

九
升
壱
合
弐
合
五
タ

　
　
ミ
ぐ
〉
≧
　
　
　
三

　
　
　
　
　
石
拾
九
円
〉
拾
銭
割

　
代
金
壱
円
七
拾
五
銭
五
厘
　
貯
金
ト
ス

　
　
　
e
　
　
ミ
　
　
〉
　
　
〉
　
　
〉
　
　
ミ
　
　
ぐ
　
　
〉

　
　
　
弐
円
拾
七
銭
五
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
〉
　
　
ξ

　
二
口

〆
九
円
六
拾
〉
銭

　
　
　
　
≧
　
　
〉
　
〉
へ
　
≧
　
　
≧

　
　
　
　
拾
円
四
銭
五
厘

　
大
正
参
年
度
出
金
之
部

　
　
　
　
　
　
ξ
　
　
≧
　
　
〉
　
〉
、

　
　
出
金
之
部

壱
月
七
日

一

、
金
七
拾
五
銭
　
　
　
　
大
正
弐
年
度
下
半
期
協
議
費

　
拾
日

一
つ
壱
円
五
拾
九
銭
五
厘
　
大
正
弐
年
度
田
租

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
壱
期
分

　
拾
九
日

一
、

金
壱
円
九
拾
参
銭
　
　
大
正
弐
年
度
当
家
余
内
米
壱
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
野
保
蔵
二
渡
ス

　
廿
三
日

一
、

弐
円
八
拾
九
銭
五
厘
　
大
正
弐
年
度
け
い
ち
ん
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
壱
斗
五
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
本
増
太
郎
へ
渡
ス

　
光
日

一
、

拾
銭
　
　
　
　
　
　
　
勘
定
帳
紙
壱
帖
半
代

　
同

一
、

口
円
八
拾
九
銭
五
厘

　
二
月
廿
日

一
、

壱
円
五
拾
九
銭
五
厘

　
廿
七
日

一
、

五
拾
六
銭

五
厘

　
三
月
廿
四
日

一
、

壱
円
五
拾
九
銭
五
厘

　
五
月
九
日

一
、

壱
円
五
拾
九
銭
五
厘

同
一

、

壱
円
弐
拾
五
銭
五
厘

五
月
弐
拾
日

一
、

金

六
拾
七
銭
五
厘

八
月
七
日

一
、

　
山
ハ
拾
士
唱
込
践

十
一
月
廿
四
日

一
、

壱
円
弐
拾
五
銭
五
厘

同
一

、

六
拾
七
銭
五
厘

　

大
正
四
年
度
受
持

　
　
　

宮
当
家

大
正
弐
年
度
神
主
給
料
壱
斗
五

升西

田
久
次
郎
二
渡
ス

大
正
弐
年
度

田
租
第
一
期
分

大
正
弐
年
度
県
税
地
租
割

口
口
口

大
正
弐
年
度

田
租
第
三
期
分

大
正
弐
年
度

田
租
第
四
期
分

大
正
参
年
度
県
税
前
半
期
分

大
正
参
年
度
村
税
第
壱
期
分

大
正
三
年
上
半
期
協
議
費

大
正
参
年
度
県
税
下
半
期
分

大
正
参
年
度
村
税
第
二
期
分

計
金
拾
九
円
九
拾
八
銭
五
厘

一　
金
口
口
口
口

　
　
　
壱
円
三
十
壱
銭
五
厘

四
年
一
月
六
日

一
、

同
拾
九
円
九
拾
八
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
五
厘

一
月
九
日

一
、

壱
円
五
拾
九
銭
五
厘

一
月
十
一
日

一
、

壱
円
六
拾
五
銭

同
日一

、

壱
円
拾
銭

同
日一

、

壱
円
六
拾
五
銭

一
月
廿
八
日

一
、

六
十
五
銭

二
月
廿
五
日

一
、

壱
円
五
十
九
銭
五
厘

三
月
廿
四
日

一
、

壱
円
五
十
九
銭
五
厘

　
　
　
　
　

井
上
辰
造

　
　
　
収
入
之
部

字
大
田
地
預
ケ
米

一
、

玄
米
壱
石
六
斗

六
升
五
合

　
　
　
　
　
　
三

　
　
但
シ
大
正
弐
年
度
ノ
負
米

　
　
　
　
　
　
≧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方
ヨ
リ

　
　
十
二
月
廿
五
日
　
森
口
由
太
郎
受
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱

　
此
代
金
　
値
段
ニ
テ
壱
石
付
拾
口
円
割

　
　
拾
八
円
参
拾
壱
銭
五
厘

　
　
大
正
四

年
度

　
　
　
支
出
之
部

×

正
元
年
十
二
月
五
日

一
、

金
拾
弐
銭
　
　
　
　
　
大
正
三
年
度
負
米
俵
四
ツ
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
口
由
太
郎
払

大
正
四

年

壱
月
七
日

大
正
三
年
度
下
半
期
協
議
費

大
正
三
年
度
分
東
城
取
替
金
ヲ

支
払
ス

大
正
三
年
度
田

租
第
一
期
分

大
正
三
年
度
神
主
給
料
米
壱
斗

五
升
代
上

田
由
松
方
渡

同
年
度
当
家
余
納
米
壱
斗
口
口

代
東
城
東
方
へ
渡

同
年
度
け
い
ち
ん
余
納
米
壱
斗

五
升
代
岡
田
秀
太
郎
方
へ

当
家
持
帳
箱
作
代
西
川
讃
之
助

方
へ
払

田

租
第
二
期
分

田

租
第
三
期
分
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三
月
廿
四
日

一
、

拾
四
銭
五
厘
　
　
　
　
大
正
三
年
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

県
税
地
租
割

五
月
廿
二
日

一
、

壱
円
五
十
九
銭
五
厘
　
大
正
三
年
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
租
第
四
期
分

五
月
廿
二
日

一
、

壱
円
弐
拾
壱
銭
五
厘
　
大
正
四
年
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

県
税
下
半
期
分

五
月
廿
八
日

一
、

六
拾
四
銭

五
厘
　
　
　
大
正
四
年
度
村
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
租
附
加
税

十
一
月
廿
九
日

一
、

壱
円
弐
拾
壱
銭
五
厘
　
大
正
四
年
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

県
税
后
半
期
分

同
日一

、

六
拾
四
銭

五
厘
　
　
　
大
正
四
年
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
税
第

二
期
分

大
正
四
年
八
月
七
日

壱
円一

、

六
拾
八
銭

　
　
　
　
　
大
正
四
年
度

　
改
メ
金
壱
円
六
十
八
銭
　
協
議
費

　
合
金
参
拾
弐
円
四
拾
弐
銭
五
厘

　
内
参
拾
八
銭
　
　
　
　
　
預
金
差
　
利
子
十
一
ヶ
月
分

　
残
テ
参
拾
山
ハ
円
弐
拾
四
銭
五
厘

　
差
引
拾
七
円
九
拾
参
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
取
換
越

　
大
正
四
年
十
二
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
当
家
井
上
宅
ニ
テ

　
　

大
正
五
年
度
当
家
廻
り

　
　
　
　
　
　
西
本
芳
太
郎

　
　
　

収
入
之
部

字
大
田

一、

預
ケ
米
壱
石
六
斗
六
升
五
合

　
　
　

但
シ
大
正
四
年
度
貢
米

　

此

内
六
升
六
合
五
夕
免
米
壱
反
二
付
七
升
割
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

畝
半

　
　
　
　
　
弐

　
　
　

壱
升
口
合
　
　
　
丙
印
壱
石
二
付
壱
升
宛
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

割
払

　
　
　
　
八
　
二

　
　
　
〆
口
升
口
合
五
夕

　
残
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐

　
　
　
米
壱
石
五
斗
八
升
弐
合
五
夕

　
　
此
代
価
弐
拾
円
五
拾
七
銭
弐
厘
五
毛

　
此
直
段
石
二
付
拾
壱
円
替
　
中
米
相
場
事

　
　
　
　
　

当
家

大
正
五
年
度
　
　
　
西
本
芳
太
郎

　
　
　
支
出
之
部

一、

金
拾
弐
銭

壱
月
七
日

一
、

同
九
拾
五
銭

五
年
壱
月
拾
四
日

一
、

金
拾
七
円
九
拾
参
銭

二
月
五
日

一
、

金
壱
円
九
拾
五
銭

二
月
五
日

一
、

同
壱
円
九
拾
五
銭

二
月
五
日

一
、

同
壱
円
参
拾
銭

二
月
拾
弐
日

一
、

同
弐
拾
壱
銭

弐
月
拾
八
日

一
、

金
壱
円
五
拾
三
銭
五
厘

大
正
四
年
度
貢
米

俵
四
俵
代

　
森
口
由
太
郎
払

大
正
四
年
度
下
半
期
協
議
費

大
正
四

年
度
取
替
金
井
上
支
払

×
正
四
年
度
け
い
ち
ん
余
内
壱

斗
五
升
代
吉
川
へ
支
払

大
正
四
年
度
神
主

ノ
給
料
米
壱

斗
五
升
寺
田
へ
支
払

大
正
四
年
度
当
家
余
内
米
壱
斗

井
上
へ
支
払

大
田
預
リ
入
費

西
谷
ヤ
ス
ヲ
以
村
方
ヨ
リ
取
リ

参
リ
支
払

　
大
正
四
年
田

租
第
二
期
分
支

　

払

ー
月
拾
壱
日

一
、

同
四
拾
四
銭
五
厘
　
　
大
正
四
年
県
税
地
租
割
支
払

三
月
廿
日

一
、

同
壱
円
五
拾
壱
銭
五
厘
　
大
正
四
年
度
田
租
三
期
分
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
払

五
月
廿
日

一
、

金
壱
円
五
拾
三
銭
口
　
大
正
四
年
度
四
期
分
田
租
支
払

同
日一

、

同
壱
円
弐
拾
銭
　
　
　
大
正
五
年
前
半
期
分
支
払

五
月
舟
一
日

一
、

同
壱
円
五
拾
三
銭
五
厘
　
大
正
四
年
第
一
期
分
田
租
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
払

一　
同
六
拾
四
銭

七
月
弐
日

一
、

金
七
拾
三
銭

八
月
九
日

一
、

金
五
拾
四
銭

五
厘

拾

月
十
一
日

一
、

金
弐
円

拾
壱
月
廿
七
日

一
、

金
弐
円
弐
拾
銭

　
　
　
壱
円

同
日一

、

金
山
ハ
拾
四
銭

同
日一

、

金
拾
七
銭

一
、

同
九
銭

大
正
五
年
度
壱
期
分
地
租
附
加

税
支
払

井
上
方
へ
昨
年
堂
ノ
前
免
米
五

升
六
合
代
支
払

大
正
五
年
度
上
半
期
分
協
議
費

支
払

二
　
堂一

貯
金
通
帳
へ
支
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ

大
正

五
年
度
県
税
后
半
期
地
租

割大
正
五
年
度
第
二
期
分
地
租
附

加
税

大
正
五
年
度
県
税

中
野
保
蔵
当
家

　
　
（
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
四
ヶ
俵
之

大
正
口
年
度

俵
代
相
渡
ス

合
計
金
参
拾
八
円
弐
拾
銭
五
厘

内
金
弐
拾
円
五
拾
七
銭
弐
厘
五
毛

　
残
テ
拾
七
円
六
拾
参
銭
弐
厘
五
毛

（大
）

口
正
五
年
十
二
月
十
二
日
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大
正
六
年
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
？
）

　
　
　

当
家
　
　
　
　
中
尾
御
郎
左
衛
門

　
　
　

収
入

一
、

米
一
石
六
斗
六
升
五
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
二
俵
丙

　
　
　

内
賞
与
一
升
二
合

〔資
料
一
〇
〕

　
　
　
　
　
　

荒
蒔
村

文
政
十
三
庚
寅

歳

　
世
話
人

　
太
神
宮
石
燈
籠
寄
進
帳

十
一
月

　
　
　
　
　
　

世
話
人

若
連
中

徳
右
衛
門

喜
平
治

弥
右
衛
門

、　、　、　、　、　、　、　、　、
　
　
　
　
　
　
柞
尾
山

台
石
垣
石
ハ
　
　
坂
井
喜
助
寄
進

銀
百
五
拾
匁

南
錬
壱
片

　
　
（
匁
以
下
同
）

銀
壱
匁

銀
壱
匁

銀
百
三
拾

五
匁

同
五
拾
五
匁

同
四
拾
五
匁

同
四
拾
三
匁

三
拾
匁

八

ノ
坪

　

伊
勢
講
中

村
橋

　

伊
勢
講
中

暮
葉

　

伊
勢
講

堂
西

　

伊
勢
講
中

中
尾

　

徳
右
衛
門

　

喜
平
次

　

弥
右
衛
門

　

新

重

郎

　

権

三

郎

、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、　、、、、
三
拾
匁

弐
拾
五
匁

弐
拾
匁

銀
弐
拾
匁

銀
拾
六
匁

ミ
拾
五
匁

〉
拾
五
匁

〉
拾
五
匁

ミ
拾
弐
匁

〉
拾
匁

〉
拾
匁

銀
八
文

〉
拾
六
匁
五
分

≧
拾
五
匁

ミ
拾
匁

〉
七
文
目

〉
五
文
目

〉
三
文
匁

ミ
弐
文
匁

〉
弐
文
目

ミ
弐
匁

〉
壱
匁

≧
壱
匁

〉
壱
匁

〉
壱
匁

彦半弥武藤宗源新友宇源利弥儀善太宇新利文久伝喜平嘉
兵兵　兵兵八兵三　覆兵平兵　嘉　　次次三
衛衛助衛衛郎衛郎吉八門衛次衛助助門助八蔵郎郎郎助七

一
、

〉
壱
匁

一
、

ミ
壱
匁

一
、

≧
壱
匁

一
、

弐
拾
匁

一
、

白
餅
四
斗
三
升

　
　

外
四
十
三

一
、

御
酒
壱
斗
弐
升

　
　

外
拾
五
匁
六
分

　

外
〆
五
拾
八
匁
六
分

　
　

石
燈
籠
上
軒

　

〆
　
天
保
弐
年

　
　
　
　
　

卯
四
月
八
日

　

石
燈
籠
代
銀

一
、

銀
六
百
八
拾

五
匁

一
、

南
錬
壱
片

一
、

銀
拾
匁

一
、

銀
五
匁
五
分

一
、

銀
四
拾

五
匁

一
、

銀
五
匁

一
、

銀
四

匁
三
分

〆
　
七
百
六
拾
三
匁

又

兵

衛

半
次
郎

成

福

寺

惣

村

中

惣
村
中
取
集
メ

惣
村
中
之
懸
り
β

献
酒
之
成
口

南
都
寺
林
町

和
泉
屋
喜
三
郎
渡
候

文
字
料

石
燈
籠
取
二
参
り
候
節

諸
造
用
　
　
　
　
渡
ス

右
之
時
酒
代

　
肴
代
と
も

台
石
垣
代
尾
張

伝
蔵
殿
へ
手
間
代
渡
ス

小
路
村
宮
寺
和
尚
様
へ

布
施
料
渡
ス

上
之
江
市
殿
江

御
湯
上
ケ
料
渡
ス

　
　
又
五
十
八
匁
六
分

弐
貫
八
百
弐
十
壱
匁
六
分
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註（
1
）
　
荒
蒔
の
調
査
は
一
九
八
六
年
以
降
五
回
に
わ
た
っ
て
実
施
し
た
。
一
九
八
六
年
三
月

　
　
は
岩
井
宏
實
と
上
野
和
男
に
よ
る
予
備
的
な
調
査
で
あ
り
、
一
九
八
七
年
二
月
に
は
岩

　
　
井
宏
實
、
上
野
和
男
、
中
込
睦
子
の
三
名
に
よ
っ
て
村
落
組
織
お
よ
び
宮
座
儀
礼
を
中

　
　
心
と
し
た
第
一
回
の
本
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
後
二
回
に
わ
た
る
文
書
を
中
心
と
し

　
　
た
調
査
を
実
施
し
、
『
宮
座
中
間
年
代
記
』
（
全
四
巻
）
を
は
じ
め
と
し
て
荒
蒔
の
区
有

　
　
文
書
、
村
神
主
文
書
の
主
要
部
分
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
な
ど
の
写
真
撮
影
を
行
な
っ

　
　
た
。
さ
ら
に
一
九
九
一
年
一
〇
月
に
は
上
野
和
男
、
橋
本
裕
之
に
よ
る
秋
祭
祭
礼
や
宮

　
　
座
、
家
族
を
中
心
と
す
る
最
終
調
査
を
実
施
し
た
。
本
報
告
の
う
ち
「
村
落
組
織
」
に

　
　
か
か
わ

る
部
分
は
す
で
に
発
表
し
た
中
間
報
告
と
か
な
り
重
複
し
て
い
る
点
を
あ
ら
か

　
　

じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

（
2
）
　
こ
の
事
実
は
吉
村
公
男
・
羽
田
野
由
憲
（
一
九
八
七
）
が
分
析
し
た
江
戸
時
代
初
期

　
　
の

荒
蒔
の
検
地
帳
の
分
析
に
よ
る
当
時
の
土
地
所
有
状
況
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
事

　
　
実
は
当
時
の
検
地
帳
の
名
請
人
と
当
屋
の
名
前
と
の
ズ
レ
と
関
連
し
て
い
る
か
も
知
れ

　
　
な
い
。

（
3
）
　
荒
蒔
で
は
ホ
ン
ム
ラ
の
住
民
と
住
宅
団
地
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
民
と
の
関
係
が
複
雑

　
　
で
あ
り
、
宅
地
化
の
波
に
洗
わ
れ
て
対
応
の
苦
慮
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
た
と
え

　
　
ば
村
仕
事
で
あ
る
カ
ワ
ハ
リ
（
川
掃
除
）
は
ホ
ン
ム
ラ
と
団
地
で
は
別
々
に
行
な
わ
れ

　
　
て

い

る
。
団
地
住
民
は
団
地
内
の
み
に
限
定
し
な
い
と
、
な
ぜ
排
水
路
ま
で
や
ら
な
い

　
　
か

と
文
句
が
で
る
の
だ
と
い
う
。
溜
池
は
荒
蒔
の
名
前
で
登
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
新

　
　
住
民
に

も
権
利
が
あ
る
が
、
そ
の
水
を
使
う
権
利
は
農
家
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
一
九

　
　
九
一
年
の
秋
祭
で
ホ
ン
ム
ラ
と
新
住
民
と
の
関
係
を
象
徴
す
る
事
件
が
お
こ
っ
た
。
秋

　
　
祭
の
最
後
の
子
供
御
輿
の
巡
行
は
ホ
ン
ム
ラ
の
子
供
と
住
宅
団
地
の
子
供
だ
け
が
参
加

　
　
す

る
予
定
で
、
子
供
た
ち
に
揃
い
の
ハ
ッ
ピ
を
着
せ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
マ
ン
シ
ョ
ン

　
　
住
民
の

子
供
た
ち
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
区
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
子
供
た
ち
の
参
加

　
　
を

認
め

た

が
、
記
念
に
配
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
鉛
筆
は
、
結
局
準
備
の
関
係
で
マ
ン

　
　
シ
ョ
ン
の
子
供
た
ち
に
は
配
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
秋
祭
へ
の
新
住
民
の
参
加

　
　
を

ど
う
す
る
か
と
い
う
大
き
な
問
題
を
提
示
し
た
よ
う
に
思
え
る
。

（
4
）
　
末
社
で
あ
る
葛
神
社
と
石
上
神
社
が
も
と
も
と
ど
こ
に
据
え
ら
れ
て
い
た
か
は
不
明

　
　
で
あ
る
。

（
5
）
　
荒
蒔
の
野
神
に
つ
い
て
は
、
天
理
市
（
一
九
八
五
、
八
二
八
）
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記

　
　
述
が
あ
る
。
　
「
荒
蒔
の
野
神
さ
ん
　
五
月
二
八
日
　
×
字
の
東
の
は
ず
れ
北
側
、
小
字

　
　
雲
塚
の
西
南
隅
に
野
神
さ
ん
を
祀
っ
た
所
が
あ
り
、
一
五
歳
以
下
の
男
の
子
は
小
さ
い

　
　
子
に
至
る
ま
で
、
み
ん
な
写
真
の
よ
う
に
ち
ま
き
を
作
っ
て
も
ら
っ
て
二
つ
を
首
に
つ
　
0
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

　
　
り
、
朝
早
く
こ
こ
へ
参
る
。
昔
は
大
き
な
よ
み
の
木
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
今
は
に
れ

　
　
の
木
が
あ
り
、
そ
の
木
に
ち
ま
き
を
か
け
て
拝
ん
で
、
ま
た
そ
れ
を
た
ば
っ
て
帰
る
の

　
　
で
あ
る
。
近
頃
は
女
の
子
も
参
る
よ
う
に
な
り
、
ち
ま
き
を
作
る
の
が
面
倒
だ
か
ら
餅

　
　
に
か
わ
り
つ
つ
あ
る
。
村
の
旧
記
に
よ
る
と
、
五
月
節
句
に
に
む
ぎ
ち
ま
き
を
各
社
へ

　
　
そ
な
え
る
と
見
え
る
か
ら
、
も
と
は
旧
五
月
五
日
の
行
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ち

　
　
ま
き
の
作
り
方
は
、
今
の
米
の
ち
ま
き
だ
が
、
あ
し
の
葉
で
つ
つ
も
さ
ら
に
こ
も
草
で

　
　
つ
つ
ん
で
、
い
が
ら
で
三
か
所
を
く
く
る
」
。
現
在
で
も
野
神
の
ま
つ
ら
れ
て
い
る
場

　
　
所
は
あ
る
が
、
野
神
ま
つ
り
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。

（
6
）
　
一
般
的
に
宮
座
組
織
に
お
い
て
そ
の
年
の
祭
祀
を
担
当
す
る
家
を
「
当
屋
」
と
よ
ぶ

　
　
が
、
荒
蒔
で
は
「
当
家
」
の
字
を
あ
て
て
お
り
、
本
縞
で
は
具
体
的
に
荒
蒔
の
当
屋
を

　
　
指
示
す
る
場
合
に
は
「
当
家
」
を
用
い
、
そ
の
ほ
か
の
場
合
は
当
屋
の
語
を
用
い
る
こ

　
　
と
に
し
た
い
。

（
7
）
　
『
神
社
明
細
帳
』
に
は
氏
子
四
一
人
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
氏
子
は
現
在
に
お
い
て

　
　
も
宮
座
の
構
成
戸
の
み
な
ら
ず
荒
蒔
の
全
住
民
（
マ
ン
シ
ョ
ン
住
民
を
除
く
）
を
意
味

　
　
し
て
い
る
。

（
8
）
　
四
～
五
年
前
に
も
宮
座
へ
の
加
入
を
よ
び
か
け
る
回
覧
が
ま
わ
さ
れ
た
が
、
入
る
家

　
　
は
な
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、
一
応
宮
座
は
広
く
村
の
家
々
に
オ
ー
プ
ン
に
な
っ
て
い
る

　
　
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
実
的
に
は
株
座
的
構
成
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
加
入
し
な
い
の
は
、
当
屋
を
つ
と
め
る
場
合
、
経
費
や
場
所
を
必
要
と
す
る
た
め
と
考

　
　
え
ら
れ
る
。

（
9
）
　
『
昭
和
拾
壱
年
拾
戴
月
改
冊
　
荒
蒔
村
宮
座
営
帳
』
に
は
大
正
一
四
年
一
月
の
改
正

　
　
事
項
に

な
か
に
「
服
忌
規
定
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
父
　
母
　
　
服
一
ケ
年
　
　
忌
五
〇
日
（
即
時
次
ノ
廻
へ
預
ケ
ル
ヘ
シ
）

其祖兄
　父
他母弟

服
ナ

シ

服
九
〇
日

忌
二
〇
日
（
即
時
次
ノ
廻
へ
預
ケ
ル
ヘ
シ
）

忌
三
〇
日
（
即
時
次
ノ
廻
へ
預
ケ
ル
ヘ
シ
）

忌

五
〇
日

　
　
　
　

右
遵
守
ス
ル
コ
ト

（
1
0
）
　
旧
座
の
家
は
表
3
に
示
し
た
。
家
屋
の
規
模
に
お
い
て
も
、
新
座
を
し
の
ぐ
大
き
さ

　
　
で
あ
っ
た
。

（
1
1
）
　
昭
和
二
年
以
降
に
加
入
し
た
新
座
の
ケ
イ
チ
ン
当
家
の
順
序
は
、
当
家
と
ち
が
っ



　
　
て
ク
ジ
に
ょ
っ
て
き
め
ら
れ
た
。

（
1
2
）
　
荒
蒔
の
宮
田
で
つ
く
ら
れ
る
稲
の
籾
は
当
家
に
あ
た
っ
た
各
家
で
、
通
常
栽
培
し
て

　
　
い
る
籾
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
る
か
ら
、
村
と
し
て
宮
田
に
植
え
る
籾
が
特
定
の
も
の
に

　
　
限
定
さ
れ
伝
承
さ
れ
て
い
る
事
実
は
な
い
。

吉
村
公
男
・
羽
田
野
由
憲
（
一
九
八
七
）
「
文
禄
期
に
お
け
る
奈
良
盆
地
荒
蒔
村
の
景
観
」

　
『
明
石
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
』
二
九
、
七
五
ー
九
四
頁

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部
）

荒蒔の神社祭祀と社会構造

〈

文
　
献
V

6
6
生
正
男
（
一
九
六
六
）
「
戦
後
日
本
社
会
の
構
造
的
変
化
の
試
論
」
『
政
経
論
叢
』
三
四
⑥
、

　

一
ー
二
六
頁

蒲
生
正
男
（
一
九
七
九
）
「
日
本
の
イ
エ
と
ム
ラ
」
『
世
界
の
民
俗
』
二
二
、
二
二
ー
四
三
頁

蒲
生
正
男
（
一
九
八
一
）
「
日
本
の
伝
統
的
社
会
構
造
と
そ
の
変
化
に
つ
い
て
」
『
政
経
論
叢
』

　

三
四
⑥
、
一
一
ー
二
八
頁

蒲
生
正
男
（
一
九
八
一
）
「
奈
良
県
北
部
に
お
け
る
神
社
祭
祀
と
村
落
構
造
」
、
坪
井
洋
文
編

　
『
祭
祀
的
世
界
と
村
落
ー
儀
礼
・
司
祭
者
・
共
同
体
ー
』
四
九
ー
五
五
頁

泉
靖
一
・
蒲
生
正
男
（
一
九
五
二
）
「
日
本
社
会
の
地
域
性
」
『
日
本
地
理
新
大
系
』
二
、
三

七
ー
七
六
頁

岩
井
宏
實
・
上
野
和
男
（
一
九
八
七
）
「
荒
蒔
の
社
会
組
織
と
儀
礼
」
『
民
俗
の
地
域
差
と
地

　
域
性
ー
中
間
報
告
1
ー
』
二
四
ー
三
七
頁

澤
井
浩
一
（
一
九
九
〇
）
「
村
落
祭
祀
と
集
落
形
成
－
天
理
市
荒
蒔
の
宮
座
儀
礼
の
検
討
ー
」

　
『
大
阪
市
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
二
二
、
六
九
ー
八
八
頁

天
理
市

（
一
九
八

五
）
『
改
定
天
理
市
史
・
史
料
編
』
第
一
巻

上
野
和
男
（
一
九
八
〇
）
「
御
上
神
社
秋
祭
の
構
造
と
親
族
組
織
」
『
近
江
村
落
社
会
の
研
究
』

　
第
五
、
三
七
ー
五
一
頁
、
社
会
伝
承
研
究
会

上
野
和
男
（
一
九
八
一
）
「
御
上
神
社
秋
祭
に
お
け
る
頭
屋
の
役
割
1
昭
和
五
四
年
東
座
頭

　
屋
の

『
神
事
記
録
帳
』
か
ら
ー
」
『
近
江
村
落
社
会
の
研
究
』
第
六
号
、
四
六
ー
六
三
頁

上
野
和
男
（
一
九
八
七
）
「
近
江
湖
東
に
お
け
る
宮
座
の
組
織
と
儀
礼
ー
滋
賀
県
愛
知
郡
愛

　
東
町
青
山
の
事
例
1
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
五
集
、
三
〇
一
ー
三

　
五
三
頁

上
野
和
男
（
一
九
八
八
）
「
芋
く
ら
べ
の
村
の
映
像
記
録
ー
『
近
江
中
山
民
俗
誌
』
の
制
作
ー
」

　
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
三
二
集
、
一
〇
ー
＝
頁

上
野
和
男
・
岩
本
通
弥
・
橋
本
裕
之
（
一
九
九
一
）
「
近
江
中
山
の
芋
く
ら
べ
祭
ー
映
像
民

　
俗
誌

『
芋
く
ら
べ
祭
の
村
ー
近
江
中
山
民
俗
誌
ー
』
の
記
録
ー
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物

　
館
研
究
一
報
生
口
』
第
一
二
二
集
、
　
一
四
一
ー
一
＝
ハ
○
頁
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Miyaza，　Family，　and　Village　Organization

UENo　Kazuo

　　This　paper　is　a　report　of　an　investigation　into　the　social　structure，　especially　village

organ三zatio11，　family，　and　miyaza（cult　organization），　of　Aramaki，　Tenri　city，　Nara

Prefecture，　investigations　and　research　into　have　been　undertaken　since　1986　by　the

“Regional　Differences　and　Regionalism三n　Japanese　Folk　Culture　group　as　part　of　the

reseach　project　on　regionalism　in　Japanese　History”．　Aramaki　is　considered　to　be　a　village

which　typically　shows　thc　structural　characteristics　of　a　village　society　in　the　central

part　of　Japan．　There　also　remain　mally　documents　and　records　in　the　possession　of

the‘‘ku”or　district，　and　the　village　shrine　priest．　Thus　this　village　was　selected　as

apPropriate　for　the　clarification　of　the　social　changes　in　the　village，　through　the

examination　of　both　folk　customs　and　historical　documents．

　　This　paper　has　the　following　three　aims：the　first　is　to　find　out　the　structure　of

the　miyaza　organization　in　Aramaki，　and　how　it　changed；the　second　is　to　clarify　the

family　structure　in　Aramaki，　which　may　be　considered　to　be　a　typical　vi11age　of　central

Japan；and　the　third　is　to　clarify　the　characteristics　of　the　viIlage　structure　of　Aramaki

as　a　whole，　with　its　kabuza－like　miyaza　organization．

　　This　paper　analyzes　the　organization　of　the　village，　family，　and　miyaza　of　Aramaki，

and　changes　that　have　occurred，　and　obtains　the　fo110wing　results．　The　miyaza　in

Aramak三，　while　maintaining　kabuza．like　characteristics，　cxpanded　its　membership　by　a

reform　of　the　system　in　the　early　years　of　Showa，　thus　slightly　easing　its　restictions．

The　malll　type　of　family　structure　in　Aramak三maintains　the　stem　family；basicaUy，

inheritance　is　by　the　eldest　son．　Marriage　is　based　on　bride・taking，　which　is　charac－

teristic　of　the　typical　stem　family．　Furthermore，　the　village　organization　in　Aramaki

today　is　based　on　a　Ievelized　class，　and　it　features　an　extremely　equal　structure　in

positions，　including　the　area　chief，　as　well　as　in　the“Ko”organization　such　as　Ise・ko，

or　Koshin・ko．　Generally　speaking，　the　structure　of　the　village　society　of　Aramaki　is

basically　the　lotation　system，　based　o！1　the　kabuza．like　miyaza．　However，　various

changes　since　early　Showa　can　be　understood　as　a　process　of　change　of　the　society　of

Aramaki　to　a　lotation　system　based　on　a　muraza・like　miyaza．
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